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規 則

　川崎市健康増進法施行細則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

　　令和元年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第24号

　　　川崎市健康増進法施行細則の一部を改正す

　　　る規則

　川崎市健康増進法施行細則（平成15年川崎市規則第68

号）の一部を次のように改正する。

　第11条を削り、第12条を第11条とする。

　　　附　則

　この規則は、令和元年９月７日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

　　令和元年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第25号

　　　川崎市児童福祉法施行細則の一部を改正す

　　　る規則

　川崎市児童福祉法施行細則（昭和47年川崎市規則第62

号）の一部を次のように改正する。
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　第30条第２項中「第３まで」を「第４まで」に改める。

　附則第６項中「別表」の次に「第３及び」を加える。

　別表第３中備考以外の部分を次のように改める。

別表第３（第30条関係）

　児童福祉施設（乳児院、児童養護施設、児童心理治療

施設及び児童自立支援施設に限る。）入所者、児童心理

治療施設通所部通所者、小規模住居型児童養育事業を行

う者若しくは里親への委託者又は自立援助ホーム入居者

に係る徴収金額表
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　別表第３備考第１項中「、指定障害児入所施設」及び

「、肢体不自由児又は重症心身障害児を入所させる指定

発達支援医療機関」を削り、同表備考第６項を削る。

　別表第３の次に次の１表を加える。

別表第４（第30条関係）

　指定障害児入所施設入所者、肢体不自由児若しくは重

症心身障害児を入所させる指定発達支援医療機関入所者

又は障害児通所支援事業所利用者に係る徴収金額表
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備考

　１ 　この表において「入所施設」とは、指定障害児入

所施設及び肢体不自由児又は重症心身障害児を入所

させる指定発達支援医療機関をいう。

　２ 　この表のＣ階層における「均等割」とは、地方税

法第292条第１項第１号に規定する均等割をいい、

Ｄ１～Ｄ15階層における「所得割」とは、同項第２

号に規定する所得割（この所得割を計算する場合に

は、同法第314条の７、第314条の８並びに附則第５

条第３項、第５条の４第６項及び第５条の４の２第

６項の規定は適用しないものとする。）をいう。こ

の場合において、同法第323条に規定する市町村民

税の減免があったときは、その額を所得割の額又は

均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又

は均等割の額とする。

　３ 　この表における階層区分は、被措置者又は当該被

措置者の属する世帯の扶養義務者が指定都市（地方

自治法第252条の19第１項の指定都市をいう。以下

同じ。）の区域内に住所を有する者であるときは、

これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所

を有する者とみなして算定した市町村民税の所得割

の額によるものとする。ただし、市町村民税の所得

割の額を計算する場合には、地方税法等の一部を改

正する法律（平成22年法律第４号）第１条の規定に

よる改正前の地方税法第292条第１項第８号に規定

する扶養親族（16歳未満の者に限る。以下「扶養親

族」という。）及び同法第314条の２第１項第11号に

規定する特定扶養親族（19歳未満の者に限る。以下

「特定扶養親族」という。）があるときは、扶養親

族については１人につき33万円、特定扶養親族につ

いては１人につき45万円に同法第314条の３第１項

に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。

　４ 　次の各号のいずれかに該当する者については、地

方税法第292条第１項第11号に規定する寡婦又は同

項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年

（１月から６月までの間の利用にあっては、前々年

とする。以下同じ。）の所得の額（同項第13号に規

定する所得金額の合計額をいう。以下同じ。）が同

法第295条第１項第２号の規定に該当するときは、

当該市町村民税が課されないものとして取り扱う。

　　⑴ 　婚姻によらないで母となった女子であって、現

に婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある場合を含む。）をしていないも

ののうち、扶養親族その他その者と生計を一にす

る子（前年の所得の額が所得税法第86条第１項の

規定により控除される額（以下「基礎控除額」と

いう。）以下である子（他の者の同一生計配偶者

（地方税法第292条第１項第７号に規定する同一

生計配偶者をいう。）又は扶養親族である者を除

く。以下同じ。）をいう。）を有するもの

　　⑵ 　婚姻によらないで父となった男子であって、現

に婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある場合を含む。）をしていないも

ののうち、その者と生計を一にする子（前年の所

得の額が基礎控除額以下である子をいう。）を有

し、かつ、前年の所得の額が500万円以下である

もの

　５ 　前項の規定により寡婦又は寡夫とみなした者であ

って、市町村民税が課されないものとなる者以外の

者に係るこの表における世帯の階層区分は、前項第

１号に掲げる者を地方税法第292条第１項第11号イ

に規定する寡婦と、前項第２号に掲げる者を同条第

１項第12号に規定する寡夫とみなして算定した市町

村民税の額によるものとする。

　６ 　同一世帯から２人以上の者が入所施設に措置され

ている場合は、その月の徴収金の額が最も多額な被

措置者以外の被措置者については、この表の規定に

よる徴収金の月額（附則第６項の規定の適用がある

場合の徴収金の月額を含む。）に10分の１を乗じて

得た額を徴収金の月額とする。

　７ 　同一世帯から２人以上の者が障害児通所支援事業

所に措置されている場合であって、この表の規定に

よる当該世帯に係るその月の徴収金の日額の合計額

が徴収金の上限月額（附則第６項の規定の適用があ

る場合の徴収金の月額を含む。）を超える場合には、

当該上限月額を徴収金の月額とする。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、令和元年９月１日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正後の規則（以下「新規則」という。）の規定は、

令和元年６月１日からこの規則の施行の日（以下「施

行日」という。）の前日までの間において児童福祉法

（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第21条

の６の規定による障害児通所支援の措置若しくは法第

27条第１項第３号若しくは第２項の規定による措置を

受けた者又はその扶養義務者について、改正前の規則

（以下「旧規則」という。）第30条第２項によって算

定された徴収金（同項に規定する費用をいう。以下同

じ。）の月額が新規則第30条第２項の規定によって算

定された徴収金の月額を超えない場合には、同年６月

１日から適用する。

３ 　施行日において同日前から引き続き法第21条の６の

規定による障害児通所支援の措置若しくは法第27条第

１項第３号若しくは第２項の規定による措置を受けて

いる者又はその扶養義務者で、新規則第30条第２項の
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規定によって算定された徴収金の月額が旧規則第30条

第２項の規定によって算定された徴収金の月額を超え

ることとなるものに対する施行日以後の徴収金の月額

は、当該措置が解除されるまでの間に限り、新規則第

30条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

告 示

川崎市告示第184号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月16日から令和元年９月３日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
南 生 田

第70号線

川崎市多摩区南生田

１丁目6055番17先
1.82 52.85

川崎市多摩区南生田

１丁目6062番５先

新
南 生 田

第70号線

川崎市多摩区南生田

１丁目6055番26先
4.50

～

5.74

52.85
隅きり

を含む川崎市多摩区南生田

１丁目6062番１先

旧
南 生 田

第208号線

川崎市多摩区南生田

１丁目6055番17先
4.50 3.01

川崎市多摩区南生田

１丁目6055番17先

新
南 生 田

第208号線

川崎市多摩区南生田

１丁目6055番26先
4.50 3.01

隅きり

部川崎市多摩区南生田

１丁目6055番26先

　　　───────────────────

川崎市告示第185号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和元年８月16日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月16日から令和元年９月３日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

南 生 田

第70号線

川崎市多摩区南生田１丁目6055番26先
隅きりを

含む
川崎市多摩区南生田１丁目6062番１先

南 生 田

第208号線

川崎市多摩区南生田１丁目6055番26先
隅きり部

川崎市多摩区南生田１丁目6055番26先

　　　───────────────────

川崎市告示第186号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月16日から令和元年９月３日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備

考

旧
細 山

第６号線

川崎市麻生区細山６丁目

347番23先
2.93 27.56

川崎市麻生区細山６丁目

347番23先

新
細 山

第６号線

川崎市麻生区細山６丁目

347番32先
4.00

～

4.23

27.56
川崎市麻生区細山６丁目

347番25先

　　　───────────────────

川崎市告示第187号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和元年８月16日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月16日から令和元年９月３日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

細 山

第 ６ 号 線

川崎市麻生区細山６丁目347番32先

川崎市麻生区細山６丁目347番25先

　　　───────────────────
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川崎市告示第188号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている

区域を指定しますので、同条第３項の規定に基づき告示

します。

　　令和元年８月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定する区域

　　中原区大倉町10番１の一部

　　（別図のとおり）

２ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害物

質の名称

　　鉛及びその化合物

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

別
図

　
指

定
す

る
区

域
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川崎市告示第189号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和元年８月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　　 10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第190号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月23日から令和元年９月10日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備

考

旧
生 田

第184号線

川崎市多摩区生田８丁目

3446番３先
3.03 8.33

川崎市多摩区生田８丁目

3446番３先

新
生 田

第184号線

川崎市多摩区生田８丁目

3446番16先
4.00 8.33

川崎市多摩区生田８丁目

3446番４先

　　　───────────────────

川崎市告示第191号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和元年８月23日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月23日から令和元年９月10日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

生 田

第18 4号線

川崎市多摩区生田８丁目3446番16先

川崎市多摩区生田８丁目3446番４先

　　　───────────────────

川崎市告示第192号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月23日から令和元年９月６日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
野 川

第149号線

川崎市宮前区野川1259

番25先
3.36 21.96

川崎市宮前区野川1259

番25先

新
野 川

第149号線

川崎市宮前区野川1259

番109先
4.00 21.96

川崎市宮前区野川1259

番111先

　　　───────────────────
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川崎市告示第193号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和元年８月23日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月23日から令和元年９月６日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

野 川

第14 9号線

川崎市宮前区野川1259番109先

川崎市宮前区野川1259番111先

　　　───────────────────

川崎市告示第194号

　令和元年第４回川崎市議会定例会を次のとおり招集し

ます。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　日　　時　令和元年９月２日（月曜日）　午前10時

２ 　場　　所　川崎市役所内市議会議場

　　　───────────────────

川崎市告示第195号

　川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則（昭和48年

川崎市規則第32号）第６条第１項の規定により、医療証

の更新をするため、次のとおり告示します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　更新日

　　令和元年10月１日

２ 　更新期間

　　令和元年９月４日から令和元年９月30日まで

３ 　更新方法

　 　医療証の更新は、令和元年９月４日から令和元年９

月30日までの間に郵送での交付により行います。

４ 　医療証の効力

　 　現医療証は平成31（令和元）年９月30日限りで無効

とし、新医療証は令和元年10月１日から令和２年９月

30日まで有効とします。

　 　ただし、令和２年９月30日よりも前に精神障害者保

健福祉手帳の有効期限が到来する場合は、その有効期

限の日まで有効とします。

　 　また、令和２年９月よりも前に身体障害者手帳に再

認定年月がある場合には、再認定年月の月末まで有効

とし、再認定後の障害程度が本制度の対象であること

を確認した場合には、令和２年９月30日まで有効とし

ます。

　　　───────────────────

川崎市告示第196号

　　　指定特定相談支援事業者の指定について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第

１号の規定により、指定特定相談支援事業者の指定を行

いましたので、同法第51条の30の規定に基づき別表のと

おり告示します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

一般社団法人

ひまわり倶楽部

相談支援事業所

アイアム

川崎市麻生区片平３丁目６番８

サンクレスト寺台110
計画相談支援 令和元年８月１日 1435600661

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第197号

　　　指定障害福祉サービス事業者の指定に

　　　ついて

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定

により、指定障害福祉サービス事業者の指定を行いまし

たので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

株式会社

アクティブ

ステップアップ

川崎

川崎市川崎区四谷上町12－９

ユナイト東門前モンタ－ナの杜

210号

居宅介護

重度訪問介護

令和元年

８月１日
1415001344

株式会社

チャイルドランド

ひさすえ

愛ランド
川崎市高津区久末2093－１ 生活介護

令和元年

８月１日
1415300993

株式会社

Natty Life
ACE16 川崎高津 川崎市高津区上作延533－１

就労継続支援

（Ｂ型）

令和元年

８月１日
1415300977

特定非営利活動法人

Future Dream 

Achievement

Future Dream 

Achievement

溝の口

川崎市高津区久本三丁目３番２号

溝ノ口第一生命ビルディング２階

就労継続支援

（Ｂ型）

令和元年

８月１日
1415300985

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第198号

　　　指定障害児通所支援事業者の指定について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の15

第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定

を行いましたので、同法第21条の５の25第１項の規定に

基づき別表のとおり告示します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第199号

　　　指定障害児通所支援の事業の廃止について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20

第４項の規定により、指定障害児通所支援の事業の廃止

の届出がありましたので、同法第21条の５の25第２項の

規定に基づき別表のとおり告示します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 廃止の年月日 事業所番号

さくらビジネス

サポート株式会社

放課後デイみらい

たまプラーザ

川崎市宮前区犬蔵２－８－30

ウェルカーサたまプラーザ

１Ｆ２号室

放課後等

デイサービス

令和元年

７月31日
1455500197

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類
指定の

年月日
事業所番号

株式会社LITALICO
LITALICOジュニア

溝の口教室

川崎市高津区二子４－４－７

ＴＳビルディング３階
保育所等訪問支援

令和元年

８月１日
1455300051

株式会社LITALICO
LITALICOジュニア

川崎砂子教室

川崎市川崎区砂子１－７－５

タカシゲビル２Ｆ
保育所等訪問支援

令和元年

８月１日
1455000263

エリハッピー

株式会社

発達アプローチ

生田教室

川崎市多摩区生田八丁目17番

10号

松下テラスハウスＡ棟

児童発達支援
令和元年

８月１日
1455400307

株式会社

ランウェルネス

ハッピーキッズ

スペースみんと

川崎平間

川崎市中原区上平間1386－１

第二ヤマサンビル１階

児童発達支援

放課後等デイサービス

令和元年

８月１日
1455200475

株式会社Origin
フレンズ

たまプラーザ

川崎市宮前区犬蔵２丁目８－30

ウェルカーサたまプラーザ１

Ｆ２号室

児童発達支援

放課後等デイサービス

令和元年

８月１日
1455500320

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第200号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月26日から令和元年９月９日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
長 沢

第149号線

川崎市多摩区長沢

３丁目8749番17先
7.00 2.06

川崎市多摩区長沢

３丁目8749番17先

新
長 沢

第149号線

川崎市多摩区長沢

３丁目8749番15先
7.00 2.06 隅きり部

川崎市多摩区長沢

３丁目8749番15先

　　　───────────────────

川崎市告示第201号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和元年８月26日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月26日から令和元年９月９日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

長 沢

第149号線

川崎市多摩区長沢３丁目8749番15先
隅きり部

川崎市多摩区長沢３丁目8749番15先

　　　───────────────────

川崎市告示第202号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月26日から令和元年９月９日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備

考

旧
細 山

第15号線

川崎市麻生区細山１丁目

119番４先
1.82 14.43

川崎市麻生区細山１丁目

119番４先

新
細 山

第15号線

川崎市麻生区細山１丁目

119番３先
2.91 14.43

川崎市麻生区細山１丁目

119番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第203号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和元年８月26日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月26日から令和元年９月６日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

細 山

第 1 5 号 線

川崎市麻生区細山１丁目119番３先

川崎市麻生区細山１丁目119番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第204号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和元年８月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する
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休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　　 10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第205号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月28日から令和元年９月11日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
南 生 田

第137号線

川崎市多摩区南生田

２丁目7088番１先
1.82 17.06

川崎市多摩区南生田

２丁目7088番１先

新
南 生 田

第137号線

川崎市多摩区南生田

２丁目7082番５先
5.00 17.06

川崎市多摩区南生田

２丁目7088番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第206号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和元年８月28日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月28日から令和元年９月11日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

南 生 田

第13 7号線

川崎市多摩区南生田２丁目7082番５先

川崎市多摩区南生田２丁目7088番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第207号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月28日から令和元年９月11日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
西 生 田

第96号線

川崎市多摩区西生田

３丁目6408番４先
3.00 20.32

川崎市多摩区西生田

３丁目6408番４先

新
西 生 田

第96号線

川崎市多摩区西生田

３丁目6408番３先
4.00 20.32

川崎市多摩区西生田

３丁目6408番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第208号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和元年８月28日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月28日から令和元年９月11日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

西 生 田

第 9 6 号 線

川崎市多摩区西生田３丁目6408番３先

川崎市多摩区西生田３丁目6408番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第209号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月28日から令和元年９月11日まで一般の



（第1,778号）令和元年(2019年)９月10日 川 崎 市 公 報

－2762－

縦覧に供します。

　　令和元年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧

宿 河 原
川崎市多摩区宿河原

７丁目2187番30先
1.82 1.82

第15号線
川崎市多摩区宿河原

７丁目2167番３先

新

宿 河 原
川崎市多摩区宿河原

７丁目2187番30先
2.91 1.82

第15号線
川崎市多摩区宿河原

７丁目2167番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第210号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の廃止及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護0法の規定の例によるとされている

介護支援給付の指定介護機関の廃止を行いましたので、

同法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示

します。（別表省略）

　　令和元年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第211号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の変更及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の変更を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　令和元年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第212号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の廃止及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の休止を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　令和元年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第213号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の廃止及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の廃止を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　令和元年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第214号

　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う予防接種については、次表のと

おり予防接種個別協力医療機関医師に関する事項の変更

が承諾されましたので、予防接種法施行令（昭和23年政

令第197号）第４条第２項の規定に基づき告示します。

　　令和元年８月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

医　師　名
予防接種を行う主たる場所

病院・医院名 所在地

変更前

小野田　恵一郎 小野田医院

川崎市宮前区馬絹

526－７

変更後
川崎市宮前区馬絹

６－22－14

　　　───────────────────

川崎市告示第215号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月29日から令和元年９月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道
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旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
井田杉山町

第 1 5 号 線

川崎市中原区

井田杉山町508番７先
3.91 8.74

川崎市中原区

井田杉山町507番６先

新
井田杉山町

第 1 5 号 線

川崎市中原区

井田杉山町508番７先
3.98 8.74

川崎市中原区

井田杉山町507番６先

　　　───────────────────

川崎市告示第216号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和元年８月29日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月29日から令和元年９月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

井田杉山町

第 1 5 号 線

川崎市中原区井田杉山町508番７先

川崎市中原区井田杉山町507番６先

　　　───────────────────

川崎市告示第217号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月29日から令和元年９月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
菅

第107号線

川崎市多摩区菅４丁目

953番４先
1.82 8.97

川崎市多摩区菅４丁目

953番４先

新
菅

第107号線

川崎市多摩区菅４丁目

953番５先
2.92 8.97

川崎市多摩区菅４丁目

953番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第218号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和元年８月29日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月29日から令和元年９月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

菅

第10 7号線

川崎市多摩区菅４丁目953番５先

川崎市多摩区菅４丁目953番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第219号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月29日から令和元年９月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
井 田

第51号線

川崎市中原区

井田杉山町727番６先
4.60 2.17

川崎市中原区

井田杉山町727番６先

新
井 田

第51号線

川崎市中原区

井田杉山町727番８先
4.60 2.17

隅きり

部川崎市中原区

井田杉山町727番８先

　　　───────────────────

川崎市告示第220号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和元年８月29日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月29日から令和元年９月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道
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路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

井 田

第 5 1 号 線

川崎市中原区井田杉山町727番８先
隅きり部

川崎市中原区井田杉山町727番８先

　　　───────────────────

川崎市告示第221号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月29日から令和元年９月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
上小田中

第89号線

川崎市中原区上小田中

１丁目84番７先
4.01

～

5.23

25.25
川崎市中原区上小田中

１丁目84番７先

新
上小田中

第89号線

川崎市中原区上小田中

１丁目84番15先
4.37

～

5.58

25.25
川崎市中原区上小田中

１丁目84番17先

　　　───────────────────

川崎市告示第222号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和元年８月29日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月29日から令和元年９月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

上 小 田 中

第 8 9 号 線

川崎市中原区上小田中１丁目84番15先

川崎市中原区上小田中１丁目84番17先

　　　───────────────────

川崎市告示第223号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月29日から令和元年９月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備

考

旧
菅 生

第325号線

川崎市宮前区菅生４丁目

1738番１先
1.82 36.73

川崎市宮前区菅生４丁目

1738番２先

新
菅 生

第325号線

川崎市宮前区菅生４丁目

1738番１先
2.91 36.73

川崎市宮前区菅生４丁目

1738番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第224号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和元年８月29日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和元年８月29日から令和元年９月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和元年８月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

菅 生

第32 5号線

川崎市宮前区菅生４丁目1738番１先

川崎市宮前区菅生４丁目1738番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第225号

　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26

号）第８条第２項の規定による個人情報ファイルの届出

について、同条第７項の規定に基づき公表します。

　　令和元年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　届出の状況

　⑴ 　個人情報ファイル（変更）

　　ア 　市　　長 ４件　

２ 　届出書

　　別紙のとおり（省略）

　　　───────────────────
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川崎市告示第226号

　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26

号）第11条第３項の規定による保有個人情報の目的外利

用等の届出について、同条第５項の規定に基づき公表し

ます。

　　令和元年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　届出の状況

　⑴ 　目的外利用

　　ア 　市　　　長 ６件　

　　イ 　消　防　長 １件　

　⑵ 　外部提供

　　ア 　市　　　長 15件　

　　イ 　上下水道事業管理者 １件　

　　ウ 　病院事業管理者 １件　

　　エ 　消　防　長 ４件　

　　オ 　教育委員会 １件　

２ 　届出書

　　別紙のとおり（省略）

公 告

川崎市公告第227号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第228号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和元年８月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度消防艇第６川崎丸上架整備

履行場所 請負社工場ほか

履行期限 令和元年11月８日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「船舶・航空機」種目

「船舶」に登載されていること。

⑷ 　本定期修理について、仕様書の内容を遵守し、確実に実施が可能であること。

⑸ 　船舶の修理等について、平成21年４月１日以降に類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でも構いません。

⑹ 　本定期修理後、点検、修理、その他アフターサービスを本市の求めに応じて速やかに提供でき

ること。

⑺ 　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の求めにより職員の立会いの下に、検査に応じ

られること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）　電話番号　044－200－2092

入札日時等 令和元年９月20日11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、契約課ホームページ「入札情報　かわさき」をご覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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築 造 主

住所・氏名

千代田区丸の内２－４－１

丸の内ビルディング12Ｆ

株式会社

オープンハウス・ディベロップメント

代表取締役　福岡　良介

道路位置の

地名・地番

川崎市中原区上小田中二丁目857番11の一部

 別図省略

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

11.55メートル

4.00メートル 5.00メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第211号

指　定

年月日

令和元年

８月16日

　　　───────────────────

川崎市公告第229号

　指定管理者の指定申請について次のとおり公告します。

　　令和元年８月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　管理を行わせる施設の名称及び所在地

名　称 川崎市民プラザ

所在地 川崎市高津区新作１丁目19番１号

２ 　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴ 　事業に関する業務

　⑵ 　施設の運営に関する業務

　⑶ 　施設及び設備等の維持管理に関する業務

　⑷ 　その他施設の管理運営のために必要な業務

３ 　指定予定期間

　　令和２年４月１日から令和７年３月31日まで

４ 　指定申請の方法

　⑴ 　指定管理者応募書類等の提出場所

　　　川崎市市民文化局市民生活部企画課

　　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　電話044－200－2264

　⑵ 　提出書類

　　ア 　指定管理者応募書

　　イ 　以下に掲げる指定申請に必要な添付書類

　　（ア ）共同事業体にあっては、共同事業体協定書兼

委任状及び共同事業体連絡先一覧

　　（イ ）応募団体の概要

　　（ウ ）誓約書（応募資格及び提出書類に偽りのない

ことの確認用）

　　（エ ）指定管理者制度における暴力団排除に係る合

意書に基づく個人情報の外部提供同意書

　　（オ ）コンプライアンス（法令順守）に関する申告

書

　　（カ ）コンプライアンスに関する規定

　　（キ ）指定予定期間に属する令和２年度から令和６

年度までの川崎市民プラザの指定管理に係る各

年度の事業計画書、収支予算書及び経費見積書

　　（ク ）法人の定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

（法人以外の団体にあっては、これらに相当す

る書類）

　　（ケ ）平成28年度、平成29年度及び平成30年度財産

目録、貸借対照表及び損益計算書（又は収支計

算書）。ただし、応募の日に属する事業年度に

設立された法人等にあっては、その設立時にお

ける財産目録とする。

　　（コ ）平成28年度、平成29年度及び平成30年度損益

計算書部門別売上（応募の日に属する事業年度

に設立された法人等にあっては不要）

　　（サ ）平成30年度及び令和元年度における法人等の

事業計画書及び収支予算書

　　（シ ）法人にあっては、法人税、法人市民税、消費

税及び地方消費税等の納税証明書（過去２年

分）（応募の日に属する事業年度に設立された

法人等にあっては不要）

　　（ス ）役員名簿及び履歴書

　　（セ ）共同事業体にあっては、基本合意書（損失の

負担配分割合・利益の配分割合等の判るもの）

　　（ソ ）組織及び運営に関する事項を記載した書類

　　（タ ）現に行っている業務の概要を記載した書類

　　（チ ）スポーツ・教養文化に関する事業の実施実

績、類似施設の運営実績を記載した書類

　　（ツ ）その他市長が必要と認める書類

　　　　※ （イ）～（カ）及び（ク）～（ツ）について、

共同事業体にあっては、団体等ごとの書類を

提出すること

　⑶ 　指定管理者募集要項等の配布期間

　　　令和元年８月19日（月）～令和元年９月20日（金）

　⑷ 　指定管理者応募書類等の受付期間

　　 　令和元年９月19日（木）～令和元年９月24日（火）

　　　（９月21日、22日、23日を除く）

　　　 午前９時から正午まで、午後１時から午後４時30

分まで

　⑸ 　提出方法

　　　持参（郵送による提出はできません。）

５ 　問合せ先

　　４の⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第230号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項
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　⑴ 　件名

　　　川崎市旧南部児童相談所廃棄物収集運搬・

　　　処分業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区藤崎１丁目６－８　旧南部児童相談所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和元年10月４日まで

２ 　競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「廃棄物関連業務」及び種目「産業廃棄物収集

運搬業」「産業廃棄物処分業」かつ、地域区分「市内」

に登録されていること。

　⑶ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱による指名停止の措置を受けていない

こと。

３ 　一般競争入札参加申請書等の配布、提出及び問い合

わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁舎

　　　14階

　　　こども未来局児童家庭支援・虐待対策室

　　　担当　石綿

　　　電　話：044－200－2693（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3638

　　　E-Mail：45zidoka@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月19日（月）から令和元年８月26日

（月）まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を

除く、午前８時30分から正午まで及び午後１時から

午後４時まで）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申請書

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

４ 　履行場所の現地確認

　 　入札に参加を希望する者は、履行場所の現地確認

を、行う必要があります。日程は次のとおりで、希望

する日時を上記３⑴に連絡の上、担当者立ち合いの元

行います。なお、１回にかかる時間は約30分程度とし

ます。

　⑴ 　令和元年８月21日（水）から令和元年８月22日

（木）（午前９時から正午まで及び午後１時30分か

ら午後４時30分までの間）

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書等

の交付

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申請書を提出した者には、次に

より一般競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所及び問い合わせ先

　　　　上記３⑴に同じ。

　　イ 　交付日時

　　　 　令和元年８月28日（水）午前８時30分から正午

まで及び午後１時から午後４時まで

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　一般競争入札参加資格があると認められた者に

は、一般競争入札参加資格確認通知書の交付に併せ

て、入札説明書及び仕様書等を無償交付します。

　　ア 　交付場所及び問い合わせ先

　　　　上記３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　上記５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、平成31・32年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に、電

子メールのアドレスを登録している場合は、令和

元年８月28日（水）までに一般競争入札参加資格

確認通知書、入札説明書及び仕様書等を電子メー

ルにより送付します。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和元年８月29日（木）午前９時から令和元年８

月30日（金）午後４時まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」にて、上記３⑴の

ＦＡＸ番号又は電子メールアドレスあて送付してく

ださい。

　　 　また、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、「質問

書」を送信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和元年９月３日（火）ま

でに、全社あてにＦＡＸ又は電子メールにて送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申請書及び提出書類等につい
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て、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札の方法は、総額（税抜）での入札金額とし

ます。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名を記載した封筒に封印して提出してくださ

い。なお、提出方法は持参とします。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に

相当する額を加算した金額をもって落札価格とし

ます。そのため、入札者は、見積もった契約金額

から消費税及び地方消費税に相当する金額を除い

た金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和元年９月６日（金）　午前10時00分

　　イ 　場所　川崎市役所　第３庁舎13階

　　　　　　　こども未来局会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行なった入札及び

川崎市において定める「川崎市競争入札参加者心

得」第７条に該当する入札は無効とします。

９ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　入札場所に入場しようとするときは、「競争参加資

格確認通知書」の提示を求めますので、必ず持参して

ください。

　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理

人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会

う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会いに関

する権限の委任を受けなければなりません。（入札前

に委任状を提出してください。）

10　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が「川崎市競争入札参加者心得」

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち会

わない者は除きます。

11　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを必要とします。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

12　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　その他問い合わせ窓口は、上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第231号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条

第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が

なされたので、同条第３項の規定において準用する同法

第５条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　令和元年８月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ＬＡＺＯＮＡ川崎プラザ

　　川崎市幸区堀川町72番１他

２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社

　　代表取締役　吉田　祐康

　　東京都港区芝浦一丁目１番１号

　　三井不動産株式会社　代表取締役　菰田　正信

　　東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

３ 　変更した事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は

名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

名　　称 代表者氏名 住　　所

株式会社　三和
代表取締役

小山　克巳

東京都町田市金森

４丁目１－２

株式会社丸善

ジュンク堂書店

代表取締役社長

工藤　恭孝

東京都中央区日本橋

２丁目３番10号

エース株式会社
代表取締役社長

森下　宏明

東京都渋谷区神宮前

１丁目４番16号

神宮前M.SQUARE

他計222者
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（変更後）

名　　称 代表者氏名 住　　所

株式会社　三和 代表取締役

小山　克巳

東京都町田市森野５丁目

18番２号

株式会社丸善

ジュンク堂書店

代表取締役社長

中川　清貴

東京都中央区日本橋

２丁目３番10号

エース株式会社 代表取締役社長

森下　宏明

大阪府大阪市中央区

博労町４丁目５番２号

４ 　変更の年月日

　　令和元年６月27日

５ 　変更する理由

　 　テナント入替、商号、代表者及び所在地の変更が発

生したため

６ 　届出の年月日

　　令和元年８月５日

７ 　届出及び添付書類の縦覧場所

　　経済労働局産業振興部商業振興課

　　（川崎フロンティアビル10階）

８ 　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

　 　令和元年８月19日から令和元年12月19日までの午前

８時30分から午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日

及び祝日を除く。

９ 　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は、当該公

告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出に

より、これを述べることができます。

10　意見書の提出期限及び提出先

　　令和元年12月19日

　　川崎市経済労働局産業振興部商業振興課

　　　───────────────────

川崎市公告第232号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南武線津田山駅前空間整備（その１）工事

履行場所 川崎市高津区下作延６丁目２番地先

履行期限 契約の日から令和２年３月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑻ 　業種「舗装」における過去３年間の本市工事成績評点の平均点が入札参加申込時点において65

点以上であること。なお、工事成績評点がない場合は０点とする。（主観評価項目制度採用）

⑼ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑽ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑾ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑿ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月３日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道桜本31号線道路補修（Ｖ型側溝）工事

履行場所 川崎市川崎区桜本２丁目１番地先

履行期限 契約の日から120日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　業種「舗装」における過去３年間の本市工事成績評点の平均点が入札参加申込時点において65

点以上であること。なお、工事成績評点がない場合は０点とする。（主観評価項目制度採用）

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月３日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道片平６号線舗装新設工事

履行場所 川崎市麻生区片平1434番地先他１箇所

履行期限 契約の日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｄ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月３日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内道路補修（緊急19－２）工事

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から令和２年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市高津区内に本社を有すること。

⑹ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されていること。

⑺ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月２日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内道路補修（緊急19－２）工事

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から令和２年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市幸区内に本社を有すること。

⑹ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されていること。
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参 加 資 格

⑺ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月２日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 虹ヶ丘南公園ほか遊具更新工事

履行場所 川崎市麻生区虹ヶ丘３丁目２－７ほか８箇所

履行期限 契約の日から令和２年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月２日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html
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（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 京王菅公園ほか遊具更新工事

履行場所 川崎市多摩区菅３丁目４－10ほか

履行期限 契約の日から令和２年２月17日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月３日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮崎第４公園ほか遊具更新工事

履行場所 川崎市宮前区宮崎６丁目２－３番地ほか

履行期限 契約の日から令和２年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月３日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html
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（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 久末公園改修工事

履行場所 川崎市高津区久末311

履行期限 契約の日から令和２年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月２日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第233号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和元年８月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市中原区下小田中一丁目32番８号103

内野　敬太

道路位置の

地名・地番

川崎市中原区下小田中四丁目436番１、

436番４、436番８の各一部 別図省略

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

34.95メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第212号

指　定

年月日

令和元年

８月19日

　　　───────────────────

川崎市公告第234号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 旧動物愛護センター解体撤去工事

履行場所 川崎市高津区蟹ヶ谷119番地

履行期限 契約の日から令和２年２月14日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「解体」種目「解体」で登録されている

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　解体工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「解体」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、平成28年５月31日までに監理技術者資格者証（業種「とび・土工」）の交付を受けた技

術者でも可とします。

　 　なお、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、業種「解体」又は平成28年５月31日ま

でに業種「とび・土工」の資格を有する主任技術者でも可とします。なお、本案件の請負金額が

4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要しません。また、

本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要

しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和元年９月18日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 下沼部小学校蓄電池設備設置工事

履行場所 川崎市中原区下沼部1955番地

履行期限 契約の日から令和２年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。
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参 加 資 格

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　なお、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

監理技術者を要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和元年９月20日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東扇島内貿28・29号荷さばき照明設備改修工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島12番２地先

履行期限 契約の日から令和２年２月14日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「照明灯設備」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。



川 崎 市 公 報 （第1,778号）令和元年(2019年)９月10日

－2777－

参 加 資 格

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、

本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満

となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和元年９月６日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 仮称小杉こども文化センター整備その他工事

履行場所 川崎市中原区小杉町三丁目414番１　他

履行期限 契約の日から令和２年６月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」で登録され

ていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑺ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑻ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、

本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満

となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和元年９月20日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 道路照明設置その３工事

履行場所 川崎市川崎区小川町８番地先

履行期限 契約の日から105日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「照明灯設備」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和元年９月６日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 久末住宅個別改善その他工事（７・８号棟）

履行場所 川崎市高津区久末311番地ほか

履行期限 契約の日から令和３年１月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。
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⑽ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、

本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満

となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和元年９月30日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第235号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条

第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が

なされたので、同法第６条第３項の規定において準用す

る同法第５条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　令和元年８月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　新ゆりグリーンプラザ

　　川崎市麻生区白山四丁目１番３号

２ 　 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　株式会社戸田不動産

　　東京都港区芝浦三丁目14番６号

　　代表取締役　戸田　学

３ 　変更した事項

　　 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名また

は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

名　　称 代表者氏名 住　　所

合同会社西友

職務執行者

スティーブン・

ヘイズ・デイカス

東京都北区赤羽

二丁目１番１号

株式会社ハマデン
代表取締役

齋藤　実

横浜市青葉区

すすき野３－７－１

山崎製パン株式会社
代表取締役

飯島　延浩

東京都千代田区

岩本町３－101

（変更後）

名　　称 代表者氏名 住　　所

合同会社西友

職務執行者

リ オ ネ ル・ ア ル ベ ー

ル・ジェイ・デスクリ

ー・ドゥ・マレドスー

東京都北区赤羽

二丁目１番１号

株式会社ハマデン
代表取締役

濱田　孝之

横浜市青葉区

すすき野

３－７－１

コーヒーロースト
代表取締役

上田　敦子

横浜市港北区

新吉田東

５－19－16

４ 　変更の年月日

　　平成31年３月15日

５ 　変更する理由

　　小売業者の入替、代表者変更のため

６ 　届出の年月日

　　令和元年８月９日

７ 　届出及び添付書類の縦覧場所

　　経済労働局産業振興部商業振興課

　　（川崎フロンティアビル10階）

８ 　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

　 　令和元年８月22日から令和元年12月22日の午前８時

30分から午後５時まで。

　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。

９ 　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該

公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出

によりこれを述べることができます。

10　意見書の提出期限及び提出先
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　　令和元年12月22日

　　川崎市経済労働局産業振興部商業振興課

　　　───────────────────

川崎市公告第236号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条

第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が

なされたので、同法第６条第３項の規定において準用す

る同法第５条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　令和元年８月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　西友武蔵新城店

　　川崎市中原区上新城二丁目127番地１ 　他３筆

２ 　 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　合同会社西友

　　東京都北区赤羽二丁目１番１号

　　職務執行者　 リオネル・アルベール・ジェイ・デス

クリー・ドゥ・マレドスー

３ 　変更した事項

　 　 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名また

は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

名　　称 代表者氏名 住　　所

合同会社西友 職務執行者　野田　亨
東京都北区赤羽

二丁目１番１号

（変更後）

名称 代表者氏名 住所

合同会社西友

職務執行者

リオネル・アルベール・

ジェイ・デスクリー・

ドゥ・マレドスー

東京都北区赤羽

二丁目１番１号

４ 　変更の年月日

　　平成31年３月15日

５ 　変更する理由

　　小売業者を行うものの代表者が変更したため

６ 　届出の年月日

　　令和元年８月９日

７ 　届出及び添付書類の縦覧場所

　　経済労働局産業振興部商業振興課

　　（川崎フロンティアビル10階）

８ 　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

　 　令和元年８月22日から令和元年12月22日の午前８時

30分から午後５時まで。

　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。

９ 　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該

公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出

によりこれを述べることができます。

10　意見書の提出期限及び提出先

　　令和元年12月22日

　　川崎市経済労働局産業振興部商業振興課

　　　───────────────────

川崎市公告第237号

　指定管理者の指定公募について次のとおり公告します。

　　令和元年８月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦

１ 　管理を行わせる施設の名称及び所在地

　⑴ 　かわさき南部斎苑

　　　（川崎市川崎区夜行３丁目２番７号）

　⑵ 　かわさき北部斎苑

　　　（川崎市高津区下作延６丁目18番１号）

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　指定管理者は、川崎市葬祭条例（昭和27年９月22日

条例第33号）及び川崎市葬祭条例施行規則（昭和27年

９月22日規則第28号）の規定に従って次の業務を行う

ものとします。業務の詳細については、「川崎市葬祭

場指定管理業務仕様書」等に定めます。

　⑴ 　施設の供用

　　ア 　火葬（式場）の予約管理、葬祭場の使用許可、

各種証明書の発行業務に関すること。

　　イ 　火葬の実施、式場の貸し出し、遺体の一時保管、

各諸室の管理に関すること。

　　ウ 　火葬炉設備の管理、運営、葬祭場管理運営シス

テムの運用等に関すること。

　　エ 　売店業務

　⑵ 　使用料及び手数料の収納

　⑶ 　施設・設備の維持管理及び修繕

　　ア 　施設、植栽等の保守管理、清掃等に関すること。

　　イ 　施設の修繕（100万円以上の大規模修繕を除き

ます。）に関すること。

　⑷ 　事業計画書及び収支予算書の提出

　⑸ 　事業報告書及び収支決算書の提出

　⑹ 　管理運営状況のモニタリング、各種調査等の実施

　⑺ 　災害時・事故発生時などの緊急時の対応

　⑻ 　指定管理期間終了にあたっての引継業務

　⑼ 　その他、管理運営に必要な業務

３ 　指定予定期間

　　令和２年４月１日から令和７年３月31日まで

　　（５年間）

　　※ 南部斎苑及び北部斎苑の一元管理を行うものとし

ます。

４ 　応募の方法（詳しくは、「川崎市葬祭場指定管理者
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募集要項」を御覧ください。）

　⑴ 　応募書類

　　ア 　川崎市葬祭場指定管理者応募書（様式１）

　　イ 　事業者に係る書類

　　（ア）団体の概要（様式２－１、２－２）

　　（イ）共同事業体協定書兼委任状（様式３）

　　（ウ）宣誓書（様式４－１）

　　（エ ）指定管理者制度における暴力団排除に係る合

意書に基づく個人情報の外部提供同意書

　　　　（様式４－２）

　　（オ）コンプライアンス（法令遵守）に係る申告書

　　　　（様式４－３）

　　ウ 　事業計画書（様式５－１～様式５－６）

　　エ 　指定管理期間における収支予算書

　　（ア ）指定管理期間各年度の施設の管理に係る収支

予算書（様式６－１）

　　（イ ）経費見積書（年度別内訳）（様式６－２－１

～６－２－５）

　　（ウ ）経費見積書（年度別人件費内訳）（様式６－

３－１～６－１－５）

　　オ 　応募者関係書類（任意様式、ただしＡ４サイズ

に編集するかＡ４サイズ折り込んでくさい）

　　（ア ）団体の組織図（ＳＰＣの場合は個々の状況を

併せて提出してください）

　　（イ ）役員の名簿及び履歴書

　　（ウ ）定款又は寄付行為、及び登記事項証明書（履

歴事項全部証明書）、その他規程類（就業規則、

服務規程、給与規定、経理規程の諸規定）

　　（エ ）事業計画書（応募書を提出する日の属する事

業年度）

　　（オ）収支予算書（同上）

　　（カ ）事業報告書（応募書を提出する日の属する事

業年度の前事業年度）

　　（キ ）直近３年分の財務関係書類（貸借対照表、損

益計算書又は収支計算書、財産目録等）。

　　　　 　ただし、応募書を提出する日の属する事業年

度に設立された応募団体にあっては、直近実績

での試算表によるものとします。

　　（ク）類似施設の運営実績を記載した書類

　　（コ ）直近３年分の「法人税」、「消費税及び地方消

費税」の納税証明書（任意団体にあっては代表

者に係るもの）

　　（サ）応募日１月以内の預金残高証明書

　　　　※ 前各号に掲げるもののほか、法人選定におい

て、市長が必要と認める書類の提出を求める

場合があります。

　⑵ 　関係書類等の配布について

　　 　募集要項、仕様書、応募書類、その他参考資料等

は、本市ホームページからダウンロードしてくださ

い。

　⑶ 　質問の受付・回答

　　 　質問がある場合には、令和元年８月29日（木）～

９月６日（金）16時までに、質問書（様式８）を電

子メールで送付することとし、また、開封確認等で

受信を確認してください。

　　（送付先メールアドレス：40seiei@city.kawasaki.jp）

　　 　質問書を送付する際には、件名を『川崎市葬祭場

指定管理者募集質問事項』としてください。電話や

来訪による質問は受付しません。

　　 　質問に対する回答は、令和元年９月13日（金）ま

でに市ホームページ上に掲載します。

　⑷ 　募集に関する施設見学会

　　ア 　開催日時、対象施設

　　　①令和元年８月30日（金）13時～

　　　　【対象施設：かわさき南部斎苑】

　　　②令和元年９月５日（木）10時～

　　　　【対象施設：かわさき北部斎苑】

　　イ 　その他

　　　 　施設見学会に参加希望の団体は、令和元年８月

29日（木）16時までに、電子メールにて申し込ん

でください。（送付先メールアドレス：40seiei@

city.kawasaki.jp）

　　　 　申込の際には、件名を『川崎市葬祭場指定管理

者募集施設見学会申込』とし、指定管理応募予定

者向け現地見学会参加申込書（様式７－１、７－

２）を添付してください。電子メール送付の際に

は、開封確認等で受信を確認してください。電話

や来訪による申込は受付しません。

　⑸ 　応募書類の提出方法

　　 　応募者は、必要な資料・部数を取りそろえ、次の

とおり応募書類を提出してください。

　　ア 　受付期間

　　　 　日時：令和元年９月24日（火）～令和元年９月

30日（月）

　　　　９時から11時まで及び13時から16時まで

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　　川崎市健康福祉局保健所生活衛生課

　　　　施設調整担当（電話　044－200－0457）

　　ウ 　提出方法

　　　 　電話で日時を予約のうえ直接持参してくださ

い。その他の方法（郵送、メール、ＦＡＸ等）に

よる提出は受付ません。なお、全て書類はＡ４版

（両面印刷可）で作成し、ページ番号を振ったう

えで、フラットファイル（Ａ４－Ｓ）綴じのうえ、
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インデックスを貼付けし、正本１部、副本11部の

計12部提出してください。また、応募書類の電子

データも併せて、ＣＤ－ＲＯＭ媒体に格納して提

出してください。

　⑹ 　問合せ先

　　　川崎市健康福祉局保健所生活衛生課施設調整担当

　　　電　話　　　　　044－200－0457

　　　ＦＡＸ　　　　　044－200－3927

　　　メールアドレス　40seiei@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告第238号

　　　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道鋼管通歩道橋他１橋横断歩道橋補修詳細設計委託

履行場所 川崎区鋼管通３丁目２番地先他１箇所

履行期限 令和２年２月28日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「鋼構造及

びコンクリート部門」で登録されている者。

⑷ 　管理技術者および照査技術者は、技術士（建設部門－鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ

（鋼構造及びコンクリート）の資格を有すること。

　⑸ 　管理技術者および照査技術者は、横断歩道橋に関わる補修詳細設計業務又は道路橋（鋼橋）

に係る補修詳細設計業務の実績を有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月24日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎国際生田緑地ゴルフ場17番ホールティーグランド池護岸ほか改修設計業務委託

履行場所 川崎市宮前区初山１丁目40番地内

履行期限 令和２年１月31日限り

参 加 資 格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「土質及

び基礎部門」で登録されている者。

　⑷ 　管理技術者および照査技術者は、技術士「建設部門（土質及び基礎）」もしくは「総合技術監

理部門（建設－土質及び基礎）」又はＲＣＣＭ（土質及び基礎）のいずれか１つ以上の資格を有

すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月24日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度　主要地方道横浜上麻生　建物調査等委託その１

履行場所 川崎市麻生区下麻生三丁目地内

履行期限 90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」、種目「物件部門」

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月24日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 都市計画道路柿生町田線道路詳細設計委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生５丁目23番地先

履行期限 令和２年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「道路部門」

で登録されている者。

⑷ 　管理技術者は、技術士（建設部門－道路）の資格を有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月24日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度登戸土地区画整理事業建築物等調査積算業務委託（その31）

履行場所 川崎市多摩区登戸地区

履行期限 令和２年２月28日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
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参 加 資 格

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」、種目「物件部門」

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月24日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度川崎市空中写真測量委託

履行場所 川崎市全域

履行期限 令和２年３月16日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「航空測量」で登録されて

いる者。

⑷ 　平成26年度から平成30年度において、事業者として、国土交通省公共測量作業規程（作業規程

の準則）に基づき、エリアセンサー型デジタル航空カメラを用いて撮影された画像データをもと

に、写真地図を作成した実績を有すること。

⑸ 　令和２年１月１日を基準日（気象条件等により撮影が困難な場合は、基準日以降における直近

日）として、空中写真の撮影が可能であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月24日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 むじなが池公園広場測量調査業務委託

履行場所 川崎市麻生区白山４丁目６

履行期限 令和２年３月13日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」「準市内」で登録されている者。

⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「地質調査」、種目「陸上ボーリング」で

登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097
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入札日時等 令和元年９月24日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅西口道路維持（駅広清掃その２）委託

履行場所 川崎市幸区堀川町地内

履行期限 令和２年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月24日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札・

契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その15）

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期限 令和２年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑹ 　本業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測量

士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで

きる。ただし、同一公告日の土地境界確定等測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を

兼任することはできません。
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参 加 資 格
　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月24日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その16）

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期限 令和２年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑹ 　本業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測量

士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで

きる。ただし、同一公告日の土地境界確定等測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を

兼任することはできません。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月26日16時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その17）

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期限 令和２年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。
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参 加 資 格

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑹ 　本業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測量

士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで

きる。ただし、同一公告日の土地境界確定等測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を

兼任することはできません。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月26日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その18）

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期限 令和２年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑹ 　本業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測量

士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで

きる。ただし、同一公告日の土地境界確定等測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を

兼任することはできません。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月24日14時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その19）

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期限 令和２年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑹ 　本業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測量

士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで

きる。ただし、同一公告日の土地境界確定等測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を

兼任することはできません。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月25日10時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その20）

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期限 令和２年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑹ 　本業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測量

士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで

きる。ただし、同一公告日の土地境界確定等測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を

兼任することはできません。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月25日14時00分（砂子平沼ビル７階入札室）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件15）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その21）

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期限 令和２年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑹ 　本業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測量

士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで

きる。ただし、同一公告日の土地境界確定等測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を

兼任することはできません。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月25日16時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件16）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その22）

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期限 令和２年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑹ 　本業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測量

士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで

きる。ただし、同一公告日の土地境界確定等測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を

兼任することはできません。
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参 加 資 格
　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月26日14時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件17）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その23）

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期限 令和２年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑹ 　本業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測量

士補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで

きる。ただし、同一公告日の土地境界確定等測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を

兼任することはできません。

　 　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月24日16時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第239号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度　学校給食用被服（児童用白衣等）の調達

履行場所 仕様書のとおり

履行期限 令和２年３月31日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「衣料用品」に登載さ

れており、Ａ又はＢの等級に格付されていること。

⑷ 　平成21年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。

⑸ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

⑹ 　この購入（製造）物品の納入後、不良品についてすべて責任をもって無償で修理又は交換でき

ること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）　電話番号　044－200－2092

入札日時等 令和元年９月27日11時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、契約課ホームページ「入札情報　かわさき」をご覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第240号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市土木工事施工管理基準改訂業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内一円

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和２年１月15日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市土木工事施工管理基準において、国土交通

省関東地方整備局の「土木工事施工管理基準」が平

成30年３月、８月及び、平成31年３月に改訂したこ

とに伴い、川崎市建設緑政局及び、各区役所道路公

園センターの発注する土木工事の特性に併せた改訂

をした上で令和２年４月改訂版を完成させること。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たすこと。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市「業務委

託有資格業者名簿」の業種「建設コンサルタント」、

種目「道路」に登載されていること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出すること。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　建設緑政局総務部技術監理課　　担当　仙場

　　　〒210‐0007　川崎市川崎区駅前本町12番地１

　　　川崎駅前タワー・リバーク17階

　　　電話：044－200－2791（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3973

　　　電子メールアドレス：53gikan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月23日（金）から令和元年８月28日

（水）まで

　　 　（閉庁日を除く毎日９時から12時まで及び13時か

ら17時まで）

　⑶ 　提出方法

　　　持参のみ
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４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者のう

ち、審査の上入札参加資格があると認められた者に

は、令和元年８月30日（金）までに一般競争入札参加

資格確認通知書を交付します。また、一般競争入札参

加資格確認通知書の交付の際に併せて、無償で入札説

明書等、入札に必要な書類を交付します。川崎市の平

成31年・32年度業務委託有資格業者へ登録した際に電

子メールのアドレスを登録している場合は、電子メー

ルで送付します。電子メールのアドレスを登録してい

ない場合は、次により直接交付します。

　⑴ 　日時

　　　令和元年８月30日（金）

　　　９時から12時まで及び13時から17時まで

　⑵ 　場所

　　　建設緑政局総務部技術監理課

　　 （川崎市川崎区駅前本町12番地１　川崎駅前タワ

ー・リバーク17階）

　⑶ 　その他

　　 　また、入札説明書は、３⑴の場所において令和元

年８月23日（金）から

　　 　令和元年８月28日（水）まで縦覧に供します。（閉

庁日を除く毎日９時から12時まで及び13時から17時

まで）

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和元年８月30日（金）から令和元年９月３日

（火）まで

　　 　（閉庁日を除く毎日９時から12時まで及び13時か

ら17時まで）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、３⑴に記載する

　　 　電子メールアドレス宛に送付した後、３⑴に記載

する電話番号まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和元年９月５日（木）ま

でに、全社宛に電子メールにて送付します。なお、

電子メールによりがたい場合には、ＦＡＸによりま

す。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、川崎市土木工事施工管理基準改訂業務

委託に係る費用の合計金額（税抜き）で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和元年９月11日（水）14時

　　イ 　場所　川崎市役所第３庁舎15階第３会議室

　　　　　　　（川崎区東田町５番地４）

　⑶ 　郵送による入札書の提出の可否

　　　郵送による入札書の提出は一切認めません。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格制限の範囲内で最低制限価格以上の価格を

もって有効な入札を行った者のうち、最低の価格を

もって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得第７条に該当する入札

は無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市のホームページの「入札情報かわさ

き」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の契約関係規定において閲覧することができ

ます。

９ 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────
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川崎市公告第241号

　委託契約に関する一般競争入札について次のとおり公

告します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和元年度保育所等入所案内コールセンター運営

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　こども未来局子育て推進部保育課

　⑶ 　履行期間

　　① 契約締結日から令和元年11月20日まで（運営開始

は令和元年10月１日とする）

　　 　なお、契約締結日から令和元年９月30日までは準

備期間とする。

　　② コールセンターの稼働については、令和元年10月

１日から令和元年11月20日まで。

　⑷ 　委託内容

　　 　子ども・子育て支援新制度及び保育所等入所の相

談・問合せに関する電話・ＦＡＸによる対応及びそ

の運営業務

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市「業務

委託有資格業者名簿」の業種「その他業務」種目「そ

の他」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年以内に、コールセンター運営業務につい

て、契約実績があること。

　⑸ 　この業務委託の契約締結後、確実かつ速やかに人

材を確保し、研修等を実施することが可能であるこ

と。

３ 　仕様書等の配布・閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　閲覧場所

　　ア 　窓口での閲覧

　　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　川崎市役所第３庁舎　14階

　　　　こども未来局子育て推進部保育課

　　　　担当　一木

　　　　電話：044－200－3727

　　イ 　インターネットでの閲覧

　　　 　川崎市ホームページ「入札情報」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の委託の

欄の「財政局入札公表」から閲覧及びダウンロー

ドすることが可能です。

　⑵ 　閲覧期間

　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年９月２日

（月）まで（土、日及び祝日を除く午前９時から正

午まで及び午後１時から午後４時まで）

４ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加申込書及び２⑷の契約実績を証する書類（契約書の

写し等）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎　14階

　　　こども未来局子育て推進部保育課　担当　一木

　　　電話：044－200－3727

　　　E-mail：45hoiku@city.kawasaki.jp

　　　 （ただし、本メールアドレスによる問合せ等を行

う場合は、メールの着信の確認を電話にて行って

ください。）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年９月２日

（月）まで（土、日及び祝日を除く午前９時から正

午まで及び午後１時から午後４時まで）

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　　 　川崎市ホームページ「入札情報」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の委託の

欄の「財政局入札公表」からダウンロードするこ

とが可能です。

　　　 　ダウンロード出来ない場合は、４⑴の場所で４

⑵の期間に配布します。）

　　イ 　２⑷の契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

５ 　一般競争入札参加確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、本市による提出

物・資格等の審査の上、次により競争参加資格確認通

知書を交付します。ただし、川崎市「業務委託有資格

業者名簿」へ登載した際に電子メールのアドレスを登

載している場合は、電子メールで一般競争入札参加資

格確認通知書を送付します。

　⑴ 　場所

　　　４⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　令和元年９月３日（火）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後４時まで

　　 　また、入札説明書等は４⑴の場所において４⑵の
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期間縦覧に供します（土・日及び祝日を除く午前９

時から正午まで及び午後１時から午後４時まで）。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年９月４日

（水）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書を使用し、４⑴のメー

ルアドレスあてに開封確認付きの電子メールにて送

信してください。また、メール送信後にメールで送

信した旨を４　⑴ 　の担当あて連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格

があると認められたすべての者に対し、令和元年９

月５日（木）までに電子メールにて送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書その他の提出書類に虚偽の記載を

したとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は、上記１⑴の契約金総額で行います。

　　イ 　落札決定にあたっては、「川崎市競争入札参加

者心得」第３条第２項の規定に関わらず、入札書

に記載された金額に当該金額の100分の10に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　　ウ 　入札書には、住所、商号又は名称、代表者の役

職及び氏名を明示し、本市の業者登録に使用した

印鑑による押印及び封印をしてください。

　　エ 　本市の競争入札参加資格者名簿に登録されてい

る者以外が入札する場合は、委任状を提出してく

ださい。入札参加者又は入札参加者の代理人は、

当該入札に係る他の入札参加者の代理をすること

はできません。

　⑵ 　入札・開札の場所及び日時

　　ア 　場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　川崎市役所第３庁舎13階　会議室

　　イ 　日時　令和元年９月９日（月）午前10時

　　　　なお、郵送による入札書の提出は認めません。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

をした者を落札者とします。ただし、著しく低価格

の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　 　入札後速やかに契約書を作成することを要します。

　　 　また、この委託契約に関する詳細なスケジュール

及び必要となる様式について、川崎市の指示に基づ

き速やかに提出することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の契約

関係規定において閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　入札説明書は、この入札以外の目的に使用しては

なりません。

　⑷ 　その他問い合わせ窓口は上記４⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第242号

　　　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和元年度川崎市災害時要援護者避難支援制度に

関する登録勧奨及び調査等業務委託

　⑵ 　履行期限
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　　　令和２年３月31日

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市内

　⑷ 　委託概要

　　ア 　災害時に自力で避難することが困難であり支援

を必要とすると考えられる方々を対象とした川崎

市災害時要援護者避難支援制度（以下、制度）の

周知と登録を促すダイレクトメールを発送し、返

信されてくる登録申込書を回収する。

　　イ 　返信された登録申込書の内容を集計するととも

に、市が提供する対象者リストと照合し、その内

容をまとめた台帳を作成する。

　　ウ 　登録希望をした方に戸別訪問し、実態調査票を

もとに対面にて聞き取り調査を行う。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度の川崎市業務

委託有資格業者名簿に業種「調査・測定」、種目「そ

の他の調査・測定」で登録されていること。

　⑷ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において類似委

託業務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有

すること。

　⑸ 　ＩＳＭＳ又はプライバシーマークの認定を受けて

いること。

３ 　競争入札参加申込書の配布と提出及び仕様書の配布

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり競争入

札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　川崎市健康福祉局総務部庶務課

　　　電話044－200－2422（直通）

　　 　競争入札参加申込書の様式は上記の場所以外で

も、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」委託欄の「財政局入札公表」

からダウンロードすることが可能です。

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年８月30日

（金）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　委託契約実績の内容を確認できる契約書・仕様

書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　⑴の提出先に直接提出すること

　⑸ 　仕様書の配布

　　 　競争入札参加申込書を提出した者に対し、⑴の場

所で配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格がある

と認められた者には、次のとおり一般競争入札参加資

格通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資

格業者名簿へ登載した際に電子メールのアドレスを記

載している場合は、自動的に電子メールで配信されま

す。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３の⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和元年９月２日（月）

５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次のと

おり行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書の様式を用いて指定の

電子メールアドレスに提出してください。

　　 　質問書の様式は３⑴の場所で３⑵の期間に配布

します。（川崎市ホームページ内「入札情報かわさ

き」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」委託欄の「財政局入札公表」

からダウンロードすることが可能です。）

　⑶ 　受付期間

　　 　令和元年８月26日（月）午前９時から令和元年９

月３日（火）16時まで

　⑷ 　回答方法

　　 　令和元年９月６日（金）に、競争入札参加資格確

認通知書を交付したすべての者に対し、電子メール

で回答します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法
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　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。

　　イ 　入札の提出方法は、持参のみとします。

　　ウ 　入札書に記載する金額には、法定所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。

　⑵ 　入札及び落札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和元年９月17日（火）　14時

　　イ 　場所　川崎市幸区堀川町580番

　　　　　　　ソリッドスクエア西館12階　12Ｃ会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条の各号に該当する場合は

免除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書の作成を要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報」の契約関係

規定において閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書のとおりです。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第243号

　川崎都市計画地区計画を変更したいので、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用す

る同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、

この都市計画の案を公衆の縦覧に供します。

　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　　川崎都市計画地区計画の変更

　　（登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区地区計画）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　多摩区　登戸地内

３ 　縦覧場所

　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　（川崎区宮本町１番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　川崎市登戸区画整理事務所（多摩区登戸2202－１）

　　多摩区役所10階市政資料コーナー

　　（多摩区登戸1775－１）

　　川崎市立多摩図書館

　　（多摩区登戸1775－１　多摩区総合庁舎）

４ 　縦覧期間

　 　令和元年８月26日（月）から令和元年９月９日（月）

まで

　　　───────────────────

川崎市公告第244号

　川崎都市計画高度地区を変更したいので、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用す

る同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、

この都市計画の案を公衆の縦覧に供します。

　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　　川崎都市計画高度地区の変更

　　（登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　多摩区　登戸地内

３ 　縦覧場所

　 　 川崎市まちづくり局計画部都市計画課（川崎区宮本

町１番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　川崎市登戸区画整理事務所（多摩区登戸2202－１）

　 　 多摩区役所10階市政資料コーナー（多摩区登戸1775

－１）

　 　 川崎市立多摩図書館（多摩区登戸1775－１　多摩区

総合庁舎）

４ 　縦覧期間

　 　令和元年８月26日（月）から令和元年９月９日（月）
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まで

　　　───────────────────

川崎市公告第245号

　川崎都市計画用途地域を変更したいので、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用す

る同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、

この都市計画の案を公衆の縦覧に供します。

　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　　川崎都市計画用途地域の変更

　　（登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　多摩区　登戸地内

３ 　縦覧場所

　　 川崎市まちづくり局計画部都市計画課（川崎区宮本

町１番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　川崎市登戸区画整理事務所（多摩区登戸2202－１）

　　 多摩区役所10階市政資料コーナー（多摩区登戸1775

－１）

　　 川崎市立多摩図書館（多摩区登戸1775－１　多摩区

総合庁舎）

４ 　縦覧期間

　 　令和元年８月26日（月）から令和元年９月９日（月）

まで

　　　───────────────────

川崎市公告第246号

　川崎都市計画防火地域及び準防火地域を変更したいの

で、都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項

において準用する同法第17条第１項の規定により、次の

とおり公告し、この都市計画の案を公衆の縦覧に供しま

す。

　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　　川崎都市計画防火地域及び準防火地域の変更

　　（登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　多摩区　登戸地内

３ 　縦覧場所

　　 川崎市まちづくり局計画部都市計画課（川崎区宮本

町１番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　川崎市登戸区画整理事務所（多摩区登戸2202－１）

　　 多摩区役所10階市政資料コーナー（多摩区登戸1775

－１）

　　 川崎市立多摩図書館（多摩区登戸1775－１　多摩区

総合庁舎）

４ 　縦覧期間

　 　令和元年８月26日（月）から令和元年９月９日（月）

まで

　　　───────────────────

川崎市公告第247号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　雨量・水位情報提供業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４ほか（全33観測局）

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和７年２月28日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　総合防災情報システムを円滑かつ有効に運用管理

するため、気象情報（風向風速、気温、湿度、気圧）、

雨量情報、水位情報、潮位情報（防災気象情報）の

観測体制を整備し情報提供を行うもの。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成31・32年度業務委託有資格業者名簿の業種

「その他業務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で２件以上、国または地方公共団体に

おいて、次の気象情報「風向風速、気温、湿度、気

圧、雨量情報、水位情報、潮位情報」の観測体制整

備・情報提供に関する類似の契約を締結し、これら

をすべて誠実に履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
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問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持

参により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　災害システム担当

　　　電　話　044－200－2856（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月26日（月）から８月30日（金）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び令和元年９月

２日（月）の午前８時30分から正午までとします。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午

から午後１時までを除きます。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.

htm）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和元年９月10日（火）　午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和元年８月26日（月）から９月６日（金）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び令和元年９月

９日（月）午前８時30分から正午までとします。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午か

ら午後１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　　ウ 　郵　送　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和元年９月13日（金）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和元年９月20日（金）

　　　　　　　　　午後１時00分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階



川 崎 市 公 報 （第1,778号）令和元年(2019年)９月10日

－2799－

　　　　　　　　　災害対策本部事務局室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページ

の「入札情報かわさき」（http://keiyaku.city.

kawasaki.jp/epc/index.htm）の「契約関係規定」

で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　　　───────────────────

川崎市公告第248号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 武蔵溝ノ口駅北口ペデストリアンデッキ点字ブロック補修工事

履行場所 川崎市高津区溝口１丁目２番地先

履行期限 契約の日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月９日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内道路標識補修（地点名）工事

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から令和元年12月20日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」種目「道路標識設置等」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月９日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区内道路補修（緊急19－２）工事

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から令和２年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市川崎区内に本社を有すること。

⑹ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されていること。

⑺ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099
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入札日時等 令和元年９月９日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道小倉33号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市幸区小倉４丁目24番地先他１箇所

履行期限 契約の日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月９日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区内道路補修（緊急19－２）工事

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から令和２年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されていること。

⑺ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。
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参 加 資 格

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月９日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 千鳥町共同事務所跡地整備工事

履行場所 川崎市川崎区千鳥町地内

履行期限 契約の日から令和２年３月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を専任で配置できること。

　 　ただし、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月９日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第249号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　業務件名

　　　川崎市岡本太郎美術館空調設備整備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市多摩区枡形７丁目１番５号

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和２年１月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　岡本太郎美術館に設置されている空気熱源ヒート

ポンプの部品交換等を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成31・32年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「空調・衛生設備保守点検」

に登載されていること。

　⑶ 　平成31・32年度業務委託有資格業者名簿に、地域

区分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写しや工事実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒214－0032

　　　川崎市多摩区枡形７－１－５

　　　川崎市岡本太郎美術館

　　　電　話　044－900－9898（直通）

　　　ＦＡＸ　044－900－9966

　　　E-mail　25okamoto@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月27日（火）から令和元年９月３日

（火）までの午前９時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、９月２日

（月）の本館休館日を除きます。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和元年９月５日（木）

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和元年９月５日（木）から令和元年９月12日

（木）までの午前９時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、９月９日

（月）の本館休館日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　25okamoto@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　044－900－9966

　⑸ 　回答方法

　　 　令和元年９月19日（木）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失
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　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封　印して持参し

てください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和元年10月１日（火）午前11時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市多摩区枡形７－１－５

　　　　川崎市岡本太郎美術館　創作アトリエ

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第250号

　次の物件は、港湾施設の使用及び管理の妨げとなって

いるので、当該物件の所有者又は使用者は、令和元年９

月９日までに当該物件を撤去するように、川崎市港湾施

設条例（昭和22年条例第33号）第９条に基づき命じます。

その日までに撤去されない場合は、市長又はその命じた

者若しくは委任した者が撤去します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

種　　類 登録番号 場　　所

軽自動車

ミツビシ　ミニキャブ

白

品川42り76－50

車台番号　不明

川崎市川崎区

千鳥町９番地４

　　　───────────────────

川崎市公告第251号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　第５回川崎市地域福祉実態調査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市役所健康福祉局地域包括ケア推進室

　⑶ 　完了期限

　　　令和２年３月31日（火）限り

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
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２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　地域福祉実態調査を踏まえ、この分野に関しての

専門性を有していること。

　⑷ 　過去３年間で地方公共団体において同種・同規模

以上の契約実績があること。

　⑸ 　調査票を回収・整理する体制を整え、分析等にお

ける技術者を２人以上配置するものとし、うち１人

は本業務と同種・同規模以上の実績を有し、かつ、

実務経験が10年以上の者を配置することが可能であ

ること。

　⑹ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「調査・測定」、種目「その他の調査・測定」

で登録されている者。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、類似の契約実績及び工事実

績を証する書類を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局地域包括ケア推進室　山下

　　　電　話　044－200－2626（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-MAIL　40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月26日（月）から令和元年９月２日

（月）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時15分までとします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　令和元年９月３日（火）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市の公式ウェブサイト

からダウンロードできます（「入札情報かわさき」

の「入札情報」の委託の「入札公表」の中にありま

す。（URL　http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）。）

　　 　なお、インターネットから入手できない者には、

申し出により無償で入札説明書を交付します。川崎

市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メー

ルのアドレスを登録している場合は、確認書と一括

して自動的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和元年９月３日（月）午前８時30分から令和元

年９月６日（木）午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　e-mail　40keasui@city.kawasaki.jp

　　　川崎市役所健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　山下宛て

　⑸ 　回答方法

　　　令和元年９月７日（金）

　　 　競争参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール（e-mail　40keasui@city.kawasaki.jp）に

て回答します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸ（044－200－3926）によります。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札日時　令和元年９月11日（水）　午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　〒212－0013

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア東館３階健康福祉局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法
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　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市の公式ウェブサイト

の「入札情報かわさき」の「入札情報」の「契約関

係規定」で閲覧することができます（URL　http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市の公式ウェブサイトの「入

札情報かわさき」の「入札情報」において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードできま

す（URL　http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）。

　　　───────────────────

川崎市公告第252号

　指定管理者の指定申請について次のとおり公告します。

　　令和元年８月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　管理を行わせる施設の名称及び所在地

　⑴ 　名　称　　川崎市ヒルズすえなが

　⑵ 　所在地　　川崎市高津区末長１丁目３番６号

２ 　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　児童福祉法、川崎市児童福祉施設の設備及び運営の

基準に関する条例、川崎市母子生活支援施設条例、川

崎市母子生活支援施設条例施行規則及び川崎市母子緊

急一時保護事業実施要綱等に定める規定に定めるもの

のほか、具体的には、指定管理仕様書に定める。

３ 　指定予定期間

　　令和２年４月１日から令和７年３月31日まで

４ 　指定申請の方法

　⑴ 　提出書類の受付場所

　　　川崎市こども未来局こども支援部こども保健福祉課

　　　住所：川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　川崎市役所第３庁舎14階

　⑵ 　提出書類

　　ア 　指定管理者応募書

　　イ 　誓約書

　　ウ 　事業計画書

　　エ 　組織計画図

　　オ 　職員配置計画書

　　カ　施設長予定者履歴書

　　キ 　収支予算書、収支予算内訳書、人件費に係る経

費見積書

　　ク　法人に関する関係書類

　　（ア）現に運営している社会福祉事業の概要

　　（イ）役員の名簿及び履歴書

　　（ウ）定款又は寄附行為

　　（エ ）登記事項証明書　※提出の日から３か月以内

に発行されたもの

　　（オ ）直近３ヵ年の資金収支計算書、事業活動収支

計算書、財産目録、貸借対照表及び申請日前１

ヶ月以内の預金残高証明書

　　（カ）令和元年度の法人の事業計画書及び収支予算書

　　（キ）平成30年度事業実績報告書

　　（ク ）就業規則、経理規程、給与規程、個人情報保

護に関する規程等の諸規程類

　　（ケ ）法人の平成29年度及び平成30年度の納税証明

書（都道府県税、市長村税、法人税、消費税及

び地方消費税）

　　（コ）組織及び運営事項を記載した書類

　　（サ ）平成29年度及び平成30年度の法人監事監査、

指導監査等の結果及び指導事項に対する対応状

況に関する書類

　　（シ ）指定管理者制度における暴力団排除に係る合

意書に基づく個人情報の外部提供同意書

　　（ス）コンプライアンス（法令順守）に関する申告書

　　（セ ）コンプライアンス（法令順守）に関する法人

の内部規定

　　（ソ）その他市長が必要と認める書類

　⑶ 　募集要項等の配布及び指定申請の期間

　　 　募集要項については川崎市ホームページにて掲載

します。また申請は川崎市こども未来局こども支援

部こども保健福祉課（川崎市役所第３庁舎14階）に

て、以下の日程で受け付けます。
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　　 　令和元年９月17日（火）から令和元年９月26日

（木）まで

　　　 （土曜日・日曜日及び祝日を除き、午前９時から

正午まで、午後１時から午後５時まで）

　⑷ 　提出方法

　　　 持参（郵送による提出はできません。なお、申請

書類等一式は返却しません。）

　⑸ 　問い合わせ先

　　　 川崎市こども未来局こども支援部こども保健福祉課

　　　 住所：〒210－8577　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　川崎市役所第３庁舎14階

　　　　　　電　話：044－200－2929

　　　　　　ＦＡＸ：044－200－3638

　　　───────────────────

川崎市公告第253号

　　　堤根処理センター整備事業に係る環境配慮

　　　計画審査書について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第８条の７第１項の規定に基づき、標記環境

配慮計画審査書を次のとおり公告します。

　　令和元年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

堤根処理センター整備事業に係る

環境配慮計画審査書

令和元年８月

川　崎　市

目　　　次

はじめに

１ 　対象事業の概要

２ 　審査結果及び内容

　⑴ 　対象計画策定に関する事項

　⑵ 　今後の環境影響評価手続に関する事項

３ 　川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続経過

４ 　川崎市環境影響評価審議会の審議経過

はじめに

　堤根処理センター整備事業は、川崎市（以下「環境配

慮計画策定者」という。）が、川崎区堤根52番及び幸区

柳町74番の堤根処理センターの約2.6ｈａの区域におい

て、３処理センター体制での安定的なごみ処理を行うた

めに、老朽化した既存のごみ焼却処理施設を解体し、新

たなごみ焼却処理施設を建設するものである。

　環境配慮計画策定者は、川崎市環境影響評価に関する

条例に基づき、平成31年２月21日に環境配慮計画書を提

出した。市は、この提出を受けて環境配慮計画書の公告、

縦覧を行ったところ、市民等から意見書の提出があった

ことから、環境配慮計画策定者が作成した環境配慮計画

見解書の提出を受け、これを公告、縦覧した。

　これらの結果をもって、川崎市環境影響評価審議会

（以下「審議会」という。）に諮問し、令和元年８月21

日に答申を得た。市では、この答申を踏まえ、本環境配

慮計画審査書を作成したものである。

１ 　対象事業の概要

　⑴ 　環境配慮計画策定者

　　　名　称：川崎市

　　　代表者：川崎市長　福田　紀彦

　　　住　所：川崎市川崎区宮本町１番地

　⑵ 　対象事業の名称及び種類

　　　名　称：堤根処理センター整備事業

　　　種　類：廃棄物処理施設の新設（第１種行為）

　　　　　　　 （川崎市環境影響評価に関する条例施行

規則別表第１の７の項に該当）

　⑶ 　対象事業を実施する区域

　　　位　　置：川崎区堤根52　番、幸区柳町74　番

　　　区域面積：約26,000㎡

　　　用途地域：準工業地域

　⑷ 　対象事業の内容

　　ア 　目　的

　　　　ごみ焼却処理施設の建替え

　　イ 　処理施設計画

施　設 項　目 仕様等

ごみ焼却処理施設

施設規模 540ｔ／ 24ｈ

処理方式 ストーカ式（ごみ焼却施設）

搬入・処理日
搬　入：６日／週

処理日：通年

余熱利用

高効率の発電設備を設置

し、施設内の電力を賄う

とともに、余剰電力の売

電を行う。

２ 　審査結果及び内容

　 　本対象事業は、ごみ焼却処理施設の建替事業であ

り、環境配慮計画書では、「事業の位置及び規模」、「施

設の配置及び構造」の検討経緯を示すとともに、ごみ

焼却処理施設の配置、煙突の高さに関する複数案を策

定し、各案が環境に及ぼす影響について比較検討が行

われている。既存施設を解体し、新たなごみ焼却処理

施設を建設するに当たっては、より積極的な環境配慮

が求められることから、環境配慮計画策定者が複数案

を踏まえて対象計画を策定する際には、環境配慮事項

について更なる検討を行うとともに、本審査意見の内

容を確実に遵守すること。また、環境配慮計画書に示

されている複数案から対象計画を策定した経緯につい

ては、条例環境影響評価方法書で明らかにすること。

　⑴ 　対象計画策定に関する事項

　　ア 　対象計画策定に当たっては、住宅地への影響

や、計画地が面する市道堤根２号線への影響に配



（第1,778号）令和元年(2019年)９月10日 川 崎 市 公 報

－2808－

慮し、検討すること。

　　イ 　緑化計画の策定に当たっては、できるだけまと

まった緑化地の確保や、緑化地間の連続性を担保

するよう検討するとともに、景観上の効果も考慮

した樹木の選定や配置を検討すること。

　⑵ 　今後の環境影響評価手続に関する事項

　　 　条例環境影響評価方法書等における環境影響評価

については、環境配慮計画書段階での検討内容も踏

まえ、工事中及び供用時の環境影響要因の抽出を行

い、対象計画の内容、事業特性及び地域特性を勘案

した上で環境影響要因の区分に応じて、環境影響評

価項目を選定し、調査、予測及び評価を行うこと。

　　 　また、建替事業であることから、できる限り現状

と比較し、わかりやすく示すこと。

３ 　川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続経過

　　平成31年２月21日　環境配慮計画書の受理

　　　　　　２月28日　環境配慮計画書公告、縦覧開始

　　　　　　３月29日　 環境配慮計画書縦覧終了、

　　　　　　　　　　　意見書の締切り

　　　　　　　　　　　意見書の提出　３名、３通

　　令和元年５月14日　環境配慮計画見解書の受理

　　　　　　５月21日　環境配慮計画見解書公告、

　　　　　　　　　　　縦覧開始

　　　　　　６月４日　環境配慮計画見解書縦覧終了

　　　　　　６月26日　 市長から審議会に環境配慮計画

書について諮問

　　　　　　８月21日　 審議会から市長に環境配慮計画

書について答申

　　　　　　８月28日　環境配慮計画審査書公告

　　　　　　　　　　　環境配慮計画策定者宛て送付

４ 　川崎市環境影響評価審議会の審議経過

　 　令和元年６月26日　 審議会（現地視察、環境配慮計

画書事業者説明及び審議）

　　　　　　８月20日　 審議会（環境配慮計画書答申案

審議）

　　　───────────────────

川崎市公告第254号

　　　柿生駅前南地区施設建築物建設計画に係る条例環

境影響評価審査書について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第25条第１項の規定に基づき、標記指定開発

行為に係る条例環境影響評価審査書を次のとおり公告し

ます。

　　令和元年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

柿生駅前南地区施設建築物建設計画

に係る条例環境影響評価審査書

令和元年８月

川　崎　市

目　次

はじめに

１ 　指定開発行為の概要

２ 　審査結果及び内容

　⑴ 　全般的事項

　⑵ 　個別事項

　　ア 　大気質

　　イ 　緑（緑の質、緑の量）

　　ウ 　騒音・振動

　　エ 　廃棄物等（産業廃棄物、建設発生土）

　　オ 　景観

　　カ　日照阻害

　　キ　テレビ受信障害

　　ク　風害

　　ケ　コミュニティ施設

　　コ　地域交通（交通混雑、交通安全）

　　サ　その他

　⑶ 　環境配慮項目に関する事項

　⑷ 　事後調査に関する事項

３ 　川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続経過

４ 　川崎市環境影響評価審議会の審議経過

はじめに

　柿生駅前南地区施設建築物建設計画は、柿生駅前南地

区市街地再開発準備組合（以下「指定開発行為者」とい

う。）が、麻生区上麻生５丁目の約0.5ｈａの区域におい

て、地上30階（地下１階）建ての商業施設及び共同住宅

施設の新設をするものである。

　指定開発行為者は、川崎市環境影響評価に関する条例

に基づき、平成31年２月１日に指定開発行為実施届及び

条例環境影響評価準備書（以下「条例準備書」という。）

を提出した。

　市は、この提出を受けて条例準備書の公告、縦覧を行

ったところ、市民等から意見書の提出があったことか

ら、指定開発行為者が作成した条例見解書の提出を受

け、これを公告、縦覧した。

　これらの結果をもって、川崎市環境影響評価審議会

（以下「審議会」という。）に諮問し、令和元年８月21

日に答申を得た。

　市では、この答申を踏まえ、本条例環境影響評価審査

書（以下「条例審査書」という。）を作成したものである。

１ 　指定開発行為の概要

　⑴ 　指定開発行為者

　　　名　称：柿生駅前南地区市街地再開発準備組合

　　　代表者：理事長　鈴木　澄夫

　　　住　所：川崎市麻生区上麻生５丁目43　番18　号
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　⑵ 　指定開発行為の名称及び種類

　　　名　称：柿生駅前南地区施設建築物建設計画

　　　種　類：高層建築物の新設（第２種行為）

　　　　　　　住宅団地の新設（第３種行為）

　　　　　　　 （川崎市環境影響評価に関する条例施行

規則別表第１の３の項及び４の項に該当）

　⑶ 　指定開発行為を実施する区域

　　　位　　置：麻生区上麻生５丁目

　　　区域面積：約5,170　㎡

　　　用途地域：近隣商業地域

　⑷ 　計画の概要

　　ア 　目的

　　　　商業施設及び共同住宅施設の新設

　　イ 　土地利用計画

土地利用区分 面積（㎡）構成比（％） 備　考

計

画

地

計画建物 約2,700 約52.2 駐輪場を含む

緑化地 約540 約10.4

通路・アプローチ 約1,380 約26.7

車路 約550 約10.6

計画地計 約5,170 100.0

関連事業区域面積 約2,949 －
駅前広場

道路拡幅部

合　計 約8,119 －

注）四捨五入の関係で、合計値が合わない場合がある。

　　ウ 　建築計画等

項　目 概　要

主要用途 共同住宅・店舗・駐車場

建築敷地面積 約5,170㎡

建築面積 約2,700㎡

建ぺい率 約52％

延べ面積 約37,500㎡

住　宅 約30,100㎡

商　業 約3,300㎡

駐車場 約4,100㎡

容積対象床面積 約25,850㎡

容積率 約500％

建物階数 地上30階、地下１階

建物高さ 約105ｍ

塔屋等含む最高高さ約110ｍ

建物構造 高層棟：鉄筋コンクリート造

低層棟：鉄骨造

駐車場 約134台

駐輪場 約750台

緑被率 約15.7％

２ 　審査結果及び内容

　⑴ 　全般的事項

　　 　本指定開発行為は、商業施設及び共同住宅施設の

新設であり、工事中や供用時における環境上の配慮

が求められることから、条例準備書に記載した環境

保全のための措置を実施するとともに、本審査結果

の内容を確実に遵守すること。

　　 　また、工事着手前に周辺住民等に対する工事説明

等を行い、環境影響に係る低減策、問合せ窓口等に

ついて周知を図ること。

　⑵ 　個別事項

　　ア 　大気質

　　　 　計画地及び車両ルートが住宅等に近接している

ことから、条例準備書に記載した環境保全のため

の措置を徹底すること。

　　イ 　緑（緑の質、緑の量）

　　（ア）緑の質

　　　　 　樹木の植栽に当たっては、その時期、養生等

について十分配慮するとともに、植栽基盤の整

備に当たっては、樹木の育成を支える十分な土

壌厚の確保について、市関係部署と協議するこ

と。

　　（イ）緑の量

　　　　 　新たに植栽する樹木等の適正な管理及び育成

に努めること。

　　ウ 　騒音・振動

　　（ア）騒音

　　　　 　計画地及び車両ルートが住宅等に近接してい

ること、沿道における等価騒音レベルが現況で

既に環境保全目標（昼間：60デシベル、夜間：

55デシベル）を超えている地点（予測結果の最

大値（昼間）：65.5デシベル（現況に対する増

加分の最大値0.9デシベル）、予測結果の最大値

（夜間）：59.4デシベル（現況に対する増加分

の最大値：0.2デシベル））があることから、条

例準備書に記載した環境保全のための措置を徹

底するとともに、工事工程、作業時間、工事用

車両の運行時間等について、工事着手前に周辺

住民等への周知を図ること。

　　（イ）振動

　　　　 　計画地及び車両ルートが住宅等に近接してい

ることから、条例準備書に記載した環境保全の

ための措置を徹底するとともに、工事工程、作

業時間、工事用車両の運行時間等について、工

事着手前に周辺住民等への周知を図ること。

　　エ 　廃棄物等（産業廃棄物、建設発生土）

　　（ア）産業廃棄物

　　　　 　石綿含有建材等の使用が確認された場合に

は、条例準備書に記載した環境保全のための措

置を徹底すること。
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　　（イ）建設発生土

　　　　 　処理する建設発生土については、再利用等を

含めた処理方法について、その実施内容を市に

報告すること。

　　オ 　景観

　　　 　建物の形状、外壁の色彩等については、景観形

成方針を踏まえ、市関係部署と協議すること。

　　カ　日照阻害

　　　 　日影の影響を比較的大きく受ける建物について

は、その影響の程度について住民等に説明するこ

と。

　　キ　テレビ受信障害

　　　 　工事中を含め障害が発生したときの問合せ窓口

を関係住民に明らかにし、その対策については確

実に実施すること。

　　ク　風害

　　　 　防風植栽等の計画に当たっては、防風効果が速

やかに発揮できるよう所定の形状、寸法を有した

常緑高木を適切に配置するなど、防風対策を確実

に実施すること。

　　ケ　コミュニティ施設

　　　 　児童・生徒数の増加については、義務教育施設

の対応が必要なことから、市関係部署へ工期、入

居予定状況等について早期に情報を提供すること。

　　コ　地域交通（交通混雑、交通安全）

　　（ア）交通混雑

　　　　 　計画地の南北にある踏切を含む道路区間につ

いて、ピーク時間帯の混雑状況を確認し、自動

車の滞留長が、計画地北東部及び南東部の交差

点にまで影響を及ぼす時間帯がある場合には、

工事中及び供用時における関連道路への影響に

対する配慮を条例環境影響評価書（以下「条例

評価書」という。）に示すこと。

　　（イ）交通安全

　　　　 　歩行者交通量が多いことから、計画地及びそ

の周辺での主要道路の歩行者交通量や、主な歩

行者経路を確認し、各工事段階及び供用時にお

ける安全対策を検討し、条例評価書に示すこと。

　　　　 　計画地及び車両ルートが住宅地に近接してい

ること、車両ルートが通学路になっており、歩

車分離がされていない部分があることから、交

通安全を最優先するとともに、条例準備書に記

載した環境保全のための措置を徹底すること。

また、工事の実施に当たっては、事前に周辺住

民等に対し、工事説明等を行い、交通安全対策

や工事中の問合せ窓口等について周知を徹底す

ること。

　　サ　その他

　　　 　風害、日照阻害、景観等の観点から、周辺環境

への影響の低減と調和に配慮した建物配置や建物

形状等とするための検討経過について、できる限

り条例評価書に示すこと。

　⑶ 　環境配慮項目に関する事項

　　 　条例準備書に記載した「ヒートアイランド現象」、

「地震時等の災害」、「地球温暖化」、「資源」及び「エ

ネルギー」の各項目における環境配慮の措置につい

ては、その積極的な取組を図るとともに、具体的な

実施の内容について市に報告すること。

　⑷ 　事後調査に関する事項

　　 　事後調査については、供用時の「緑の質」及び「風

害」を行うとしているが、条例準備書に記載した事

後調査の内容に加え、個別事項で指摘した内容を踏

まえて計画的な事後調査を行うこと。

　　 　また、事後調査の結果、条例準備書で予測した数

値を超えることなどにより、生活環境の保全に支障

が生じる場合は、直ちに市に連絡するとともに、生

活環境を保全するための適切な措置を講ずること。

３ 　川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続経過

　 　平成31年２月１日　 指定開発行為実施届の受理及び

条例準備書の受領

　　　　　　２月８日　条例準備書公告、縦覧開始

　　　　　　３月25日　条例準備書縦覧終了、

　　　　　　　　　　　意見書の締切り

　　　　　　　　　　　意見書の提出　20名、17通

　　令和元年５月24日　条例見解書の受領

　　　　　　５月31日　条例見解書公告、縦覧開始

　　　　　　６月14日　条例見解書縦覧終了

　　　　　　　　　　　公聴会の開催　なし

　　　　　　７月17日　 市長から審議会に条例準備書に

ついて諮問

　　　　　　８月21日　 審議会から市長に条例準備書に

ついて答申

　　　　　　８月28日　 条例審査書公告、指定開発行為

者宛て送付

４ 　川崎市環境影響評価審議会の審議経過

　 　令和元年７月17日　 審議会（現地視察、条例準備書

事業者説明及び審議）

　　　　　　８月20日　審議会（条例準備書答申案審議）

　　　───────────────────

川崎市公告第255号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 かじがや障害者デイサービスセンターほか１か所改修工事

履行場所 川崎市高津区梶ヶ谷５丁目８番27号

履行期限 契約の日から令和２年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和元年９月25日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 特別養護老人ホームひらまの里給水ポンプその他設備改修工事

履行場所 川崎市中原区上平間611番地１

履行期限 契約の日から令和２年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　⑽ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和元年９月25日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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川崎市公告第256号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和元年８月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市麻生区細山一丁目202番２

 ほか４筆の一部（第１工区）　　　

 1,002平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都渋谷区初台１丁目47番１号

　　小田急不動産株式会社

　　代表取締役　金子　一郎

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：16戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成30年12月11日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第129号

　　平成31年３月29日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第174号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第257号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 ガス橋橋りょう長寿命化修繕設計委託

履行場所 川崎市中原区上平間378番地先

履行期限 令和２年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及

びコンクリート部門」で登録されている者。

⑷ 　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門－鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ（鋼

構造及びコンクリート）の資格を有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年10月１日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内道路維持（桝・側溝清掃）委託

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期限 令和２年３月16日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれて

いること）を受けている者。

⑺ 　バキューム車を保有または調達することが可能な者。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和元年10月１日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第258号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和元年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　生田小学校給食室増築工事に伴う給食配膳業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立生田小学校：

　　　川崎市多摩区生田７丁目22番１号

　⑶ 　履行期間

　　　令和元年10月１日から令和元年12月23日まで

　⑷ 　業務概要

　　　仕様書による

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たすこと。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿で、業種「その他」、種目「その他」

に登載されていること。

　⑷ 　入札期日において平成31・32年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されてい

ること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札

参加資格確認申請書を提出すること。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル５階

　　　川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室

　　　長期保全・計画担当

　　　電話番号：044－200－0362

　　　Ｍａｉｌ：88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月30日（金）から令和元年９月５日

（木）までの間、土曜日及び日曜日並びに平日の正

午から午後１時までを除き、午前９時から午後５時

まで。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書について

　⑴ 　入札説明会

　　　特になし。

　⑵ 　入札説明書等の閲覧及び配布

　　 　この入札に関する説明書及び仕様書は、上記３⑴

の場所において３⑵の期間で閲覧することができる

ほか、希望者には印刷物を配布する。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）で閲覧及び

ダウンロードをすることができる。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出し、かつ提出書類を審査した結果、入札参加資格

があると認められた者には、次の日時に川崎市の平成

31・32年度業務委託有資格業者へ登録した際に届出の

あった電子メールアドレス宛てに入札参加資格の確認

通知書を送付する。また、申請者が電子メールアドレ

スの登録を行っていない場合、⑵により、確認通知書

を交付する。

　⑴ 　日時

　　 　令和元年９月６日（金）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

６ 　質問の受付

　⑴ 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者からの質問を受け付ける。提出にあたっ

ては、入札説明書添付の「質問書」の様式によるこ

と。
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　⑵ 　質問に関しては、令和元年９月６日（金）から９

月９日（月）までの間、電子メールまたは土曜日及

び日曜日並びに平日の正午から午後１時までを除

き、午前９時から午後５時まで持参により受け付け

る。

　⑶ 　電子メールにより質問を送った場合は、電話によ

り併せて連絡すること。

　⑷ 　回答については、令和元年９月12日（木）までに

電子メールにより回答する。電子メールアドレスの

登録を行っていない者に対しては、ＦＡＸにより回

答する。ただし、審査の結果、入札参加資格がある

と認められなかった者からの質問には回答しない。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、入札期日ま

での間に次のいずれかに該当したときは、この入札に

参加することができない。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札金額は税抜きの総価で行う。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行う。入札書を入

札件名が記載された封筒に封印し入札すること。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算し

た金額をもって契約額とする。

　⑵ 　入札書の提出

　　ア 　入札日時

　　　　令和元年９月17日（火）午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎15階　第３会議室

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　８⑵に同じ

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とする。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づき作成した予

定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とする。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とする。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所で閲覧することができるほか、

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

及びダウンロードすることができる。

10　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書による。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第147号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 令和元年度介護予防普及啓発ＤＭ発送封入封緘業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　川崎市役所健康福祉局保健所健康増進課　ほか

　⑶ 　履行期限

　　　契約締結の日から令和２年３月31日（火）まで

　⑷ 　業務概要

　　　令和元年度介護予防普及啓発ＤＭ発送封入封緘業務

　　　詳細は「委託仕様書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」に登載され

ていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　過去に本市又は他官公庁において、類似業務の契

約実績があること。
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３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　川崎市健康福祉局保健所健康増進課健康づくり係

　　　髙橋

　　　電　話　044－200－2411（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3986

　　　メール　40kenko@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年９月10日（火）から令和元年９月17日

（火）までとします。（土・日及び休日を除く毎日

８時30分から12時まで及び13時から17時まで）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　類似業務実績調書

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、入札参

加資格があると認められた者には、次により一般競争

入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和元年９月19日（木）８時30分から12時まで及

び13時から17時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、インターネットからダウン

ロードできます。（「入札情報かわさき」―「入札情

報」の”委託”―「入札公表」http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）。なお、インター

ネットから入手できない者には、申し出により無償

で入札説明書を交付します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間及び方法

　　 　仕様に関する質問がある場合は、土・日及び休日

を除く令和元年９月19日（木）から９月26日（木）

の８時30分から12時まで及び13時から17時まで、別

紙「令和元年度介護予防普及啓発ＤＭ発送封入封緘

業務委託に係る質問書」を使用し、指定するＦＡＸ

番号又は電子メールにより提出してください。

　　 　質問する際には、電子メールの件名は「【問合せ】

令和元年度介護予防普及啓発ＤＭ発送封入封緘業務

委託に係る質問について」とし、質問書を送付した

旨を担当まで御連絡ください。

　⑶ 　回答方法

　　 　質問に関する回答は、競争参加資格有資格者全員

に対し、令和元年９月27日（金）に電子メールにて

送付します。ただし、競争参加有資格者以外からの

質問については、回答しません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額

にこの金額の10％（消費税及び地方消費税）に相当

する額を加算した金額をもって落札価格とするの

で、入札者は見積もった契約金額の110分の100に相

当する金額を入札書に記載してください。

　　 　また、入札を代理人に委任する場合は、入札書の

他に、委任状を提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和元年10月２日（水）　午前９時

　　イ 　入札場所　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　　　　　　　川崎市健康福祉局　12Ｄ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を

落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、

調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免
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除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

札 情 報 」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

　⑷ 　契約締結予定日等

　　ア 　契約締結予定日　令和元年10月８日

　　イ 　着手予定日　　　令和元年10月11日

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑵の

質問書の様式は、川崎市ホームページの「入札情

報」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第148号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　破傷風予防接種業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　区役所等市の施設

　⑶ 　履行期間

　　　令和元年10月21日から令和２年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　破傷風予防接種に関する業務の詳細は「仕様書」

によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「医療関係業務」、種目「その他の医療

関連業務」に登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎13階

　　　総務企画局人事部職員厚生課

　　　担当　岡田

　　　電話　044－200－2140（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年９月10日（火）から令和年９月17日（火）

までとします（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）。一般競争入札参加資格申請書は

インターネットからダウンロードすることができま

す（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の

欄の「入札公表」の中にあります。）。（「入札情報

かわさき」http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参とします。

４ 　仕様書の配布期間及び仕様、入札に関する問合わせ先

　⑴ 　配布場所及び問合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　配布期間

　　 　令和元年９月10日（火）から令和元年９月24日

（火）までとします（土曜日、日曜日及び祝祭日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）。また、インターネットか

らダウンロードすることができます（「入札情報か

わさき」の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」

の中にあります。）。（「入札情報かわさき」http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

　　 　仕様、入札に関する質問は、令和元年９月10日

（火）から令和元年９月24日（火）まで質問書にて

受け付けます（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）。

　　 　なお、回答については令和元年９月26日（木）、

全社にＦＡＸ・メールにて送付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。ただし、川崎市「平成31・32年度業務委託有

資格業者名簿」へ登録した際に電子メールのアドレス
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を登録している場合には、電子メールにて送付します。

　⑴ 　交付日時

　　　令和元年９月18日（水）

　⑵ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、競争入札参加資格

を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　委託業務の総額を入札金額として行います。た

だし、消費税等を含まない金額により入札するこ

ととします。

　　イ 　入札は所定の入札書及び単価契約一覧表（仕様

書別紙）をもって行います。入札書及び単価契約

一覧表は入札件名を記載した封筒に封印して提出

してください。

　　ウ 　代理人が出席する場合入札開始前に委任状を提

出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時：令和元年10月３日（木）午前10時

　　イ 　場所：川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　　　川崎御幸ビル６階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無いものが行った入札及び

川崎市において定める「川崎市競争入札参加資格者

心得」第７条に該当する入札は無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」から閲覧することができます。

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑵ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　その他問い合わせ窓口は上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第149号

　調達契約に関する一般競争入札について次のとおり公

告します。

　　令和元年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　 ＶＤＩ用画面キャプチャ制御ソフトウェアの賃貸

借及び保守契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４　川崎市役所第３庁舎

　⑶ 　履行期間

　　　令和元年11月１日から令和６年10月31日まで

　⑷ 　調達物品の概要

　　　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」に登載されて

おり、かつ、Ａの等級に格付けされていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先
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　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　（第３庁舎９階）

　　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　　担当　松井、坂本

　　　電　話　044－200－2057

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17syskan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年９月10日（火）から令和元年９月17日

（火）までとします。（土曜日・日曜日・休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで）

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限る。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　　令和元年９月20日（金）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において令和元年

９月10日（火）から令和元年９月17日（火）まで縦

覧に供します。（土曜日・日曜日・休日を除く、毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで）

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時

　　　令和元年９月20日（金）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑴に同じ

　 　仕様に関する質問は、令和元年９月20日（金）から

令和元年９月26日（木）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問す

る場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くだ

さい。（土曜日・日曜日・休日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）

　 　なお、回答については令和元年10月１日（火）、全

社にＦＡＸもしくはメールにて送付します。

７ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　リース総額（税抜き）を入札金額として行います。

契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。な

お、詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和元年10月４日（金）14時

　　イ 　場所

　　　　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅰ

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入札

は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

10　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口
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　　　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第150号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和元年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市市税システム再構築・運用保守業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル５階ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和14年12月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　　市税システム再構築業務及び運用保守業務

　　　詳細は調達仕様書によります。

　⑸ 　入札方法

　　 　価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札

者を決定する総合評価一般競争入札（地方自治法施

行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２第１

項の規定により落札者を決定する入札をいう。以下

同じ。）により行います。

　⑹ 　混合入札

　　 　この入札は、単体企業と川崎市市税システム再構

築・運用保守業務共同企業体取扱要綱（以下「共同

企業体要綱」という。）に規定する共同企業体との

混合入札により行います。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者（共同企業体において

は、特に定める場合を除き、共同企業体を構成する全

ての構成員）は、次の条件を全て満たさなければなり

ません。

　⑴ 　地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該

当しない者であること。

　⑵ 　本公告の日から入札及び開札の日時までに川崎市

契約規則（昭和39年川崎市規則第28号。以下「規則」

という。）第２条の規定に基づく資格停止を受けて

いないこと。

　⑶ 　本公告の日から入札及び開札の日時までに川崎市

競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止

を受けていないこと。

　⑷ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「電算関連業務」種目「シ

ステム・ソフト開発」に登載されていること。ただ

し、共同企業体の構成員で「その他付帯する業務」

を担当する者においてはこれを要せず、業種「その

他業務」種目「その他」に搭載されていることを要

す。なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参

加業種・種目に登載のない者も含む。）は、財政局

資産管理部契約課に所定の様式により、資格審査申

請を令和元年９月18日（水）までに行うこと。

　⑸ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更

生手続開始の申立てがなされている者（同法に基づ

く更生手続開始の決定後、⑷に掲げる本市競争入札

参加資格の認定を受けている者を除く。）でないこ

と。

　⑹ 　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再

生手続開始の申立てがなされている者（同法に基づ

く再生手続開始の決定後、⑷に掲げる本市競争入札

参加資格の認定を受けている者を除く。）でないこ

と。

　⑺ 　中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）、

中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第

185号）又は商店街振興組合法（昭和37年法律第141

号）によって設立された事業協同組合等において

は、当該組合の組合員が本公告に関する入札に参加

しようとしない者等であること。

　⑻ 　政令指定都市において、市税システムの導入実績

を複数有しており、現に稼働している実績があるこ

とを証明した者であること。なお、共同企業体によ

る提案を行う場合は、共同企業体を構成する事業者

の実績を合算して複数の導入実績を有すれば参加要

件を満たすこととする。

３ 　入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0006

　　　川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル５階

　　　川崎市財政局税務部税制課事務改善担当

　　　電　話：044－200－3874（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3906

　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp

　　　 （ただし、本メールアドレスによる問合せ等を行

う場合は、メールの着信の確認を電話にて行って

ください。）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年９月10日（火）から令和元年９月18日

（水）まで（土、日及び祝日を除く午前９時から正

午まで及び午後１時から午後４時まで。）。

　　 　ただし、必ず来庁前に３⑴へ電話連絡し、本市に

日時の指定を受けなければなりません。

　　 　なお、入札参加申込書及び申込みに必要な添付書

類の様式は、次のホームページからダウンロード
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することができます。http://www.city.kawasaki.

jp/230/page/0000109248.html

　⑶ 　提出物

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　２⑻の契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　　ウ 　委任状（共同企業体の場合）

　　エ 　共同企業体協定書（共同企業体の場合）

　　オ 　共同企業体編成表（共同企業体の場合）

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（一般書留又は簡易書留に限る。）

とします。ただし、郵送とする場合、提出期限は３

⑵によらず、令和元年９月17日（火）必着とします。

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された入札参加申込書等は返却しません。

　　イ 　提出された入札参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ 　入札参加申込書等に関する問合せ先は、３⑴の

場所とします。

４ 　入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

５ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札参加申込書を提出した者は、本市による提出

物・資格等の簡易審査を受けた上で、入札説明書及び

ＣＤ－ＲＯＭ（以下「入札説明書等」という。）につ

いて、３⑴の場所において３⑵の期間に無償で交付を

受けることができます。また、入札説明書は３⑴の場

所において３⑵の期間縦覧に供します。

　 　なお、交付した入札説明書等は、後日回収いたしま

すので、交付と引き換えに身分及び連絡先のわかるも

の（名刺等）を提出していただきます。

６ 　入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、本市による一般

競争入札参加資格の審査の上、令和元年９月27日（金）

に３⑴の場所で入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録し

た際に電子メールアドレスを登録している場合は、そ

のアドレス（共同企業体の場合は代表者のアドレス）

あてに令和元年９月27日（金）までに入札参加資格確

認通知書を電子メールで送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、入札参加資

格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記載を

したとき。

　⑶ 　技術提案書の各評価項目において無関係の記載な

ど不適切な内容を記載したとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　提出書類

　　 　次の書類を提出してください。なお、詳細は入札

説明書によります。

　　ア 　技術提案書等

　　イ 　入札書等

　⑵ 　提出書類の提出方法

　　 　提出に際しては、８⑴アの技術提案書と８⑴イの

入札書等を必ず同時に提出すること。

　　ア 　持参による場合

　　（ア）提出場所

　　　　　３⑴に同じ

　　（イ）提出期間

　　　　 　令和元年９月27日（金）から令和元年10月25

日（金）まで（土、日、休日及び祝日を除く午

前９時から正午まで及び午後１時から午後４時

まで。）。

　　　　 　ただし、必ず来庁前に３⑴へ電話連絡し、本

市に日時の指定を受けなければなりません。事

前連絡が無い場合は提出できないことがあるの

で注意してください。

　　イ 　郵送による場合

　　（ア）提出場所

　　　　　３⑴に同じ

　　（イ）提出期限

　　　　　令和元年10月24日（木）必着

　　（ウ）その他

　　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の

入札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名

及び「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便（一

般書留又は簡易書留）により送付してください。

　　　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の

場所に必ず電話により連絡してください。

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　 　令和元年11月26日（火）の午前10時に３⑴の場所

において開札します。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　入札金額

　　 　入札金額については、消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に

記載してください。

　⑹ 　入札及び開札に関する事項

　　　入札及び開札への立会いは不要です。

　⑺ 　落札者の決定方法

　　 　本件は、総合評価一般競争入札によるものとし、
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落札者決定基準に基づいて、提案内容の評価に関わ

る点数と入札価格の評価による点数を合計し、合計

点の最も高い者を落札者と決定します。ただし、合

計点が最も高い者であっても、予定価格（税抜き）

を超える入札をした者は落札者となりませんので注

意してください。

　　 　なお、落札とすべき合計点の最も高い者が２者以

上あるときは、くじ引きによって落札者を定めま

す。この場合において、該当する入札参加者は、く

じを引くことを辞退することができません。くじ引

きの実施については、電話により連絡します。

　　 　さらに、落札者となるべき者の入札価格が極めて

低い場合には、当該入札者に照会することがありま

す。照会の結果、その者により当該契約の内容に適

合した履行がされないおそれがあると認められると

き、又はその者と契約を締結することが公正な取引

の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適

当であると認められるときは、その者を落札者とせ

ず、予定価格（税抜き）の制限の範囲内の価格をも

って入札した他の者のうち合計点の最も高い者を落

札者とすることがあります。

　⑻ 　落札者決定基準

　　　落札者決定基準は次のホームページで公表します。

　　　 http://www.city.kawasaki.jp/230/page/

　　　0000109248.html

　⑼ 　再度入札の実施

　　 　開札の結果、予定価格（税抜き）の制限の範囲内

の入札書を提出した者がいない場合は、翌開庁日の

午前10時に再度入札を行います。ただし、「川崎市

競争入札参加者心得」第７条の規定により無効とさ

れた者は除きます。

　　 　なお、再度入札の実施にあたっては、電話により

連絡します。

　⑽ 　審査結果の公表等

　　 　落札結果については、川崎市物品等又は特定役務

の調達手続の特例を定める規則（平成７年規則第92

号）第11条により川崎市公報において公告します。

　　 　また、落札者その他入札参加者に対し、その結果

を通知します。

　　 　審査結果については、川崎市ホームページ上で公

表します。

　⑾ 　審査結果に関する疑義照会

　　 　自らの評価について疑義がある場合は、川崎市財

政局税務部税制課所定の様式により、疑義照会を行

うことができます。

　　ア 　場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　期限

　　　 　落札者等の決定に関する通知を受けた日から起

算して２営業日以内

　　ウ 　照会方法

　　　　持参とします。

　⑿ 　入札の無効

　　ア 　本説明書に示した入札参加資格を有しない者の

入札、入札参加申込書等に虚偽の記載をした者の

入札、技術提案書の提出のない者の入札、入札の

条件に違反した入札及び「川崎市競争入札参加者

心得」第７条に該当する入札は、無効とします。

　　イ 　６に基づき確認通知を受けた者であっても、入

札時点において２の競争入札参加資格を有しない

者は、入札参加資格を有しない者に該当します。

　⒀ 　総合評価審査委員会委員等への接触の禁止

　　 　この入札に関して、入札参加者が総合評価審査委

員会委員及び総合評価審査員と不当に接触すること

を禁止します。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約を締結する者は、規則第32条の規定による契

約保証金として契約金額の10％を納入しなければな

りません。ただし、規則第33条に該当するときは、

契約保証金の全部又は一部を免除します。

　⑵ 　契約書作成

　　ア 　契約書は、２通作成し、本市と契約の相手方が

各１通を保管します。

　　イ 　契約書の作成に要する費用は、全て落札者の負

担とします。

　　ウ 　契約事務受任者が契約の相手方とともに契約書

に記名しかつ押印しなければ、本契約は確定しな

いものとします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　規則及び川崎市競争入札参加者心得等は、川崎市

のホームページの「入札情報かわさき」の「契約関

係規定」で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、規則

及び川崎市競争入札参加者心得等の定めるところに

よります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　入札参加申込書等に虚偽の記載をした場合におい

ては、競争入札参加資格者指名停止等要綱・運用指

針に基づく指名停止を行うことがあります。

　⑷ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑸ 　その他問合せ窓口は上記３⑴に同じです。

11　Summary

　⑴ 　Services to be Issued:
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　　　 Restructuring and Operation and Maintenance 

of the Tax system. Tasks shall include 

Design, Development, Operational Testing, 

Data Transfer, Configuration Setup, System 

Operation, System Maintenance, etc. 

　　　 Task details are described in the 

procurement specification.

　⑵ 　Date and time of tender:

　　ａ　Direct Delivery

　　　　16:00 October 25, 2019

　　ｂ　Postal Delivery

　　　　October 24, 2019

　　ｃ　 The language and currency used for the 

contract application is limited to the 

Japanese language and the Japanese 

currency.

　⑶ 　For Further Inquiry, Please Contact:

　　　Office Improvement Unit

　　　Tax System Division

　　　Taxation Department

　　　Finance Bureau

　　　 Kawasaki Miyuki Building 5F, 1-8-9 Isago, 

Kawasaki-ku

　　　Kawasaki City, Kanagawa 210-0006 Japan

　　　TEL: 044-200-3874  FAX: 044-200-3906

　　　E-mail: 23zeisei@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第151号

　総合評価一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　総合評価一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　令和元年度路面下空洞調査業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市内

　⑶ 　履行期間　契約日から令和２年１月31日まで

　⑷ 　業務概要 　本業務は、路面下空洞探査車等を使用

して、路面下の空洞状況を把握すること

により、安全で円滑な交通を確保するた

めの道路の維持管理に資することを目的

として実施するものである。

２ 　競争参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「建設コンサルタント」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　総合評価一般競争入札に参加を希望するものは、次

により入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　川崎駅前タワー・リバーク　17階

　　　建設緑政局道路管理部路政課　担当　守屋

　　　電　話　044－200－2813

　　　ＦＡＸ　044－200－3978

　　　E-mail　53rosei@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　　令和元年９月10日（火）から９月17日（火）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　 午前８時30分から午後５時まで（ただし、正午か

ら午後１時を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、登録しているメ

ールアドレスに、確認通知書を令和元年９月19日（木）

までに送付します。なお、メールアドレスを登録して

いない者にはＦＡＸで送付します。

　 　入札説明書等は３⑴の場所において令和元年９月10

日（火）から９月17日（火）（土曜日、日曜日及び国

民の祝日を除く、午前８時30分から午後５時まで（た

だし、正午から午後１時を除く））まで縦覧に供する

とともに、川崎市財政局契約課のホームページの「入

札情報かわさき」において、本件の公表情報詳細のペ

ージからダウンロードできます。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することがで

きます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

また、入札参加者以外の質問には回答しませんので、

御注意ください。

　　ア 　質問書の提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　質問書の提出期間

　　　　令和元年９月19日（木）から９月25日（水）まで

　　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　　 　午前８時30分から午後５時まで（ただし、正午

から午後１時を除く）

　　ウ 　質問書の提出方法

　　　　持参

　⑵ 　回答
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　　ア 　回答日

　　　　令和元年９月27日（金）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書を登録しているメールアドレスに

送付します。なお、メールアドレスを登録してい

ない者にはＦＡＸで送付します。

　　　 　なお、回答後の再質問は受付しません。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　郵送又は持参

　⑵ 　技術資料及び入札（見積）書の提出日時・場所

　　　令和元年10月３日（木）午後５時

　　　提出場所　３⑴と同じ

　⑶ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市財政局契約課のホームページの「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９ 　その他

　⑴ 　本案件は、総合評価一般競争入札の簡易型を採用

します。

　⑵ 　評価基準や技術資料の提出方法等の詳細について

は、本件の「総合評価一般競争入札説明書」に定め

るところによるものとします。

　⑶ 　事業により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得、路面下

空洞調査業務委託総合評価一般競争入札要綱等の定

めるところによります。

　⑸ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴と同じ

税 公 告

川崎市税公告第69号

　次の市税に係る納税通知書を別紙記載の者に送達すべ

きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不

明のため送達することができないので、地方税法（昭和

25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭

和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　　度 税　　目 期　　別
この公告による

変更する納期限
件数・備考

平成31年度
市民税・県民税

（普通徴収）
７月随時分以降

令和元年９月２日

（７月随時分）
計80件

平成31年度

（平成30年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
７月随時分

令和元年９月２日

（７月随時分）
計６件

平成31年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

７月随時分以降
令和元年９月２日

（７月随時分）
計３件

平成31年度 軽自動車税 ７月随時分
令和元年９月２日

（７月随時分）
計５件

（別紙省略）

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市税公告第70号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第71号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第72号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第73号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第74号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第75号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第76号

　次の市税に係る督促状を別紙記載の者に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の

ため送達することができないので、地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25

年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は、送達を受けるべき者の申出により

交付します。

　　令和元年８月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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年　　度 税　　目 期　　別
この公告により滞納

処分に着手し得る日
件数・備考

平成31年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第１期分 令和元年９月10日 計28件

平成31年度

（平成30年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
５月随時分 令和元年９月10日 計11件

平成31年度

（平成29年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
５月随時分 令和元年９月10日 計１件

平成31年度

（平成28年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
５月随時分 令和元年９月10日 計１件

平成30年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第３期分 令和元年９月10日 計１件

平成30年度
市民税・県民税

（普通徴収）
３月随時分 令和元年９月10日 計１件

平成31年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

第１期分 令和元年９月10日 計３件

平成31年度

固定資産税都

市計画税

（土地・家屋）

５月随時分 令和元年９月10日 計１件

平成31年度
市民税

（法人）
５月分 令和元年９月10日 計１件

平成31年度 軽自動車税 全期分 令和元年９月10日 計168件

（別紙省略）

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第14号

　　　川崎市排水設備指定工事店の指定について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第５条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定したので、同

規程第12条第１号の規定により告示します。

　　令和元年８月20日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指定有効期間

　　令和元年９月１日から

　　令和６年７月31日まで

２ 　指定工事店

　　指 定 番 号　1096

　　商号又は名称　都市拡業株式会社

　　営業所所在地　横浜市南区三春台25番地

　　代表者氏名　田尻　惠保

　　指 定 番 号　1097

　　商号又は名称　トムズ設計部

　　営業所所在地　横浜市戸塚区上矢部町1808番地１

　　　　　　　　　ファミリーヴィレッジ７号

　　代表者氏名　毛家村　穣

　　指 定 番 号　1098

　　商号又は名称　 旭化成ライフライン株式会社神奈川

事業所

　　営業所所在地　横浜市鶴見区鶴見中央３－２－３

　　　　　　　　　ナイスアーバン鶴見中央201

　　代表者氏名　須永　伸吾

　　指 定 番 号　1099

　　商号又は名称　有限会社横宮商会

　　営業所所在地　横浜市都筑区南山田町4136番地13

　　代表者氏名　宮台　昌夫

　　指 定 番 号　1100

　　商号又は名称　前田興業株式会社

　　営業所所在地　多摩区宿河原３丁目16番66号

　　代表者氏名　前田　穰治

　　　───────────────────
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川崎市上下水道局告示第15号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定したので、同規程第８条第１号の規定により告示

します。

　　令和元年８月22日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指 定 番 号　第1687号

　　氏名又は名称　山田設備工業所

　　住　　　　所　相模原市南区相南１丁目２番60号

　　代表者氏名　山田　賢太郎

　　指定年月日　令和元年８月22日

２ 　指 定 番 号　第1688号

　　氏名又は名称　日本リニューアル株式会社

　　住　　　　所　埼玉県新座市野寺２丁目８番48号

　　代表者氏名　工藤　秀明

　　指定年月日　令和元年８月22日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第16号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定事項の変更について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第５条の規定に基づく届

け出があり、次の指定給水装置工事事業者の指定事項の

変更を行いましたので告示します。

　　令和元年８月22日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指 定 番 号　第180号

　　氏名又は名称　有限会社大坂設備

　　住　　　　所　川崎市宮前区平６丁目４番48号

　　代表者氏名　（新）大坂　順一

　　　　　　　　（旧）大坂　延男

　　変更年月日　令和元年７月１日

２ 　指 定 番 号　第487号

　　氏名又は名称　株式会社昭和工業

　　住　　　　所　横浜市戸塚区戸塚町4668番地

　　代表者氏名　（新）齋藤　芳宏

　　　　　　　　　（旧）齋藤　芳憲

　　変更年月日　令和元年５月31日

３ 　指 定 番 号　第1259号

　　氏名又は名称　株式会社ライフサポート

　　住　　　　所　（新）東京都渋谷区大山町45番18号

　　　　　　　　　　　　代々木上原ウエストビル３階

　　　　　　　　　（旧）東京都渋谷区渋谷２丁目１番

　　　　　　　　　　12号東京セントラル宮益坂上７階

　　代表者氏名　田辺　功

　　変更年月日　令和元年７月２日

４ 　指 定 番 号　第1546号

　　氏名又は名称　横浜エンジニアリング株式会社

　　住　　　　所　（新） 横浜市都筑区東山田４丁目11

番27号

　　　　　　　　　（旧） 横浜市都筑区東山田４丁目38

番14号

　　代表者氏名　岡崎　洋政

　　変更年月日　令和元年６月３日

５ 　指 定 番 号　第1591号

　　氏名又は名称　さわやか水道サービス

　　住　　　　所　（新） 横浜市都筑区中川１丁目17番

21－205号

　　　　　　　　　（旧） 横浜市都筑区牛久保２丁目25

番６号ジュネスピアＡ棟202

　　代表者氏名　稻垣　和也

　　変更年月日　令和元年７月５日

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第29号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月20日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 光ネットワーク整備実施設計委託その５

履行場所 川崎市中原区上平間1183ほか

履行期限 契約の日から令和２年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されていること。
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参 加 資 格

⑷ 　平成16年４月１日以降に、下水道管路内における光ファイバケーブル布設に伴う実施設計業務

の元請履行実績を有すること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、下記イ及びウは兼務できません。

　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月10日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 光ネットワーク整備実施設計委託その６

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１ほか

履行期限 契約の日から令和２年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されていること。

⑷ 　平成16年４月１日以降に建築電気設備の実施設計業務の元請履行実績を有すること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、下記イ及びウは兼務できません。

　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月12日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度　麻生区下水枝線実施設計委託第８号

履行場所 川崎市麻生区地内

履行期限 契約の日から令和２年８月31日まで
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されていること。

⑷ 　平成26年度以降に契約した耐震実施設計（レベル１）委託業務を含む、下水道管きょの新設・

詳細設計（開削工法）および新築・詳細設計（推進工法）における実施設計委託業務の実績をＴ

ＥＣＲＩＳにより確認できること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、下記イ及びウは兼務できません。

　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道）のいずれかを有する者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月10日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度　雨水区画割平面図及び流量計算表作成業務委託

履行場所 川崎市麻生区地内

履行期限 契約の日から令和２年３月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されていること。

⑷ 　平成16年度以降に、地方公共団体又は地方共同法人が発注した業務委託において、50ｈａ以上

の下水道整備計画業務（基本設計を含む。）の元請としての履行完了実績をＴＥＣＲＩＳにより確

認できること。

⑸ 　業務責任者及び照査技術者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）又は上下水

道部門技術士（下水道）の資格を有する者を配置できること。

　　なお、業務責任者と照査技術者は兼務できない。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月10日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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川崎市上下水道局公告第30号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月20日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生・等々力下水圧送管その17工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺、宮前区潮見台地内

履行期限 契約の日から265日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録され

ていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月17日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 鷺沼地区下水枝線第１号工事

履行場所 川崎市宮前区鷺沼１丁目地内

履行期限 契約の日から245日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ａ」で登録されていること。
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参 加 資 格

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月17日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 久末地区ほか下水枝線第４号工事

履行場所 川崎市高津区久末、麻生区多摩美１丁目地内ほか

履行期限 契約の日から135日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月10日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度　川崎・幸区　水道施設等緊急修理工事（下期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期限 令和元年10月１日から令和２年４月30日まで

参 加 資 格

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成員２」

という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

ただし、共同企業体の出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　　ア 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　　ウ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　　エ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

　　オ 　川崎市川崎区又は幸区内に本社を有すること。

　　カ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」で登録されている者。

　　キ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中

小企業者であること。

　　ク　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　　ケ 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請にあたって、本工事の他の共同企業体の構成員に

なっていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　　ア 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　イ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　　ア 　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　イ 　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月10日　午後５時（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度　中原・高津・宮前区　水道施設等緊急修理工事（下期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期限 令和元年10月１日から令和２年４月30日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

　ただし、共同企業体の出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合

を上回らなければいけません。
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参 加 資 格

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　　ア 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　　ウ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　　エ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

　　オ 　川崎市中原区、高津区又は宮前区内に本社を有すること。

　　カ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」で登録されている者。

　　キ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中

小企業者であること。

　　ク　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　　ケ 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請にあたって、本工事の他の共同企業体の構成員に

なっていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　　ア 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　イ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　　ア 　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　イ 　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月10日　午後５時（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度　多摩・麻生区　水道施設等緊急修理工事（下期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期限 令和元年10月１日から令和２年４月30日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

　ただし、共同企業体の出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合

を上回らなければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　　ア 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　　ウ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　　エ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

　　オ 　川崎市多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

　　カ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」で登録されている者。

　　キ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中

小企業者であること。
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参 加 資 格

　　ク 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　　ケ 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請にあたって、本工事の他の共同企業体の構成員に

なっていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　　ア 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　イ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　　ア 　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　イ 　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月10日　午後５時（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平間配水所　電話交換機設備改良工事

履行場所 川崎市中原区上平間1668番地（平間配水所内）ほか

履行期限 契約の日から150日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「通信」種目「電話設備」で登録されて

いること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気通信工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「電気通信」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 令和元年９月11日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢浄水場　排水処理施設加圧脱水機ベルトコンベア修理工事

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期限 契約の日から令和２年３月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 令和元年９月11日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢浄水場　排水処理施設圧力水ポンプほか修理工事

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期限 契約の日から令和２年３月６日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 令和元年９月11日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

競争入札に

付する事項

件　　 名 災害対策用応急給水袋（10リットル・６リットル）令和元年度購入分

履行場所
川崎市幸区鹿島田1030－２

幸区災害用給水資器材格納庫　ほか

履行期限 令和元年12月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　川崎市内に本社を有すること。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑸ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「消

防・防災用品」、種目「その他」に登載されていること。

⑹ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）　電話　044－200－2091

入札日時等 令和元年９月24日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第31号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月27日

川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

川崎市上下水道局公告第32号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月27日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度南部下水管内管きょ清掃委託その２

履行場所 川崎市川崎区、幸区地内

履行期限 契約の日から令和元年12月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登載

されている者。
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参 加 資 格

⑹ 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類

に汚泥が含まれていること。）を受けていること。

⑺ 　バキューム車（揚泥車、強力吸引車、特殊強力吸引車等）を保有または調達することが可能な者。

⑻ 　管きょ清掃の作業にあたって、以下の者を専任で配置できること。

　ア 　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）の技能検定合格者

　イ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者

　　なお、上記アとイは兼任できるものとします。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月24日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度梶ヶ谷地区取付管調査委託

履行場所 川崎市高津区地内

履行期限 契約の日から125日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、種目「下水管きょテレ

ビカメラ調査」に登載されていること。

⑷ 　平成26年度以降に契約した既設管実態調査委託の元請履行完了実績をＴＥＣＲＩＳ等により確

認できること。ただし、当該実績を有しない場合には管径250 ～ 700ｍｍの下水道本管内を調査可

能な機器を自社で所有し、「下水道管路管理総合技士」、「下水道管路管理主任技士」、「下水道管路

管理専門技士（調査部門）」のいずれかの資格を有する者を配置できること。

⑸ 　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を有する者を

配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月19日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度西部下水管内管きょ清掃委託その２

履行場所 川崎市宮前区、多摩区地内ほか

履行期限 契約の日から令和２年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登載

されている者。

⑹ 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類

に汚泥が含まれていること。）を受けていること。

⑺ 　バキューム車（揚泥車、強力吸引車、特殊強力吸引車等）を保有または調達することが可能な者。

⑻ 　管きょ清掃の作業にあたって、以下の者を専任で配置できること。

　ア 　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）の技能検定合格者

　イ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者

　なお、上記アとイは兼任できるものとします。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月19日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

 　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度　中原区下水枝線実施設計委託第41号

履行場所 川崎市中原区地内

履行期限 契約の日から令和２年３月13日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」に登載されていること。

⑷ 　平成26年度以降に契約した耐震実施設計（レベル１）委託業務を含む、下水道管きょの改築・

更新に係る基本設計又は詳細設計の実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、下記イ及びウは兼務できません。

　ア 　総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）の資格を有する者
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参 加 資 格

　イ 　業務責任者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者として、総合技術監理部門技術士（上下水道－下水道）、上下水道部門技術士（下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道）のいずれかを有する者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和元年９月19日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第33号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月27日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和元年度西部下水管内管きょ緊急補修第２号工事

履行場所 川崎市宮前区地内

履行期限 契約の日から令和２年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和元年９月17日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 江川雨水貯留管ゴンドラ設備整備工事

履行場所 川崎市中原区井田１－35－１

履行期限 契約の日から令和２年３月27日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 令和元年９月18日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

上 下 水 道 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市上下水道局公告（調達）第８号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和元年９月10日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 等々力水処理センター建設機械その67

工事

　⑵ 　履行場所　川崎市中原区宮内３－22－１

　⑶ 　履行期限　令和４年３月15日

　⑷ 　工事概要

　　ア 　 ６系反応タンク設備（担体利用酸素循環式硝化

脱窒法）製作・据付 １式

　　イ 　６系返送・余剰汚泥引抜設備

　　　　製作・据付 １式

　　ウ 　その他工事（配管工事ほか） １式

　⑸ 　総合評価採用理由

　　 　本工事は、技術的な工夫の余地が小さい工事であ

り、また、施工の確実性を確保するために、入札参

加者の施工能力、信頼性・社会性等と入札価格を一

体として評価することが妥当と認められることか

ら、総合評価一般競争入札（特別簡易型）を採用し

ます。

　⑹ 　予定価格（税抜）　未定

　⑺ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに電子入札

システムの利用者登録ができない場合は、紙入札方

式に代えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格
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　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市工事請

負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されている

こと。

　⑷ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を

有していること。

　⑸ 　機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受

けていること。

　⑹ 　監理技術者資格者証（業種「機械器具設置」）の

交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的

な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場

合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　　 　なお、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工

事担当局と協議の上、技術者を変更することができ

ます。変更後の技術者は、「総合評価落札方式技術

評価項目配点表」における評価項目の「配置予定技

術者の同種工事の施工経験」において、当初配置す

る技術者と同等以上の評価を有することが必要です

（９⑶及び12⑵を必ずお読みください。）。

　⑺ 　計画汚水量26,000㎥／日以上の下水道施設（終末

処理場）における、反応タンク設備（担体利用高度

処理方式）の製作及び据付工事の完工実績（元請に

限る。）を平成16年４月１日以降に有すること（修

理及び整備工事は除く。）。

　　 　ただし、共同企業体により施工した工事について

は、出資割合が20％以上であること。

　　※ 平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に

登録されていない者（現在登録されているが当該

業種で登録されていない者を含む。）は財政局資

産管理部契約課に所定の様式を持参の上、資格審

査申請を令和元年９月17日（火）までに行ってく

ださい（競争入札参加資格審査申請についての問

い合わせ先は下記３⑵と同じです。）。

　　※ 配置予定技術者は恒常的な雇用関係にあることを

要します。

３ 　設計図書類の取得

　 　本案件は、設計図書の電子化実施対象案件です。設

計図書については、「入札情報かわさき」の入札公表

（上下水道局）からダウンロードできます。

　 　また、本工事の設計図書類を次により縦覧に供しま

す。

　⑴ 　縦覧期間　 令和元年９月10日（火）から９月20日

（金）まで（土曜日及び日曜日を除く

午前８時30分から正午まで、午後１時

から午後５時まで）

　⑵ 　場所　　　 川崎市財政局資産管理部契約課建築契

約係

　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　電話044－200－2100

４ 　一般競争入札参加申込書等の提出

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　　 　（「入札情報かわさき」の入札公表（上下水道

局）からダウンロードできます。）

　　イ 　本工事に係る建設業の許可を受けていることを

確認できる書類

　　ウ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書

の写し

　　エ 　営業所における専任技術者証明書（市内業者の

場合に限る。）

　　　 　（川崎市ホームページ「入札情報かわさき

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html））の「ダウンロードコーナー」の上下水道

局「入札参加手続関係」の中の「専任技術者証明

書」を提出してください。）

　⑵ 　提出方法及び提出先

　　 　上記⑴ア～エについては、電子入札システムによ

り提出してください。詳細については、「入札情報

かわさき」の「電子入札」に掲載している川崎市電

子入札運用基準の中の「入札参加申込について」を

必ず御覧ください。

　⑶ 　提出期間

　　 　令和元年９月10日（火）から９月20日（金）の

　　　午前８時～午後８時

　⑷ 　紙入札による場合

　　ア 　上記⑴アについては、持参により上記３⑵に提

出してください。

　　　 　また、その場合「紙入札方式参加届出書」（「入

札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の

上下水道局「入札参加手続関係」の中の「紙入札

方式参加届出書」）も併せて提出してください。

　　イ 　上記⑴イ～エについては、持参又は郵送により

上記３⑵に提出してください。

　　ウ 　提出期間はいずれも上記３⑴と同じ。（提出期

間内必着）

５ 　仕様書等の積算に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の積算内容に関してのみ、質問

ができます。

　　 　（入札参加資格等に関する質問は、上記３⑵にお

問合せください。）
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　　 　入札参加者以外からの質問には回答しませんので

御注意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　質問は、電子入札システムにより提出してくだ

さい。質問入力方法の詳細については、「入札情

報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の上下

水道局「入札参加手続関係」に掲載している「電

子入札システム質問回答機能操作方法」を参照し

てください。

　　イ 　入力・提出期間

　　　　「入札公表詳細」による。

　　　※ 　ただし、電子入札システムによりがたい者

は、上記３⑵に、入力・提出期間の最終日午後

３時までに持参してください（持参については

市役所開庁時間に限る。）。なお、質問書は、「入

札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」

の上下水道局「入札参加手続関係」に掲載して

いる「質問書（一般競争入札用）」からダウン

ロードできます。

　　　　 　また、持参により質問書を提出する場合は、

ダウンロードした質問書（紙媒体）と併せて、

電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷｏｒｄ形式のまま保

存した質問書を提出してください（どちらか一

方の場合には、質問受付をいたしません。）。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　「入札公表詳細」による。

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を「入札情報

かわさき」の「業者登録システム」の「仕様書等

ダウンロード」にて掲載します。なお、質問がな

かった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。閲覧又は取得方法の詳細につい

ては、「入札情報かわさき」の「ダウンロードコ

ーナー」の上下水道局「入札参加手続関係」に掲

載している「積算内訳書等取得マニュアル」を御

覧ください。

　　　 　なお、回答後の再質問については受付をいたし

ません。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　上記２の各号いずれかの条件を欠いたときは、入札

参加資格を喪失します。

７ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、参加資

格業種に登録されていることを確認し、その結果を確

認通知書にて、平成31・32年度川崎市競争入札参加資

格審査申請書の「工事」の委任先メールアドレスに、

質問回答日に送付します。当該委任先メールアドレス

を登録していない者にはＦＡＸで送付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時に遡って、提出書類等の確認

を行い、入札参加資格の有無を審査します。この結果、

入札参加資格が無く申し込みを行った入札者の入札は

無効とします。

８ 　入札手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出

　　 　電子入札システムによる。ただし、電子入札シス

テムによりがたい者は、紙入札方式で入札予定日時

に上記３⑵に持参又は郵送してください。

　　 　入札額に相応する積算額が記入されている積算内

訳書を、入札、再度入札の際に提出してください。

　　 　積算内訳書の書式は確認通知書受信後に取得でき

ます。取得方法については、「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の上下水道局「入札参

加手続関係」の中の「積算内訳書等取得マニュアル」

を御覧ください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限　　令和元年10月21日（月）

　　　　　　　　　　　　　　午後４時

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　令和元年10月21日（月）

　　　　　　　　　　　　　　午後５時

　　（イ）入札書の提出場所　上記３⑵と同じ

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　令和元年10月21日（月）

　　　　　　　　　　　　　　必着

　　（イ）入札書の提出先　　上記３⑵ と同じ

　⑵ 　総合評価落札方式評価項目算定資料の提出

　　 　「総合評価落札方式評価項目算定資料」（以下「算

定資料」という。）は、上記３⑵に令和元年10月21

日（月）午後５時（必着）までに提出してください。

提出方法は原則郵送等によるものとします。持参の

場合は８⑵イによるものとします。

　　ア 　郵送等

　　　 　期日までに到着するように、書留郵便等配達の

記録が残る方法で送付してください。

　　　 　また、送付後に財政局契約課建築契約係（電話

044－200－2100）に郵送提出した旨の連絡をお願

いします。
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送付先

〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市役所財政局資産管理部契約課建築契約係

　　　※ 　封筒には「総合評価落札方式評価項目算定資

料在中（工事件名）」と大きく書いてください。

　　イ 　持参

　　　 　持参により提出する場合は、事前に契約課建築

契約係（電話044－200－2100）に電話連絡の上、

提出日時の指定を受けてください。事前に連絡が

ないもの、指定した日時以外に持参したものにつ

いては提出を認めません。

　　　※ 　持参の場合、封筒に算定資料を封入の上、提

出することとします。封筒には「総合評価落札

方式評価項目算定資料在中（工事件名）」と大

きく書いてください。

　　ウ 　算定資料

　　　 　入札説明書別表１「総合評価落札方式評価項目

算定資料」のとおり。

　　　 　「算定資料」の様式は「入札公表詳細」から取

得できます。

　　エ 　提出された「算定資料」は返却しません。

９ 　総合評価落札方式の評価方法

　⑴ 　評価項目の評価区分及び配点について

　　 　入札説明書別表２「総合評価落札方式技術評価項

目配点表（以下「配点表」という。）」のとおり。

　⑵ 　技術評価点の算出について

　　ア 　本工事の入札参加資格を満たし、且つ提出され

た「算定資料」において評価基準に「無効」の項

目がない者に標準点として100点を与えます。

　　イ 　提出された「算定資料」について、「配点表」

に基づき審査し、次の算式により求められた加算

点と上記の標準点との合計を技術評価点とします。

　　　　加算点＝（入札参加者の得点合計／

　　　　　　　　　評価項目の配点合計）×設定加算点

 ※小数点第５位以下切捨て

　　　　技術評価点　＝　標準点　＋　加算点

　⑶ 　配置予定技術者の実績について

　　 　本件においては、配置予定技術者に係る同種工事

の施工実績（６－１号様式）について、技術者が工

期の途中で交代した工事であっても、その理由が工

場から現地へ工事の現場が移行し、据付工事に着手

するためであったことが判断できる場合に限り、本

件の評価対象として認め、配点表に基づき評価しま

す。

　⑷ 　審査方法について

　　 　審査の経緯は、原則として非公開とします。なお、

審査の過程において、提案内容に対するヒアリング

を行う場合があります。実施する場合のみ該当者に

連絡します。

10　開札予定日時及び場所

　⑴ 　開札予定日時　令和元年10月31日（木）午前10時

　⑵ 　開札場所　　　 川崎市役所財政局資産管理部契約

課建築契約係

11　落札者の決定方法

　⑴ 　予定価格の範囲内の金額で入札した者のうち、次

の算式によって求められた総合評価点の最も高い者

を落札候補者とします。また、最も高い者が複数あ

る場合には、くじにより落札候補者を決定します。

総合評価点＝技術評価点÷入札価格×100,000,000

　　　※小数点第５位以下切捨て

　⑵ 　当該落札候補者について上記２に示した条件を満

たしているかどうかの最終的な資格審査を実施し、

その者の入札価格が調査基準価格を下回っている場

合には、併せてその者の入札価格による当該契約の

適正な履行の確保についての適否を判断し、落札者

として決定します。これら審査等の結果、当該落札

候補者に資格がないと認めたとき又はその者の入札

価格によっては、当該契約の適正な履行が確保され

ない恐れがあると認められるときは、当該入札を無

効とし、順次、総合評価点の高い入札者について、

必要に応じて、同様の審査等を実施し落札者を決定

します。

　　 　なお、調査基準価格の設定額については、案件ご

とに個別設定をしていますので、入札情報かわさき

に掲げている「川崎市建設工事低入札価格調査取扱

要領・運用指針」を御覧ください。

　　　※ 　平成31年４月１日から「川崎市総合評価一般

競争入札実施要綱」を改正し、総合評価点の算

出方法を見直しましたので、御注意ください。

　⑶ 　類似工事施工等実績確認（申請）書等の提出

　　 　落札候補者は類似工事施工等実績確認（申請）書

の提出が必要となります。積算疑義申立てに関する

手続き期間の終了後に、財政局資産管理部契約課か

ら落札候補者へ電話連絡します。落札候補者におか

れては、「類似工事施工等実績確認（申請）書」（「入

札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の中

の上下水道局「入札参加手続関係」の中の「類似

工事施工等実績確認（申請）書」から取得してくだ

さい。）と工事実績を確認できる書類を工事担当課

（上下水道局下水道部施設課　川崎市役所第２庁舎

４階　電話044（200）2898）に持参し、確認を受け

てください。工事実績を確認できる書類としては、

上記２⑺の条件を満たす事項を確認することができ
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る契約履行証明書、契約書・協定書・設計書等の写

し（契約内容に変更があった場合は最終変更まで確

認できるもの）・コリンズ登録データ（竣工時デー

タ）等が必要になります。なお、これらの書類にお

いては、上記２⑺の条件を満たしていることだけで

なく、受注から完工までを確認できることが必要で

す。

　⑷ 　落札者の決定にあたっては、川崎市上下水道局総

合評価審査委員会の審議を経て決定します。

　⑸ 　入札の無効

　　ア 　川崎市上下水道局競争入札参加者心得で無効と

定める入札はこれを無効とします。

　　イ 　「算定資料」及び積算内訳書の提出がない者又

は不備がある者の入札はこれを無効とします。

　　ウ 　「算定資料」による評価で、一項目でも「無効」

に該当するものがあった者の入札はこれを無効と

します。（技術評価点は計算せず、落札者としま

せん。）

　⑹ 　本工事の設計書に係る積算内容の閲覧場所は、第

２庁舎２階設計書閲覧室、疑義申立て先は、工事担

当課（上下水道局下水道部施設課　第２庁舎４階　

電話044－200－2898）です。

　　※ 　積算疑義申立て制度の詳細については、「入札

情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の上

下水道局「契約関係規定」の中の「上下水道局工

事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続取扱

要領」を御覧ください。

　⑺ 　評価結果等の公表

　　 　落札者を決定したときは、落札者その他の入札参

加者の評価結果について、「入札情報かわさき」に

て公表します。

　　 　公表された自らの評価結果について疑義がある場

合は、公表された日から起算して２日以内に所定の

様式（様式第９号）により照会することができます。

12　加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応

　⑴ 　本工事の請負人が技術評価点において加算点を得

た評価項目の一部又は全部について、工事の完成検

査の結果、加算点を得るに至った評価区分の基準を

満たしておらず、その責が請負人にあると認められ

る場合には、工事成績評定点の減点対象とします。

　⑵ 　契約後に、建設業法に抵触しない範囲で、工事担

当課と協議の上、技術者の変更が認められた場合

は、変更後の技術者を評価対象として総合評価点を

再計算します。この結果、入札時に比して当該評価

点が下がった場合、原則として工事成績評定点の減

点対象となります。

　⑶ 　入札参加者が提出した「算定資料」に虚偽の記載

等、明らかに悪質な行為があったと認められる場合

には、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱の

規定に基づき指名停止等の適切な措置を講じます。

13　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の

提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができます。

　　 　また、公共工事履行保証証券による保証を付し、

又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約

保証金の納付を免除します。

　　 　なお、低入札価格調査を行った契約については、

契約保証金10％を30％に加増します。

　⑶ 　前払金　入札公表詳細を参照のこと。

　　 　この工事は中間前払金の適用工事です。詳しく

は、「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」

の財政局「契約関係規定」の中の「川崎市公共工事

の前払金に関する規則」、上下水道局「契約関係規

定」の中の「川崎市上下水道局公共工事中間前払金

取扱要綱」を御覧ください。

14　特定工事請負契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第１号に規定する特定工事請負契約（公

契約）に該当します。

　 　特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８

条各号に掲げる事項を定めます。

　 　特定工事請負契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが

契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した

場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際は十

分に御注意ください。

　 　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約

規程及び「入札情報かわさき」の「特定工事請負契約

及び特定業務委託契約の手引（上下水道局）」を御覧

ください。

15　下請負人の制限

　 　健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条、雇用保

険法第７条の届出の義務を履行していない建設業者と

１次下請契約を締結した場合は、契約違反となります

ので御注意ください。

　※ 　平成31年４月１日から、制限の対象を１次下請負

人に限らず「全ての下請負人」に拡大しております

ので御注意ください。

16　その他

　⑴ 　当該契約において使用する言語及び通貨
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　　　日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑵と同じ

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程、川

崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱及び

川崎市上下水道局競争入札参加者心得等は、上記３

⑵にて閲覧できます。

　⑷ 　指定様式について

　　 　指定様式については、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」の入札公表詳細からダウンロードが

できます。ダウンロードすることができない者につ

いては上記３⑵にて配布いたします。

　⑸ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑹ 　落札者及び入札者の評価結果等については、落札

者の決定後、「入札情報かわさき」で公表します。

　⑺ 　公告に関する問い合わせは、川崎市財政局資産管

理部契約課になります。

　⑻ 　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及

び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付

けられた工事に該当するかについては、「入札公表

詳細」を御覧ください。

　⑼ 　指名停止期間中の川崎市競争入札参加資格者との

下請契約は認められておりませんので御注意くださ

い。

　【抜粋】川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

　　（下請等の禁止）

　　 第 ７条　指名停止の期間中の有資格業者が、本市の

契約に係る下請けをし、若しくは受託をすること

を承認しないものとする。ただし、会社更生法

（平成14年法律第154号）に基づく更生手続きの

申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）

に基づく再生手続きの申立てをしたことによる指

名停止中の場合は、この限りでない。

　⑽ 　契約締結後、当該工事の施工にあたっては、建設

業退職金共済制度の履行が必要となります。

　⑾ 　この工事は、消費税及び地方消費税の税率10％が

適用されます。

　⑿ 　改元日以後、「平成」と表記されている年又は年

度は、「令和」に読み替えてください。

17　Summary

　⑴ 　Subject matter of the contract:

　　　 Phase67-Mechanical Construction of Todoroki 

Wastewater Treatment Center.

　⑵ 　 Time-limit for tender(electronic tender 

system):4:00 p.m 21 October 2019

　⑶ 　 Time-limit for tender(direct delivery):5:00 

p.m 21 October 2019

　⑷ 　 Deadline for tender (by registered mail):21 

October 2019

　⑸ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Asset Maintenance Department

　　　Finance Bureau

　　　1 , Miyamoto-cho, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki, Kanagawa 210-8577 Japan

　　　TEL:044-200-2100

18　入札説明書の交付について

　 　本工事に係る入札説明書は「入札情報かわさき」の

「入札公表詳細」に掲載するほか、上記３⑴の期間に

上記３⑵の場所で配布します。

交 通 局 規 程

川崎市交通局規程第２号

　川崎市交通局外国人向けＩＣカード取扱規程を次のよ

うに定める。

　　令和元年８月30日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

川崎市交通局外国人向けＩＣカード取扱規程

目次

　第１章　総則（第１条～第７条）

　第２章　外国人向けカード

　　第１節　発売（第８条～第10条）

　　第２節　運賃（第11条）

　　第３節　効力（第12条～第15条）

　　第４節　障害返金（第16条・第17条）

　第３章　企画乗車券

　　第１節　発売（第18条～第20条）

　　第２節　運賃（第21条）

　　第３節　効力（第22条～第25条）

　　第４節　障害返金（第26条・第27条）

　附則

　　　第１章　総則

　（目的）

第 １条　この規程は、川崎市交通局（以下「局」という。）

における、局が定める外国人向けＩＣカード（川崎市

交通局ＩＣカード取扱規程（平成19年交通局規程第６

号。以下「ＩＣカード取扱規程」という。）に定める

ＩＣカードを除く。以下同じ。）による訪日外国人旅
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客（以下「旅客」という。）の運送等について、その

使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適

正な遂行を図ることを目的とする。

　（適用範囲）

第 ２条　局において旅客の運送等を行う外国人向けＩＣ

カードは、次の各号のとおりとする。

　⑴ 　株式会社パスモが発行する「PASMO PASSPORT」

　⑵ 　株式会社パスモが相互利用を行う以下のＩＣカー

ド

　　　東日本旅客鉄道株式会社が発行する

　　　「Welcome Suica」

２ 　前項のＩＣカードによる旅客の運送等については、

この規程の定めるところによる。

３ 　前項の規定にかかわらず、第１項第２号のＩＣカー

ドにおいては、第16条に規定する障害返金の返金は行

わない。

４ 　この規程に定めのない事項については、法令、局が

定める運送約款（以下「運送約款」という。）、外国人

向けＩＣカード発行事業者が定める外国人向けＩＣカ

ード取扱規則（以下「ＩＣ発行事業者規則」という。）

及びこの規程に対する特約等の定めるところによる。

なお、ＩＣカードによる旅客の運送等について、運送

約款等と異なる取扱いの場合は、この規程が優先する。

　（用語の定義）

第 ３条　この規程における主な用語の定義は、次の各号

に掲げるとおりとする。

　⑴ 　「ＩＣ発行事業者」とは、株式会社パスモ及び東

日本旅客鉄道株式会社をいう。

　⑵ 　「ＩＣ発売事業者」とは、ＩＣ発行事業者が定め

る外国人向けＩＣカードを発売する事業者をいう。

　⑶ 　「ＩＣ取扱事業者」とは、PASMO PASSPORT取扱規

則で定める事業者をいう。

　⑷ 　「ＩＣ鉄道事業者」とは、ＩＣ取扱事業者のうち、

鉄道事業者をいう。

　⑸ 　「ＩＣバス事業者」とは、ＩＣ取扱事業者のうち、

バス事業者をいう。

　⑹ 　「ＳＦ」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類

との引換えに充当する、外国人向けＩＣカードに記

録された金銭的価値をいう。

　⑺ 　「大人用外国人向けＩＣカード」とは、専ら大人

の旅客の使用に供する大人運賃を適用する外国人向

けＩＣカードをいう。

　⑻ 　「小児用外国人向けＩＣカード」とは、専ら小児

の旅客の使用に供する小児運賃を適用する外国人向

けＩＣカードをいう。

　⑼ 　「企画乗車券」とは、ＩＣ発行事業者が外国人向

けＩＣカードの媒体を用いて発売する乗車券をいう。

　⑽ 　「チャージ」とは、外国人向けＩＣカードに入金

することをいう。

　⑾ 　「レファレンスペーパー」とは、外国人向けＩＣ

カードの登録情報が確認できる案内票をいう。

　⑿ 　「バスリーダ・ライタ（以下「バスＲ／Ｗ」とい

う。）」とは、外国人向けＩＣカードへの情報書込み

又は外国人向けＩＣカードからの情報読取りを行う

装置をいう。

　⒀ 　「ＩＣ運賃」とは、普通旅客運賃のうち、１枚の

ＩＣカードで運賃全額を一度に支払う場合に適用す

る運賃をいう。

　⒁ 　「現金運賃」とは、普通旅客運賃のうち、運賃の

支払いに現金又は回数券を含む場合に適用する運賃

をいう。

　（契約の成立及び適用規定）

第 ４条　外国人向けＩＣカードによる旅客運送の契約

は、バスＲ／Ｗで乗車処理を受けたときに旅客と局の

間において成立する。

２ 　前項の規定にかかわらず、企画乗車券の運送契約

は、その企画乗車券を発売したときに成立する。

３ 　第１項及び前項の規定によって契約の成立したとき

以降における取扱いは、別段の定めがない限り、その

契約の成立したときの定めによるものとする。

　（有効期限）

第 ５条　外国人向けＩＣカードのＳＦは、ＩＣ発行事業

者の定める有効期限を超えて使用することはできない。

　（使用方法及び制限事項）

第 ６条　外国人向けＩＣカードを使用して乗車するとき

に乗車処理が必要な場合は、バスＲ／Ｗで乗車処理を

行い、降車するときに降車処理が必要な場合は、バス

Ｒ／Ｗで降車処理を行い、乗車処理及び降車処理が必

要な場合は、乗車時にバスＲ／Ｗで乗車処理を行うと

ともに、降車時に同一のＩＣカードによりバスＲ／Ｗ

で降車処理を行わなければならない。

２ 　外国人向けＩＣカードを使用して乗車するときは、

常にレファレンスペーパーを携帯するものとし、乗務

員等からの請求があるときは、いつでもその所持する

レファレンスペーパーを呈示しなければならない。

３ 　運賃支払時に、ＳＦ残額が減額する運賃相当額に満

たないときは、現金又は局が別に定める方法で運賃を

支払う。

４ 　外国人向けＩＣカードのＳＦでは、回数乗車券、定

期乗車券及び局が別に定める乗車券等との引換えはで

きない。

５ 　10円未満のＳＦは、ＩＣ運賃を適用する場合を除

き、旅客運賃等に充当することはできない。

６ 　前条に定める有効期限を超えた外国人向けＩＣカー

ドは、チャージすることができない。

７ 　ＩＣ発行事業者規則の定めにより有効期限内であっ
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ても、12歳となる年度の３月31日を超えた旅客が、小

児用外国人向けＩＣカードを使用することはできない。

８ 　偽造、変造若しくは不正に作成された外国人向けＩ

Ｃカード、ＳＦ又は企画乗車券の機能を使用すること

はできない。

　（制限又は停止）

第 ７条　旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要

があるときは、第16条に規定する障害返金の取り扱い

箇所、時間又は方法の制限若しくは停止をすることが

ある。

２ 　前項の規定による制限又は停止に対し、局はその責

めを負わない。

　　　第２章　外国人向けＩＣカード

　　　　第１節　発売

　（発売）

第 ８条　外国人向けＩＣカードは、ＩＣ発売事業者の定

める駅等で発売する。

　（チャージ）

第 ９条　外国人向けＩＣカードは、ＩＣ発行事業者規則

の定めるところにより、外国人向けＩＣカードを処理

する機器でチャージすることができる。

　（ＳＦ残額の確認）

第 10条　外国人向けＩＣカードのＳＦ残額は、外国人向

けＩＣカードを処理する機器で確認することができる。

２ 　外国人向けＩＣカードのＳＦ残額履歴の表示又は印

字は、ＩＣ発行事業者規則の定めるところにより、外

国人向けＩＣカードを処理する機器で行うことができ

る。ただし、第２条第１項第２号に定める外国人向け

ＩＣカードのＳＦ残額履歴の表示又は印字は、最近の

ＳＦ残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場

合は、表示又は印字による確認はできないものとする。

　⑴ 　出場処理がされていないＳＦ残額履歴

　⑵ 　所定の機器による処理が完全に行われなかったと

きのＳＦ残額履歴

　　　　第２節　運賃

　（ＩＣ運賃の減額）

第 11条　旅客が、外国人向けＩＣカードのＳＦを使用し

て乗車する場合、運賃支払時に当該乗車区間の大人普

通旅客運賃１名分を減額する。ただし、小児用外国人

向けＩＣカードにあっては、小児普通旅客運賃１名分

を減額する。

２ 　前項の規定による運賃支払い以外の場合は、乗務員

に申告し、乗務員が金額を設定した後に、内容に応じ

た運賃を減額することができる。

３ 　第６条第３項による場合は、現金運賃を適用し、外

国人向けＩＣカードで減額した金額との差額を現金又

は局が別に定める方法により支払う。

　　　　第３節　効力

　（効力）

第 12条　外国人向けＩＣカードにより乗車する場合の効

力は次の各号に定めるとおりとする。

　⑴ 　当該乗車において、１回の乗車に限り有効なもの

とする。

　⑵ 　乗車後は、当日限り有効とする。

　⑶ 　途中下車の取扱いはしない。

　（レファレンスペーパーの再印字）

第 13条　レファレンスペーパーの記載事項が不明となっ

たとき又は紛失等したときは、速やかに当該外国人向

けＩＣカードを局に呈示して、レファレンスペーパー

の再印字を請求しなければならない。

　（無効となる場合）

第 14条　外国人向けＩＣカードは、次の各号のいずれか

に該当する場合は、無効とする。この場合、無効とな

った外国人向けＩＣカードの取扱いはＩＣ発行事業者

規則又は局の定めるところによる。

　⑴ 　乗車処理後の外国人向けＩＣカードを他人から譲

り受けて使用した場合

　⑵ 　外国人向けＩＣカードを使用資格者以外の者が使

用した場合

　⑶ 　使用資格を偽って購入した外国人向けＩＣカード

を使用した場合

　⑷ 　局の運送約款等に定める乗車券が無効となる事項

に該当する場合

　⑸ 　その他不正乗車の手段として使用した場合

２ 　次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定

を準用する。

　⑴ 　偽造、変造又は不正に作成された外国人向けＩＣ

カード若しくはＳＦを使用した場合

　⑵ 　旅客の故意又は重大な過失により、外国人向けＩ

Ｃカードが障害状態になったと認められる場合

　（不正使用に対する旅客運賃及び割増運賃の収受）

第 15条　前条の規定に該当した場合は、運送約款の定め

るところにより、現金運賃に基づいた普通旅客運賃及

び割増運賃を収受する。

　　　第４節　障害返金

　（障害返金）

第 16条　外国人向けＩＣカードの障害返金の取扱いは、

ＩＣ発行事業者規則の定めるところにより行う。

２ 　企画乗車券が付加された外国人向けＩＣカードの障

害返金の取扱いを行う場合は、企画乗車券が付加され

た外国人向けＩＣカード及びレファレンスペーパーを

呈示したときに、障害返金整理票を発行する。ただし、

返金する当日において企画乗車券の有効期間が終了し

ている場合は、前項の取扱いをすることがある。

３ 　企画乗車券が付加された外国人向けＩＣカードの障

害返金の申し出を受け付けた後は、これを取り消すこ
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とはできない。

４ 　次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何

を問わず障害返金の取扱いを行わない。

　⑴ 　裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場

合

　⑵ 　旅客の故意又は重大な過失により企画乗車券が付

加された外国人向けＩＣカードが障害状態となった

と認められ、第14条第２項第２号により無効となっ

た場合

　（免責事項）

第 17条　この規程に定めがない外国人向けＩＣカードを

媒体としたサービス（局が提供するものを除く。）に

関して生じた使用者の損害等については、局はその責

めを負わない。

　　　第３章　企画乗車券

　　　　第１節　発売

　（発売）

第 18条　企画乗車券は、ＩＣ発売事業者の定める事業者

の駅等で発売する。

　（チャージ）

第 19条　企画乗車券が付加された外国人向けＩＣカード

は、ＩＣ発行事業者規則の定めるところにより、外国

人向けＩＣカードを処理する機器でチャージすること

ができる。

　（ＳＦ残額の確認）

第 20条　企画乗車券が付加された外国人向けＩＣカード

のＳＦ残額は、ＩＣカードを処理する機器で確認する

ことができる。

２ 　企画乗車券が付加された外国人向けＩＣカードのＳ

Ｆ残額履歴の表示又は印字は、ＩＣ発行事業者規則の

定めるところにより、外国人向けＩＣカードを処理す

る機器で行うことができる。ただし、第２条第１項第

２号に定める外国人向けＩＣカードのＳＦ残額履歴の

表示又は印字は、最近のＳＦ残額履歴から20件までと

し、次の各号に定める場合は、表示又は印字による確

認はできないものとする。

　⑴ 　出場処理がされていないＳＦ残額履歴

　⑵ 　所定の機器による処理が完全に行われなかったと

きのＳＦ残額履歴

　　　　第２節　運賃

　（ＩＣ運賃の減額）

第 21条　ＳＦをチャージした有効期間内の企画乗車券が

付加された外国人向けＩＣカードを使用し、有効区間

外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車（乗越

し）として取り扱い、別途乗車となる区間の普通旅客

運賃相当額を減額する。

２ 　有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以

降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅

客運賃相当額を減額する。

３ 　第６条第３項による場合は、現金運賃を適用し、外

国人向けＩＣカードで減額した金額との差額を現金又

は局が別に定める方法により支払う。

　　　　第３節　効力

　（効力）

第 22条　企画乗車券が付加された外国人向けＩＣカード

は、運送約款等の定めるところにより取り扱う。

２ 　ＳＦをチャージした企画乗車券が付加された外国人

向けＩＣカードを、企画乗車券の区間外又は有効期間

の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使

用し乗車する場合の効力は、第12条の規定を準用する。

　（レファレンスペーパー）

第 23条　外国人向けＩＣカードに企画乗車券を発売した

時に発行されるレファレンスペーパーを携帯しなけれ

ばならない。

２ 　前項のレファレンスペーパーは、企画乗車券として

の効力はない。

３ 　企画乗車券の障害又は機器の故障により企画乗車券

が使用できなくなった場合、局が認めたときに当該企

画乗車券とレファレンスペーパーを呈示することによ

り乗車することができる。

４ 　レファレンスペーパーの記載事項が不明になったと

き又は紛失等したときは、速やかに当該外国人向けＩ

Ｃカードを局に呈示して、レファレンスペーパーの再

印字を請求しなければならない。

　（無効となる場合）

第 24条　企画乗車券が付加された外国人向けＩＣカード

は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。

この場合、無効となった企画乗車券の取扱いは、ＩＣ

発行事業者規則又は局の定めるところによる。

　⑴ 　使用開始後の企画乗車券を他人から譲り受けて使

用した場合

　⑵ 　取扱区間外の区間を乗車し、乗務員等の承諾を受

けずに降車した場合

　⑶ 　企画乗車券の情報が記載されたレファレンスペー

パーを携帯せずに乗車した場合又は携帯するレファ

レンスペーパーの記載事項が不明な場合

　⑷ 　使用資格を偽って購入した外国人向けＩＣカード

を使用した場合

　⑸ 　レファレンスペーパーの印字内容をぬり消し又は

改変して使用した場合

　⑹ 　その他不正乗車の手段として使用した場合

２ 　次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定

を準用する。

　⑴ 　偽造、変造又は不正に作成された企画乗車券が付

加された外国人向けＩＣカード若しくはそのＳＦを

使用した場合
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　⑵ 　旅客の故意又は重大な過失により、企画乗車券が

付加された外国人向けＩＣカードが障害状態になっ

たと認められる場合

　（不正使用に対する旅客運賃及び割増運賃の収受）

第 25条　前条の規定に該当し使用した場合は、運送約款

の定めるところにより、現金運賃に基づいた普通旅客

運賃及び割増運賃を収受する。

　　　　第４節　障害返金

　（障害返金）

第 26条　企画乗車券が付加された外国人向けＩＣカード

について第16条第２項の取扱い後、企画乗車券の有効

期間が終了していない場合は、当該企画乗車券の発売

事業者の駅等にて、発行事業者規則の定めるところに

より行う。

　（免責事項）

第 27条　紛失した企画乗車券を付加した外国人向けＩＣ

カードの障害やＳＦの使用等で生じた旅客の損害につ

いては、局はその責めを負わない。

２ 　この規程に定めがない企画乗車券を媒体としたサー

ビス（局が提供するものを除く。）に関して生じた使

用者の損害等については、局はその責めを負わない。

　　　附　則

　この規程は、令和元年９月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第３号

　川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正す

る規程を次のように定める。

　　令和元年８月30日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

　　　川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程の

　　　一部を改正する規程

　川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程（昭和29年交通

部規程第６号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１号中「という。）」の次に「及び川崎市交通

局外国人向けＩＣカード取扱規程（令和元年交通局規程

第２号。以下「外国人ＩＣカード取扱規程」という。）」

を加える。

　第22条第１項中「記名式」を「ＩＣカード取扱規程第

３条第７号に規定する」に改める。

　第30条第２項中「取扱規程」の次に「及び外国人ＩＣ

カード取扱規程」を加える。

　第31条中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条に

次の１項を加える。

２ 　次に掲げる乗車券は、ＩＣカード取扱規程第２条第

１項第１号及び第２号に規定するＩＣカード並びに外

国人ＩＣカード取扱規程第２条第１項第１号及び第２

号に規定するＩＣカードを媒体としてのみ発売するも

のとする。

　　１日乗車券

　　　附　則

　この規程は、令和元年９月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第４号

　川崎市交通局ＩＣカード取扱規程の一部を改正する規

程を次のように定める。

　　令和元年８月30日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

　　　川崎市交通局ＩＣカード取扱規程の一部を

　　　改正する規程

　川崎市交通局ＩＣカード取扱規程（平成19年交通局規

程第６号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「ＩＣカード」の次に「（川崎市交通局外国

人向けＩＣカード取扱規程（令和元年交通局規程第２

号）に定めるＩＣカードを除く。以下同じ。）」を加える。

　第２条第３項中「第１項に規定する」を「第１項の」

に改める。

　第３条（見出しを含む。）中「意義」を「定義」に改める。

　第５条第４項中「ＳＦを使用して」を「ＳＦでは、」に、

「その他」を「、その他」に改める。

　第10条中「により、営業所等」を削る。

　第12条第２項ただし書中「掲げるものについて」を

「定める場合は」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和元年９月１日から施行する。

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第17号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月21日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　上平間営業所整備場棟改築衛生その他設備工事

　⑵ 　履行期間

　　　契約の日から令和２年10月30日まで

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市中原区上平間1140番地

　⑷ 　工事概要

　　 　上平間営業所整備場棟改築に伴う機械設備工事を

行う。

　　ア 　衛生器具設備　　　　１式
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　　イ 　給水設備　　　　　　１式

　　ウ 　排水設備　　　　　　１式

　　エ 　換気設備　　　　　　１式

　　オ 　車両整備用機器設備　１式

　　カ　給油設備　　　　　　１式

　　キ　撤去工事　　　　　　１式

　＜参考＞建物概要

　　主用途　　自動車修理工場

　　構造　　　鉄骨造

　　階数　　　地上２階

　　建築面積　935.96㎡

　　延べ面積　1079.67㎡

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。

　⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に業

種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川崎市上

下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されていること。

　⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項第１号による中小企業者で

あること。

　⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を

有していること。

　⑻ 　管工事業に係る特定建設業の許可を受けているこ

と。ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合

計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」（第３号様式）

（交通局所定の様式）を提出した場合は、一般建設

業の許可でも可とします。

　⑼ 　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受け

た技術者を専任で配置できること。ただし、受注後

の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契

約に関する誓約書」（第３号様式）（交通局所定の様

式）を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工

事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を

要しません。

　⑽ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」か

つ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

３ 　入札参加申込書等の提出方法・期間

　⑴ 　入札参加申込に必要な書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　本工事に係る建設業の許可を受けていることを

確認できる書類

　　ウ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書

の写し

　　エ 　営業所における専任技術者証明書（交通局所定

の様式）（市内業者の場合に限る。）

　　オ 　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者指定

通知書及び川崎市排水設備指定工事店証の写し

　　　 ※一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「川崎市交通局入札情報」の「交通

局工事入札公表」の「案件固有書類へのリンク」

（以下「案件固有書類へのリンク」）からダウン

ロードもできます。

　　　 ※専任技術者証明書は、「案件固有書類へのリン

ク」からダウンロードした様式を使用してくださ

い。

　⑵ 　配布・提出及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階

　　　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係

　　　電話　044－200－2100

　⑶ 　提出期間

　　 　令和元年８月21日から令和元年８月27日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　設計図書類の取得

　 　本案件は、設計図書の電子化実施対象案件です。設

計図書については、下記６の確認通知書とともに、平

成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の

「工事」の委任先メールアドレスに送付します。

　 　当該委任先メールアドレスを登録していない者は、

令和元年９月２日の９時から16時までの間に財政局資

産管理部契約課（建築契約係）に下記６の確認通知書

及び電子媒体（ＣＤ－Ｒ）を持参し、設計図書の引渡

しを受けてください。

５ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　上記２の各号いずれかの資格を欠いたときは、入札

参加資格を喪失します。

６ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　参加申込書を提出した者には、参加資格業種に登録

されていることを確認し、その結果を確認通知書に

て、平成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の「工事」の委任先メールアドレスに、申込締切日

後１週間以内に送付します。

　 　当該委任先メールアドレスを登録していない者には
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ＦＡＸで送付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知するもので、最終的な入札参加資格の審査は、開札

後、入札参加申込時に遡って提出書類等の確認を行

い、入札参加資格の有無を審査します。この結果、入

札参加資格がなく申込みを行った入札者の入札は無効

とします。

７ 　仕様書等の積算に関する質問・回答

　 　所定の質問書を提出することにより、仕様書等の積

算に関する質問ができます。

　※ 電子入札システムによる質問回答機能は利用できま

せん。

　 　詳細については、仕様書等に添付されている質問書

を御覧ください。

８ 　入札の手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札書の提出方法

　　 　郵便（簡易書留又は一般書留）により提出してく

ださい。詳細については「案件固有書類へのリンク」

内「郵便入札の実施について（お知らせ）」を御覧

ください。また、入札額に相当する積算額が記載さ

れている積算内訳書を同封してください。

　　 　なお、積算内訳書の書式は、確認通知を送付する

際に添付いたします。

　　ア 　期限

　　　　令和元年９月20日　必着

　　イ 　宛先

　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係

　⑵ 　開札の日時

　　　令和元年９月25日　午前10時00分

　⑶ 　開札の場所

　　　財政局資産管理部契約課建築契約係

　　　（明治安田生命ビル13階）

９ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち最低の価格

をもって入札を行った者を落札候補者とします。当

該落札候補者について上記２に示した資格を満たし

ているかどうかの最終的な資格審査をした上、落札

者として決定します。資格審査の結果、当該落札候

補者に資格がないと認めたときは、当該入札を無効

とし、順次、価格の低い入札者について同様の審査

を実施し落札者を決定します。

　　 　なお、最低制限価格の設定額については、案件ご

とに個別設定をしていますので、「川崎市交通局工

事請負契約に係る最低制限価格取扱要綱」を御覧く

ださい。

　⑵ 　配置予定技術者届等の提出

　　 　落札候補者は配置予定技術者届等の提出が必要と

なります。積算疑義申立てに関する手続き期間の終

了後に財政局資産管理部契約課から落札候補者へ電

話連絡します。落札候補者につきましては、財政局

資産管理部契約課（建築契約係　044－200－2100）

に下記10の書類を遅くとも翌日正午までに提出して

ください。

　⑶ 　入札の無効

　　ア 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定め

る入札はこれを無効とします。

　　イ 　添付又は提出した積算内訳書に不備等のある場

合はこれを無効とします。

　　ウ 　設計書等の購入が確認できない者の入札はこれ

を無効とします。

　　　（設計図書の電子化実施対象案件を除く）

　⑷ 　本工事の設計書に係る積算内容の確認及び疑義申

立て先は、工事担当課（まちづくり局施設整備部機

械設備担当（川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田

生命ビル９階）電話044－200－2986）です。

　　　 ※積算疑義申立て制度の詳細については、「川崎

市交通局入札情報」の「契約関係規程等」の「川

崎市交通局工事請負契約の入札に係る積算疑義申

立て手続に関する取扱要綱」を御覧ください。

10　落札候補者が提出する書類

　⑴ 　配置予定技術者届（第１号様式その１）（交通局

所定の様式）

　⑵ 　配置予定技術者の資格を確認できる書類

　　ア 　監理技術者の場合

　　　 　配置予定監理技術者の「監理技術者資格者証

（両面）」及び「監理技術者講習修了証（両面）」

の写し

　　　 ※同証で雇用関係が確認できない場合、健康保険

被保険者証等の雇用関係を確認できる書類を同時

に提出してください。

　　イ 　主任技術者の場合

　　　 　配置予定主任技術者の１、２級の技術検定合格

証明書等の写し、または建設業法第７条第２号

イ、ロ、ハの条件を満たす主任技術者経歴証明書

（第２号様式）（交通局所定の様式）

　　　 ※配置予定技術者届及び主任技術者経歴証明書に

ついては、「案件固有書類へのリンク」からダウ

ンロードした様式を使用してください。

　⑶ 　配置予定技術者の雇用関係を確認できる書類（健

康保険被保険者証の写し）

　　 　健康保険被保険者証の写しを提出できない者は下

記の書類の写し

　　ア 　市区町村作成の住民税特別徴収税額通知書の写
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し

　　イ 　年金事務所作成の被保険者標準報酬決定通知書

の写し

　　ウ 　公共職業安定所作成の雇用保険資格取得等確認

通知書の写し

　　エ 　その他雇用関係が確認できる書類

　　 　なお、配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇

用関係にあることを要します。

　　 　直接的な雇用関係とは、配置予定技術者とその所

属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇

用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、

雇用、権利構成）が存在することをいいます。

　　 　また、恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわた

り当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に

従事することが担保されていることをいい、一般競

争入札参加申込日以前に３箇月以上の雇用関係にあ

ることが必要です。（在籍出向者、派遣社員、契約

社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはい

えません。）

　　※配置予定技術者を配置できない場合

　　 　落札候補者となったにもかかわらず、「正当な理

由」なしに技術者を配置できずに契約を締結できな

い場合は、川崎市競争入札参加者指名停止等要綱別

表第２第15号「本市発注の競争入札において、正当

な理由なく指定された期限までに本市が指定した参

加資格の確認書類を提出しないとき。」に該当する

ものとして、指名停止措置の対象となりますので、

十分に御注意ください。

　⑷ 　下請契約に関する誓約書（第３号様式）（交通局

所定の様式）

　　  本工事を一般建設業の許可を受けている者が受注す

る場合、下請契約の請負金額の合計が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）以上となることは、

法令上認められていません。

　　 ※下請契約に関する誓約書は、「案件固有書類への

リンク」からダウンロードした様式を使用してくだ

さい。

　　 ※特定建設業の許可を有していて監理技術者を配置

する場合は不要です。

　　 ※請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は

6,000万円）未満となった場合は不要です。

11　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市交通局

会計規程第11条に定める有価証券（振替債を除く。）

の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができます。

　　 　また、公共工事履行保証証券による保証を付し、

履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証

金を免除します。

　⑶ 　前払金　必須

　　 　この工事は中間前払金の適用工事です。詳しく

は、「川崎市交通局公共工事の前払金に関する規程」

及び「川崎市交通局公共工事中間前払金取扱要綱」

を御覧ください。

12　下請負人の制限

　 　健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条、雇用保

険法第７条の届出の義務を履行していない建設業者を

下請負人とした場合は、契約違反となる場合がありま

すので御注意ください。

　　 ※平成31年４月１日から、制限の対象を１次下請負

人に限らず「全ての下請負人」に拡大しております

ので御注意ください。

13　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市交通局契約規程

及び川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札

参加者心得は、財政局資産管理部契約課で閲覧でき

ます。

　⑷ 　公告に関する問い合わせは、川崎市財政局資産管

理部契約課になります。

　⑸ 　関連する「上平間営業所整備場棟改築その他工

事」が入札不調となった場合は、本工事の入札を中

止します。また、関連する「上平間営業所整備場棟

改築その他工事」の落札者が決定していない場合

は、落札者が決定した後に本工事の契約を締結しま

す。

　⑹ 　指名停止期間中の川崎市競争入札参加資格者との

下請契約は認められておりませんので御注意くださ

い。

　【抜粋】川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

　（下請等の禁止）

　第 ７条　指名停止の期間中の有資格業者が、本市の契

約に係る下請けをし、若しくは受託をすることを承

認しないものとする。ただし、会社更生法（平成14

年法律第154号）に基づく更生手続きの申立て又は

民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生

手続きの申立てをしたことによる指名停止中の場合

は、この限りでない。

　⑺ 　この工事は、消費税及び地方消費税の税率10％が

適用されます。
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　⑻ 　改元日以後、「平成」と表記されている年又は年

度は、「令和」に読み替えてください。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第18号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月23日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　市バス安全・安心フェスタ2019開催に係るイベン

ト用品設営等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　飛鳥ドライビングカレッジ川崎

　　　（川崎市川崎区下並木97番地）

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和元年10月18日まで

　⑷ 　業務概要

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「その他業務」、種目「イベント」で登

録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　平成26年４月１日以降に、本市又は他官公庁が発

注したイベント設営業務の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　原田

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　令和元年８月23日から令和元年８月30日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　　※ 　３により所定の書類を提出した者には、３⑵の

期間中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和元年９月６日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部管理課　営業企画担当　那須

　　電話　044－200－2491

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和元年９月13日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上

の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低

の価格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他
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　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第19号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月23日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び予定数量

　　　尿素水（ＡｄＢｌｕｅ）10月～３月分（単価契約）

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　上平間営業所、塩浜営業所、井田営業所、

　　　鷲ヶ峰営業所、菅生営業所

　⑷ 　納入期間

　　　令和元年10月１日から令和２年３月31日まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿に、業種「薬品」、

種目「化学工業薬品」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市内に本社又は事業所を有すること。（「市内」

又は「準市内」に登録されていること。）

　⑷ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱による指名停止の措置を受けていない

こと。

　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。同申請書は、市バスホームページ内「入札情報」

からダウンロードしてください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　令和元年８月23日から令和元年８月30日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」からダウンロードもできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和元年９月６日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　朝生

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　この入札による契約は単価契約ですが、入札は１

リットル当たりの単価に予定数量を乗じた総価で行

います。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税業者であるか免税業者であるかを問わず、一切の

諸経費を含めて算定した金額から消費税及び地方消

費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載し

てください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和元年９月13日　午後２時00分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
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て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否　

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第20号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月27日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　ドライブレコーダー購入

　⑵ 　履行場所

　　　交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和２年３月31日まで

　⑷ 　物品の特質等

　　　仕様書で定めるとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市【製造の請負・物品の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」ランク「Ａ」

又は「Ｂ」、種目「自動車用品」で登録されている

こと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　平成30年４月１日以降、国内の乗合バス又は貸切

バス事業者への本調達物品と同等物品の納入実績を

有し、現在も使用されていること。

　⑸ 　仕様書のとおり納入できること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ

ん。一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、市バ

スホームページ内「入札情報」からダウンロードして

ください。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　原田

　　　電話　044－200－3228

　⑵ 　提出期間

　　 　令和元年８月27日から令和元年９月４日の午前８

時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分

まで（土曜日及び日曜を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　市バスホームページ内「入札情報」からダウンロー

ドしてください。

　※ 　３により所定の書類を提出した者には、３⑵の期

間中、無料で交付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に

は、その結果を令和元年９月13日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部　安全・サービス課　亀山

　　電話　044－200－3208

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書等について、虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を
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除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和元年９月27日　午前11時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上

の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低

の価格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお川崎市交通局契約

規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第21号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月29日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　バッテリ（210H52・75D23R）購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　令和元年10月１日から令和２年３月31日まで

　⑷ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における平成31・32年度製造の請負・物件

の供給等有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目

「自動車用品」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市内に本社又は事業所を有すること。

　　（「市内」又は「準市内」に登録されていること。）

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」からもダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月29日から令和元年９月９日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」からダウンロードもできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和元年９月18日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　伊藤

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失
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　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　この入札に付する契約は単価契約ですが、落札の

決定は、品目ごとの単価と予定数量を乗じて求めた

小計を足し合わせた総価で行います。この金額に

は、その他一切の諸経費を含めて算定してくださ

い。入札書には、算定した金額から消費税及び地方

消費税に相当する金額を除いた金額を記載してくだ

さい。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和元年９月25日　午前10時00分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて定

めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって

有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第22号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和元年８月29日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　邉　見　洋　之　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　タイヤ（245・275）購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　令和元年10月１日から令和２年３月31日まで

　⑷ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市における平成31・32年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿に、業種「自動

車」、種目「タイヤ」で登録されており、かつ、ラ

ンク「Ａ」又は「Ｂ」に格付けされていること。

　⑶ 　川崎市内に本社又は事業所を有すること。

　　（「市内」又は「準市内」に登録されていること。）

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　吉村

　　　電話　044－200－3228

　　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バス

ホームページ内「入札情報」からもダウンロー

ドできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和元年８月29日から令和元年９月９日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法
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　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」からもダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には

その結果を令和元年９月18日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　伊藤

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　この入札に付する契約は単価契約ですが、落札の

決定は、品目ごとの単価と予定数量を乗じて求めた

小計を足し合わせた総価で行います。この金額に

は、その他一切の諸経費を含めて算定してくださ

い。入札書には、算定した金額から消費税及び地方

消費税に相当する金額を除いた金額を記載してくだ

さい。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和元年９月25日　午前11時

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第18号

　　　入　　札　　公　　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和元年８月19日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書は、病院局契約

担当の窓口で縦覧できるほか、インターネットに

おいて、病院局入札情報のページで閲覧すること

ができます。（http://www.city.kawasaki.jp/830/

cmsfiles/contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/

index.html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午
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後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受け付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成31・32年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口

に回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入

札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９ 　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用するハイビジョン対応耳鼻咽喉内視鏡ビデオシステムの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から令和元年９月30日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和元年８月19日から令和元年８月23日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和元年８月30日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する電気メスの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から令和元年９月30日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和元年８月19日から令和元年８月23日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和元年８月30日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する皮膚灌流圧測定装置の調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 契約締結日から令和元年９月30日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和元年８月19日から令和元年８月23日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和元年８月30日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する尿管鏡ファイバーの調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 契約締結日から令和元年９月30日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和元年８月19日から令和元年８月23日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時

令和元年８月30日　午前10時00分

※川崎市病院局公告第19号・案件１と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名
病院事業会計財務会計システムバージョンアップに係るサーバ機器及びソフトウェ

ア等の調達

履行場所 川崎市川崎区砂子１－８－９ 　川崎御幸ビル７階（病院局）

履行期限 契約締結日から令和元年９月30日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「コンピュータ」

種　目　「－」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和元年８月19日から令和元年８月23日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和元年８月30日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市病院局公告第19号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和元年８月19日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書は、病院局契約担当の

窓口で縦覧できるほか、インターネットにおいて、

病院局入札情報のページで閲覧することができます。

　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成31・32年度

業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加

者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格

のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受付け

ます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口に

回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入札
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情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９ 　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

川崎市病院局公告第20号

　　　公募型プロポーザル実施の公告

　川崎市看護職員募集に係るパンフレット等作製業務委

託の業者選定に関する公募型プロポーザルの実施につい

て次のとおり公告します。

　　令和元年８月19日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　委託名、委託内容及び履行期限、特記事項

　⑴ 　業務委託の名称

　　 　川崎市看護職員募集に係るパンフレット等作製業

務委託

　⑵ 　委託内容

　　　川崎市看護職員募集に係るパンフレット等作製業務

　⑶ 　履行期限

　　　令和元年12月27日までに作製・納品すること。

　⑷ 　特記事項

　　　最優秀提案者と協議の上、契約を締結します。

２ 　提案書提出者の資格

　　次の全てを満たしていること。

　⑴ 　川崎市病院局契約規程第２条の規定に基づく資格

停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱（昭和

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院尿管鏡ファイバー保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 令和元年10月１日から令和３年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「医療関連業務」

種目「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和元年８月19日から令和元年８月23日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時

令和元年８月30日　午前10時00分

※川崎市病院局公告第18号・案件４と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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63年９月１日63川財工第166号）による指名停止期

間中でないこと。

　⑶ 　川崎市業務委託有資格業者名簿の当該契約に対応

するとして定めた業種「その他業務」・種目「広告

代理店」又は「印刷物のデザイン」について登録さ

れている者。

　⑷ 　職員募集に関するホームページやパンフレット

等、広告物の作製を平成27年４月１日以降に実施し

ていること。

３ 　受託者を特定するための項目

提案項目 提案に当たっての注意点

１ 実施体制

スケジュール案

・本業務を遂行する人員（専任・

兼任の別を明記）と執行体制を記

載してください。・本業務の進め

方、スケジュール、進行管理をど

のように実施していくかを記載し

てください。

２ 基本方針との整合性 ・仕様書の基本方針を踏まえて、

企画案の特色、コンセプト等を記

載してください。なお、成果物の

主な配布対象者は看護学生になり

ます。

３ デザイン案 ・仕様書等を踏まえて、それぞれ

のデザイン案と簡単な説明を記載

してください。複数案提示可。・

パンフレットについては、表紙を

含めた仕上がりイメージがわかる

デザイン案、全体の構成・配置案

を示してください。写真・文字情

報はダミーで構いません。ページ

抜粋可。・パンフレットをクリア

ファイルにセットした時のイメー

ジがわかるデザイン案をＡ４サイ

ズで作製してください。

４ 過去の実績 ・平成27年４月１日以降に作製し

た職員募集に関する広告物の実績

を全て記載してください。（契約

年、病院・企業名、作製した広告

物など）・過去に作製した広告物

の主要部分の写しを記載してくだ

さい。・どのようなコンセプトで

作製したか簡潔に記載してくださ

い。

５ 見積額 ・ 見 積 金 額 は 消 費 抜 き で

3,300,000円以内とします。また、

内訳についても添付してください。

４ 　本市の担当部課

　 　川崎市病院局総務部庶務課

５ 　プロポーザル参加意向申出書（第３号様式）の提出

期限、場所及び方法

　 　プロポーザルに参加を希望する者は、次のとおりプ

ロポーザル参加意向申出書（第３号様式）及び実績を

証する書類（契約書の写し等）を提出して下さい。

　 　提出期間：令和元年８月19日（月）～ 26日（月）（土

日を除く）

　　（受付時間　８：30 ～ 12：00　13：00 ～ 17：15）

　　提出場所：川崎市病院局総務部庶務課

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　　　川崎御幸ビル７階

　　提出方法：持参により提出してください。

６ 　プロポーザル関係書類提出要請書（第２号様式）の

交付時期、場所及び方法

　 　プロポーザル参加意向申出書（第３号様式）等を提

出した者のうち、前述「２　提案書提出者の資格」に

適合した者に、次のとおりプロポーザル関係書類提出

要請書（第２号様式）を交付します。

　　交付時期：令和元年８月29日（木）頃

　　交付方法：メールにより送付します。

７ 　提案書（第１号様式）等の提出期限、場所及び方法

　 　プロポーザル関係書類提出要請書（第２号様式）の

交付を受けた者は、次のとおり提案書（第１号様式）

等を提出して下さい。

　　提出期限：令和元年９月13日（金）17時15分必着

　　提出場所：川崎市病院局総務部庶務課

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　　　川崎御幸ビル７階

　　提出方法：持参により提出してください。

　　提出書類：① 提案書等（Ａ４サイズ30枚（片面）以

内） ７部

　　　　　　　② パンフレット見本誌（紙質は問いませ

ん。） ７部

　　　　　　　③見積書 １部

　　　　　　　　 （見積金額は消費税抜きで3,300,000

円以内とします。また、内訳について

も添付してください。）

　　　　　　　④ 事業者の概要がわかる資料（会社概要

等） ７部

８ 　要請手続において使用する言語及び通貨

　　言語： 業務に必要な場合を除き、日本語を使用しま

す。

　　通貨： 業務に必要な場合を除き、日本国通貨を使用

します。

９ 　契約書作成の要否

　 　選考された最優秀提案者と仕様の細部や契約金額等

について協議し、協議が成立した場合には、当該業務

に係る随意契約を締結し契約書を作成します。協議に

あたっては、見積り金額の内訳についても確認させて

いただきます。

10　関連情報の入手方法等

　⑴ 　質問方法

　　 　仕様等に関する質問がある場合は、令和元年８月

26日（月）までに、質問内容を記した文書を添付し

て、メールを送信してください。なお、質問には適
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宜回答する予定ですが、必ず質問書に記載して提出

してください。

　　 　質問書の様式は問いませんが、Microsoft word形

式の文書を使用して下さい。

　　　【宛先】病院局総務部庶務課　菅原

　　　　　　　アドレス　83syomu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　質問への回答について

　　 　令和元年８月29日（木）までに、質問内容と回答

をまとめた同一の資料を、辞退者を除く全ての提案

者宛てにメールで送付します。

11　プレゼンテーションについて

　⑴ 　開催予定日時

　　 　令和元年９月17日（火）～ 26日（木）のうち４

の担当部課が指定する日時

　　 ※各事業者の時間割りについては、参加する提案者

が確定した後、速やかにお知らせ致します。

　⑵ 　開催場所

　　　川崎市病院局会議室

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階

　⑶ 　持ち時間

　　　質疑応答を含めて１社20分以内。

　　 　プロポーザル資料の説明を10分程度で行ってくだ

さい。プレゼンテーション後、約10分間質疑応答を

行います。（状況により変更が生じることがありま

す。）

　　 　なお、プロジェクター等機材の使用はできません

が、記載内容の全部又は一部を拡大したパネルやボ

ードを使用することは可能です。

　⑷ 　出席者

　　　各者４名以内

12　その他

　⑴ 　提案を辞退される場合について

　　 　諸般の事情によりプロポーザルを辞退される場合

は、９月４日（水）17時15分までに辞退届（様式自

由）を提出願います。

　⑵ 　受託者の選定について

　　 　川崎市看護職員募集に係るパンフレット等作製業

務委託プロポーザル評価委員会にて審査し、結果通

知書をプレゼンテーションに参加した全ての提案者

に送付します。

　⑶ 　提案に関する費用

　　　提案者の負担とさせていただきます。

　⑷ 　選考結果について

　　　選考後、１週間以内に参加者に結果を通知します。

　⑸ 　提案の取消について

　　 　最優秀提案者と選定された後であっても、川崎市

暴力団排除条例及び神奈川県暴力団排除条例に該当

すると判明したときは提案を無効とします。

　　　───────────────────

川崎市病院局公告第21号

　　　入　　札　　公　　告

　工事請負契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和元年８月21日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（以下

「建築契約係」といいます。）

　　 　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13

階　電話044‐200‐2100

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程は、建築契約係の窓口で縦覧できるほか、インタ

ーネットにおいて、病院局入札情報のページで閲覧

することができます。

　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、閉庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に建築契約係窓口で受付けます。

　　イ 　競争参加者は、別紙の案件ごとに定められた競

争参加資格のほか、次の全ての条件を満たす必要

があります。

　　（ア ）川崎市病院局契約規程第２条の規定に該当し

ないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認めた者には、別紙の案

件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交付し

ます。競争参加資格があると認め難い者には、別

途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認めた者が、競争参加申
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込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加す

ることはできません。

　⑸ 　入札及び開札について

　　ア 　本案件は郵便入札にて執行します。入札方法の

詳細については別に定めるところによります。ま

た、開札は別紙の案件ごとに定める日時におい

て、次の場所で執行します。

　　　 　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係

　　　　（川崎市川崎区宮本町１番地）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、翌日に再度入

札を行います。その際は、対象者に別途連絡しま

す。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑹ 　契約の締結について

　　 　契約書の作成を必要とします。詳細については、

各案件の「一般競争入札のお知らせ」を御覧くださ

い。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 井田病院ケアセンター外壁塗装及び屋上防水改修工事

履行場所 川崎市中原区井田２丁目27番１号

契約期間 契約の日から令和２年３月13日まで

競 争 参 加 資 格

⑴ 　川崎市病院局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されてい

る者。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録

されている者。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号に

よる中小企業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約

の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下

請契約に関する誓約書」（病院局所定の様式）を提出した場合は、一般建設業の許可

でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できるこ

と。ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の

場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」（病院局所定の様式）を提

出した場合は、主任技術者でも可とします。また、本案件の請負金額が3,500万円（建

築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は専任を要しません。

⑽ 　外壁複合改修工法（ピンネット工法）の施工に必要な技術を有することを証明する

ピンネットメーカー発行の認定証を有すること。

申 込 締 切 日 令和元年８月30日（金）まで受付けます。

予 定 価 格 公表しません。

入 札 保 証 金 免除とします。

最 低 制 限 価 格 設定します。

郵 便 入 札 締 切 日 令和元年９月26日（木）必着

開 札 日 令和元年９月30日（月）午前10時00分



川 崎 市 公 報 （第1,778号）令和元年(2019年)９月10日

－2865－

川崎市病院局公告第22号

　　　入　　札　　公　　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和元年８月26日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書は、病院局契約担

当の窓口で縦覧できるほか、インターネットにおい

て、病院局入札情報のページで閲覧することができ

ます。

　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受け付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成31・32年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口

に回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入

札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９ 　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する電子カルテワゴンの調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 契約締結日から令和元年９月30日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「文具・事務機器」

種　目　「事務用機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和元年８月26日から令和元年９月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和元年９月10日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院及び井田病院で使用する下半期給食用米穀の単価契約

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 令和元年10月１日から令和２年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「食料品」

種　目　「食料品」

地域区分 「市内」、「準市内」

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和元年８月26日から令和元年９月２日まで受付けます。

納 品 予 定 米 の

提 案 期 間

令和元年８月26日から令和元年９月２日まで受付けます。（提案については、川崎市立川崎病

院にて提案し、審査を受けてください。）

提案に対する回答 令和元年９月６日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和元年９月12日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、発注が予想される見込数量であり、発注を約束するもの

ではありません。

病 院 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市病院局公告（調達）第11号

　　　落札者等の公示

　川崎市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める規程（平成17年川崎市病院局規程第40号）第11条

の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示します。

　　令和元年９月10日

 川崎市病院事業管理者　増　田　　純　一　　

１ 　物品及び役務の名称

　　「川崎病院で使用する超電導磁気共鳴診断装置の調達」

　　「川崎病院超電導磁気共鳴診断装置保守業務委託」

　　合併入札

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地
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　　病院局経営企画室契約担当

　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 川崎御幸ビル７階

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和元年８月５日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　シーメンスヘルスケア株式会社　横浜営業所

　　営業所長　嵯峨井　真也

　　横浜市神奈川区沢渡１番地２菱興新高島台ビル

５ 　落札金額

　　173,525,000円（消費税額及び地方消費税額を含む。）

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条柱書に規定する、地方自治法施

行令第167条の２第１項第８号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市病院局公告（調達）第12号

　　　入　　札　　公　　告

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和元年９月10日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約において使用する言語及び

通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑶ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書は、病院局契約担当の

窓口で縦覧できるほか、インターネットにおいて、

病院局入札情報のページで閲覧することができます。

　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑷ 　別紙の案件の入札に関する苦情等については、川

崎市政府調達苦情処理検討委員会へ申し立てること

ができます。落札者の決定後、苦情申し立てが行わ

れた場合、川崎市政府調達苦情処理検討委員会の申

し立て検討期間中、契約手続を一時停止することが

あります。

　⑸ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑹ 　本書に定める事項のほか調達の詳細は、仕様書及

び契約規程の定めるところによります。

２ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　⑴ 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定めた期間

に病院局契約担当窓口で受け付けます。

　⑵ 　競争参加者は、別紙の案件ごとに定めた競争参加

資格のほか、次の全ての条件を満たす必要がありま

す。

　　ア 　契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中ではないこと。

　　ウ 　法令等に従い、本件契約を確実に履行する資格

及び能力を有すること。

　　エ 　本書に定める各種書面の提出、受領等、競争参

加者の義務を誠実に履行すること。

　⑶ 　「平成31・32年度川崎市製造の請負、物件の買入

れ等有資格業者名簿（以下「名簿」といいます。）」

に登録のない者（別紙の案件に定められた業種に登

録のない者も含みます。）は、所定の様式をもって

競争参加の申込締切日までに財政局資産管理部契約

課で資格審査の申請を行ってください。

　⑷ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙の

案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交付し

ます。競争参加資格があると認め難い者には、別途

お知らせします。

　⑸ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参加

申込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加する

ことはできません。

３ 　仕様等に関する問合せの方法について

　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局入

札情報のページで取得できます。）により受け付けま

す。また、提出された質問書は１⑵の照会窓口に回答

書と共に掲示を行い、併せて１⑶の病院局入札情報の

ページにも掲載を行います。

４ 　商品説明書について

　 　競争参加者は、別紙の案件ごとの定めた期間に、納

入を予定する物品の商品説明書をそれぞれ３部ずつ病

院局契約担当窓口に提出してください。商品説明書の

構成は次のとおりとします。ただし、次のうち⑶⑷⑸

⑹を取りまとめての作成、又は⑶⑷⑸⑹を⑴に含めて

の作成は可とします。

　⑴ 　提案書（応札機種リスト・応札する商品のカタロ

グを含む。）
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　⑵ 　応札仕様書（入札仕様書と対比させて作成のこ

と。）

　⑶ 　設置条件に関する資料

　⑷ 　納入に要する期間に関する資料

　⑸ 　消耗品に関する資料

　⑹ 　保守及び障害支援体制に関する資料

　⑺ 　出庫証明書又は販売店若しくは代理店であること

を証する書面

　⑻ 　定価証明書（単価のほか、総価を示すもの）

　⑼ 　見本　各商品につきＭサイズ１着

５ 　入札及び開札について

　⑴ 　入札及び開札の日時・場所等については、別紙の

案件ごとの定めるところによります。

　⑵ 　入札及び開札に立会う者は、競争参加資格確認通

知を受けた者又はその代理人とし、その者は競争参

加資格確認通知書を必ず持参するものとします。な

お、代理人が立会う場合は、入札に関する権限及び

開札の立会いに関する権限の委任を受けた書面を事

前に提出しなければなりません。

　⑶ 　郵便により入札書を提出する場合は、封筒の書式

その他の事項について、必ず事前に病院局契約担当

に御相談ください。

　⑷ 　落札者の決定については、契約規程第14条の規定

に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最

低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札

者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。入札書記載金額の最も低い

者が予定価格を上回り、落札者を決定できないとき

は、直ちに再度入札を行います。

　　 　なお、その前回の入札が参加者心得の規定により

無効とされた者、並びに開札に立会わない者は再度

入札に参加できません。

　⑸ 　参加者心得において無効と定める入札は、これを

無効とします。

６ 　契約の締結について

　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締結

します。

　⑴ 　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。

ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は保証

金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金の適用はありません。

　⑶ 　契約書の作成を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院コメディカル用白衣賃貸借（基本単価契約）

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限
契約締結日から令和６年３月31日まで

（５年間の長期継続契約）

競争参加資格

名 簿 の

登　 録
業　種　「リース」

そ の 他

医療法施行規則第９条の14に規定されている全ての条件を満たしていることを証明で

きる次の⑴又は⑵のいずれかの書面を提出すること。

　⑴ 　財団法人医療関連サービス振興会の医療関連サービスマーク制度による認定証

書の写し

　⑵ 　⑴の認定を取得していない場合は、次の全ての書面

　　ア 　洗濯施設の所在地その他医療法施行規則第９条の14に規定する処理能力を証

明する書面

　　イ 　運搬方法、洗濯物の処理の方法、洗濯施設の清潔保持の方法を記載した標準

作業書

　　ウ 　業務の管理体制を記載した業務案内書

　　エ 　業務上必要な研修実施調書

競争参加の申込 令和元年９月10日から令和元年９月18日まで受付けます。

商 品 説 明 書 商品説明書の提出期限は、令和元年９月10日から令和元年９月18日までとします。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和元年10月４日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室
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郵 便 に よ る

入札書の提出

提出期限 令和元年10月２日必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１ 　川崎市病院局経営企画室　経理担当課長

入 札 保 証 金 免除します。

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

Summary

１ 　Nature and quantity of product to be purchased: 

　　Medical staff's Uniforms to use at Kawasaki Municipal Kawasaki Hospital

２ 　Time-limit for tender:

　　10:00 A.M. October 4, 2019

３ 　Time-limit for tender by mail:

　　October 2, 2019

４ 　Contact point for the notice:

　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　Accounting section, Management Planning Office,

　　Municipal Hospital Management Bureau

　　Kawasakimiyuki bldg 7F 

　　1-8-9, Isago, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, 210-0006 JAPAN

　　TEL 044-200-3857 (Direct-in)

消 防 局 公 告

川崎市消防局公告第５号

　　　サイレンの吹鳴について

　消防法（昭和23年法律第186号）第26条第３項の規定

により消防訓練に伴うサイレンの吹鳴を、次のとおり公

告します。

　　令和元年８月21日

 川崎市消防長　原　　　悟　志　　

訓

練

日 時
令和元年９月１日（日）　10時00分

～ 12時15分

場 所
多摩区布田23番１号

川崎市立下布田小学校

消防隊数 消防隊等　１隊 計１隊

日 時
令和元年９月13日（金）10時10分～

10時45分

場 所
川崎区大師河原１丁目１番１号

川崎大師平間寺自動車交通安全祈祷殿

消防隊数 消防隊６隊　救急隊３隊 計９隊

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第９号

　川崎市教育委員会臨時会を次のとおり招集します。

　　令和元年８月19日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　小田嶋　　　満　　

１ 　日　時　令和元年８月25日（日）10時00分から

２ 　場　所　川崎市総合教育センター　第１研修室

３ 　議　事

　　　議案第28号　 令和２年度使用小学校教科用図書の

採択について

　　　議案第29号　 令和２年度使用中学校教科用図書の

採択について

　　　議案第30号　 令和２年度使用川崎高等学校附属中

学校教科用図書の採択について

　　　議案第31号　 令和２年度使用高等学校教科用図書

の採択について

　　　議案第32号　 令和２年度使用特別支援学校教科用

図書の採択について（学校教育法第

34条第１項検定済教科書）

　　　議案第33号　 令和２年度使用特別支援学校小中学

部及び小中学校特別支援学級教科用

図書の採択について（学校教育法第

34条第１項文部科学省著作教科書）
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　　　議案第34号　 令和２年度使用特別支援学校小中学

部及び小中学校特別支援学級教科用

図書の採択について（学校教育法附

則第９条教科用図書）

　　　議案第35号　 令和２年度使用特別支援学校高等部

教科用図書の採択について（学校教

育法附則第９条教科用図書）

　　　───────────────────

川崎市教育委員会告示第10号

　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。

　　令和元年８月20日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　小田嶋　　　満　　

１ 　日　時　令和元年８月27日（火）14時00分から

２ 　場　所　教育文化会館　第６会議室

３ 　議　事

　　　議案第36号　 教育委員会の権限に属する事務の管

理及び執行状況に係る点検及び評価

に係る報告書（平成30年度版）につ

いて

　　　議案第37号　 地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第29条の規定に基づく意見聴

取について

４ 　その他報告等

監 査 公 表

 １川監公第４号　

 令和元年８月23日　

　　　川崎市職員措置請求について（公表）

　令和元年６月26日付けをもって受理した標記の請求に

ついて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第

４項の規定に基づき監査を実施しましたので、請求人に

対する通知文を別紙のとおり公表します。

 川崎市監査委員　寺　岡　章　二　　

 同　　　　　　　植　村　京　子　　

 同　　　　　　　嶋　崎　嘉　夫　　

 同　　　　　　　沼　沢　和　明　　



川 崎 市 公 報 （第1,778号）令和元年(2019年)９月10日

－2871－

 

1 
 監

査
の

結
果

 

［
請

求
内

容
］

 

 
川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書

 
  
川
崎
市
監
査
委
員
殿

 
 

２
０
１
９
（
令
和
元
）
年
６
月
２
６
日
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
請
求
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 
川
崎
市
川
崎
区
砂
子
１
丁
目
１
０
番
地
２

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ソ
シ
オ
砂
子
ビ
ル
７
階
 

川
崎
合
同
法
律
事
務
所
内

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
か
わ
さ
き
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
幹
事
 

 
川
 

口
 

洋
 

一
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
 
 
 
篠
 
原
 
義
 
仁

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
住
所
 
（
省
略
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
天
 
野
 
捷
 
一

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 
（
省
略
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
山
 
本
 
太
三
雄

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 
（
省
略
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
矢
 
沢
 
美
 
也

 
 第
１
 
請
求
の
要
旨

 
 

 
 

川
崎

市
監

査
委

員
が

、
川

崎
市

長
及

び
関

係
職

員
に

対
し

、
以

下
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
よ

う

に
勧
告
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

 
 

 
１

 
川

崎
市

は
東

洋
・

あ
お

み
・

不
動

テ
ト

ラ
共

同
企

業
体

と
の

間
で

平
成

３
０

年
６

月
２

７
日

に

締
結

し
た

工
事

請
負

契
約

に
基

づ
く

契
約

金
額

１
７

億
９

２
８

０
万

０
０

０
０

円
の

支
払

い
を

し

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
措
置

 
 

 
２

 
川

崎
市

は
東

亜
・

み
ら

い
・

本
間

共
同

企
業

体
と

の
問

で
平

成
３

０
年

６
月

２
７

日
に

締
結

し

た
工

事
請

負
契

約
に

基
づ

く
契

約
金

額
１

９
億

３
９

０
１

万
０

４
０

０
円

の
支

払
い

を
し

て
は

な

 

 

（
別

紙
）

 

 

３
１

川
監

第
３

５
８

号
 

令
和

元
年

８
月

２
３

日
 

  
か

わ
さ

き
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
 

 
 

 
代

表
幹

事
 

川
口

 
洋

一
 

様
 

 
 

 
同

 
 

 
 

篠
原

 
義

仁
 

様
 

 
天

野
 

捷
一

 
 

様
 

 
山

本
 

太
三

雄
 

様
 

 
矢

沢
 

美
也

 
 

様
 

 

川
崎

市
監

査
委

員
 

 
寺

 
岡

 
章

 
二

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
植

 
村

 
京

 
子

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
嶋

 
崎

 
嘉

 
夫

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
沼

 
沢

 
和

 
明

 
 

 
 

  

川
崎

市
職

員
措

置
請

求
に

つ
い

て
（

通
知

）
 

 

令
和

元
年

６
月

２
６

日
付

け
を

も
っ

て
受

理
し

た
標

記
の

請
求

に
つ

い
て

、
地

方
自

治
法

（
昭

和

２
２

年
法

律
第

６
７

号
）

第
２

４
２

条
第

４
項

の
規

定
に

基
づ

き
監

査
を

実
施

し
ま

し
た

の
で

、
そ

の
結

果
を

次
の

と
お

り
通

知
し

ま
す

。
 

 



（第1,778号）令和元年(2019年)９月10日 川 崎 市 公 報

－2872－

 

3 
 

息
な
ど
の
健
康
被
害
が
広
が
り
多
く
の
犠
牲
者
を
生
み
、「

川
崎
公
害
」
と
し
て
大
き
な
問
題
と

な
っ

た
。

そ
の

後
、

海
外

で
の

製
造

な
ど

に
中

心
を

移
し

た
企

業
は

、
臨

海
部

の
事

業
所

・
工

場
を

閉
鎖

、
売

却
し

た
た

め
、

現
在

は
新

た
な

埋
立

て
よ

り
も

再
開

発
事

業
が

進
め

ら
れ

て
い

る
。

 
 

 
 

 
 

ま
た

、
川

崎
市

の
港

湾
計

画
で

は
市

民
ゴ

ミ
の

処
理

場
が

必
要

な
た

め
、

浮
島

で
は

清
掃

工

場
や

処
分

場
の

た
め

埋
立

て
が

行
わ

れ
、

新
た

な
処

分
地

と
し

て
東

扇
島

堀
込

部
が

確
保

さ
れ

て
い
た
。

 
 
 
 
 
 
平
成
２
９
年
１
０
月
に
「
軽
易
な
変
更
」
と
し
て
港
湾
計
画
を
変
更
し
て
東
扇
島
掘
込
部
（
川

崎
市

川
崎

区
東

扇
島

所
在

）
の

埋
立

て
（

以
下

、
「

本
件

事
業

」
と

い
う

。
）

の
目

的
に

、
増

加

す
る

コ
ン

テ
ナ

貨
物

に
加

え
て

、
不

足
す

る
倉

庫
用

地
の

確
保

を
加

え
、

凌
渫

土
の

有
効

活
用

を
除
い
た
（
資
料
１
）
。

 
 

 
 

 
 

そ
の

後
、

平
成

３
０

年
３

月
１

日
に

公
有

水
面

埋
立

免
許

取
得

、
平

成
３

０
年

３
月

２
０

日

に
Ｊ
Ｒ
東
海
と
の
基
本
協
定
を
締
結
（
資
料
２
）
、
平
成
３
０
年
６
月
４
日
よ
り
議
会
か
ら
順
次

議
決
を
得
て
、
下
記
の
工
事
の
契
約
を
始
め
た
。

 
 
 
（
２
）
概
要

 
 

 
 

 
 

本
件

事
業

は
、

Ｊ
Ｒ

東
海

と
の

基
本

協
定

に
基

づ
き

、
リ

ニ
ア

中
央

新
幹

線
工

事
に

よ
る

建

設
発
生
土
を
埋
立
用
材
と
し
て
受
入
れ
、
海
面
埋
立
に
よ
る
土
地
造
成
を
行
う
工
事
で
あ
る
（
資

料
３
）
。

 
 

 
 

 
 

埋
立

面
積

は
約

１
２

．
５

ヘ
ク

タ
ー

ル
、

埋
立

土
量

は
約

１
４

０
万

立
米

が
予

定
さ

れ
て

い

る
。

１
２

．
５

ヘ
ク

タ
ー

ル
の

内
、

港
湾

関
連

用
地

と
し

て
９

．
１

ヘ
ク

タ
ー

ル
、

埠
頭

用
地

と
し

て
３

．
４

ヘ
ク

タ
ー

ル
が

割
り

当
て

ら
れ

て
い

る
。

港
湾

関
連

用
地

の
主

な
用

途
は

、
貨

物
保
管
用
地
（

モ
ー
タ
ー
プ
ー
ル
等
）
、
物
流
関
連
用
地
（
新
規
企
業
立
地
等
）
と
さ
れ
て
お
り
、

埠
頭
用
地
の
主
な
用
途
は
コ
ン
テ
ナ
関
連
用
地
（
空
バ
ン
プ
ー
ル
等
）
と
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
概
算
事
業
費
は
約
２
４
０
億
円
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
事
業
推
進
に
あ
た
っ
て
の
課
題
と
し
て
、

 
 
 
 
 
 
①
逼
迫
す
る
土
地
需
要
に
対
応
し
た
早
期
の
土
地
造
成

 
 
 
 
 
 
②
埋
立
用
材
の
安
定
確
保
、
資
金
調
達

 
 
 
 
 
 
の
２
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

 
  
 
２
 
工
事
の
必
要
が
な
い

 
 

 
 

 
本

事
業

に
つ

い
て

は
、

川
崎

市
は

以
下

の
よ

う
な

必
要

性
を

主
張

す
る

が
、

実
質

的
に

見
て

必

要
性

が
認

め
ら

れ
る

点
は

ひ
と

つ
も

な
い

。
し

た
が

っ
て

、
本

件
事

業
は

全
く

必
要

の
な

い
事

業

で
あ
る
。

 
 
 
（
１
）
川
崎
市
の
主

張
す
る
必
要
性

 
 
 
 
 
 
川
崎
市
の
説

明
す
る
本
事
業
の
必
要
性
は
次
の
３
つ
で
あ
る
。

 

 

2 
 

ら
な

い
と

い
う

措
置

 
 

 
３

 
川

崎
市

は
東

亜
・

み
ら

い
共

同
企

業
体

と
の

間
で

平
成

３
０

年
１

０
月

１
９

日
に

締
結

し
た

工

事
請

負
契

約
に

基
づ

く
契

約
金

額
１

３
億

７
７

４
５

万
３

６
０

０
円

の
支

払
い

を
し

て
は

な
ら

な

い
と

い
う

措
置

 
 

 
４

 
川

崎
市

は
東

亜
・

不
動

テ
ト

ラ
共

同
企

業
体

と
の

間
で

平
成

３
０

年
１

２
月

１
８

日
に

締
結

し

た
工

事
請

負
契

約
に

基
づ

く
契

約
金

額
８

億
５

９
２

６
万

０
３

１
２

円
の

支
払

い
を

し
て

は
な

ら

な
い

と
い

う
措

置
 

 
 

５
 

川
崎

市
は

JF
E

エ
ン

ジ
ニ

ア
リ

ン
グ

株
式

会
社

と
の

間
で

平
成

３
０

年
１

２
月

１
８

日
に

締

結
し

た
工

事
請

負
契

約
に

基
づ

く
契

約
金

額
１

６
億

９
２

３
６

万
０

０
０

０
円

の
支

払
い

を
し

て

は
な

ら
な

い
と

い
う

措
置

 
 

 
６

 
川

崎
市

は
東

亜
建

設
工

業
株

式
会

社
と

の
問

で
平

成
３

０
年

６
月

１
日

に
締

結
し

た
委

託
契

約

に
基

づ
く

契
約

金
額

３
億

１
２

１
２

万
０

０
０

０
円

の
支
払
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
措
置

 
 

 
７

 
川

崎
市

は
東

亜
建

設
工

業
株

式
会

社
と

の
間

で
平

成
３

０
年

１
２

月
１

７
日

に
締

結
し

た
委

託

契
約

に
基

づ
く

契
約

金
額

５
１

５
３

万
５

５
３

７
円

の
支
払
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
措
置

 
 

 
８

 
川

崎
市

は
ポ

ー
ト

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
株

式
会

社
と

の
問

で
平

成
３

０
年

１
２

月
１

２
日

に
締

結

し
た

委
託

契
約

に
基

づ
く

契
約

金
額

６
０

７
万

３
０

５
６

円
の

支
払

い
を

し
て

は
な

ら
な

い
と

い

う
措

置
 

 
 

９
 

川
崎

市
は

東
亜

建
設

工
業

株
式

会
社

と
の

間
で

平
成

３
１

年
４

月
１

日
に

締
結

し
た

委
託

契
約

に
基

づ
く

契
約

金
額

６
億

４
０

２
０

万
０

０
０

０
円

の
支
払
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
措
置

 
 

１
０

 
仮

に
上

記
各

契
約

に
基

づ
く

支
払

い
が

既
に

執
行

さ
れ

て
い

れ
ば

、
川

崎
市

長
は

、
上

記
各

契

約
相

手
、

及
び

関
係

職
員

に
対

し
て

執
行

済
み

の
代

金
に

相
当

す
る

損
害

の
賠

償
を

請
求

す
べ

き

こ
と

 
 第

２
 

請
求

の
理
由

 
 

 
１

 
本

件
埋
立

工
事

 
 

 
（

１
）

経
緯

 
 

 
 

 
 

川
崎

市
は

、
平

成
２

６
年

１
１

月
に

港
湾

計
画

を
発

表
し

、
そ

こ
に

は
東

扇
島

堀
込

部
（

当

時
１

３
．

１
ヘ

ク
タ

ー
ル

）
を

埋
立

て
る

計
画

が
盛

り
込

ま
れ

た
。

川
崎

の
臨

海
部

は
 
 
 
 

１
９

１
３

年
の

川
崎

区
南

渡
田

町
か

ら
始

ま
り

、
１

９
７

５
年

の
浮

島
１

期
地

区
ま

で
２

５
回

に
わ

た
っ

て
海

面
埋

立
て

が
行

わ
れ

、
造

成
面

積
は
２
，
０
７
６
万
３
，
０
０
０
㎡
に
達
す
る
。

現
在

も
浮

島
２

期
工

事
が

進
め

ら
れ

て
い

る
が

、
こ

の
工

事
は

１
９

９
５

年
に

始
め

ら
れ

た
も

の
で

あ
り

、
２

０
年

余
り

に
わ

た
っ

て
新

た
な

臨
海
部
で
の
埋
立
工
事
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

 
 

 
 

 
 

川
崎

市
臨

海
部

は
高

度
経

済
成

長
期

を
中

心
に

海
面

の
埋

立
て

が
行

わ
れ

、
そ

こ
に

石
油

、

ガ
ス

の
精

製
・

製
造

や
そ

の
供

給
企

業
、

自
動

車
な

ど
の

関
連

企
業

が
進

出
し

、
京

浜
工

業
地

帯
の

一
部

を
形

成
し

た
。

一
方

で
、

工
場

の
排

煙
や

ク
ル

マ
の

排
気

ガ
ス

に
よ

る
気

管
支

ぜ
ん
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川
崎
港
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
設
備
投
資
は
常
に
無
駄
な
投
資
に
な
っ
て
い
る
（
資
料
４
）
。
 

 
 

 
 

 
 

こ
れ

は
、

川
崎

市
の

需
要

予
測

が
常

に
そ

の
実

態
に

照
ら

し
て

過
大

で
あ

る
の

に
、

実
態

に
合

わ
せ

た
修

正
を

せ
ず

、
過

大
な

予
測

に
基

づ
き

過
剰

設
備

投
資

を
し

続
け

て
き

た
結

果

で
あ
る
。

 
 

 
 

 
 

 
本

件
事

業
は

、
過

剰
な

港
湾

計
画

を
さ

ら
に

拡
充

す
る

変
更

の
も

と
に

行
わ

れ
る

も
の

で

あ
り
、
そ
の
必
要
性
は
全
く
な
い
無
駄
な
事
業
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
イ

 
完
成
自
動

車
用
地
に
つ
い
て

 
 

 
 

 
 

 
川

崎
市

は
完

成
自

動
車

の
輸

出
が

堅
調

に
推

移
し

て
い

る
と

す
る

が
、

間
違

い
で

あ
る

。

実
際
に
は
完
成
自
動
車
の
輸
出
量
は
減
っ
て
き
て
お
り
（
資
料
５
）
、
川
崎
市
の
主
張
は
前
提

か
ら
ま
ち
が

っ
て
い
る
。

 
 

 
 

 
 

 
ま

た
、

川
崎

港
の

完
成

自
動

車
の

輸
出

は
主

に
ス

バ
ル

（
株

式
会

社
Ｓ

Ｕ
Ｂ

Ａ
Ｒ

Ｕ
）

が

行
っ

て
い

る
が

、
ス

バ
ル

の
製

造
拠

点
は

群
馬

県
に

あ
り

、
川

崎
市

に
は

な
い

。
し

た
が

っ

て
、

ス
バ

ル
が

繁
栄

し
て

も
、

川
崎

市
へ

の
影

響
は

少
な

く
川

崎
市

民
の

繁
栄

に
結

び
つ

か

な
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

 
 

 
 

 
 

 
も

ち
ろ

ん
、

川
崎

港
か

ら
自

動
車

の
積

み
出

し
が

な
さ

れ
れ

ば
、

入
港

料
等

の
メ

リ
ッ

ト

は
あ

る
。

し
か

し
、

ス
バ

ル
は

川
崎

、
横

浜
、

横
須

賀
、

千
葉

、
常

陸
那

珂
、

茨
城

の
６

か

所
か
ら
輸
出
し
て
お
り
、
か
な
ら
ず
し
も
川
崎
港
が
絶
対
的
地
位
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

 
 

 
 

 
 

 
そ

れ
ど

こ
ろ

か
、

今
後

、
自

動
車

の
需

要
が

減
る

、
自

動
車

の
現

地
生

産
が

進
み

輸
出

が

減
る

、
輸

出
が

増
え

て
も

川
崎

港
が

使
わ

れ
な

い
な

ど
の

事
情

で
川

崎
市

の
収

入
は

大
き

く

減
る

と
い

っ
た

可
能

性
も

大
い

に
あ

る
の

で
あ

る
。

仮
に

川
崎

港
か

ら
の

自
動

車
輸

出
が

減

れ
ば

、
多

額
の

税
金

を
投

入
し

て
、

新
た

な
土

地
を

つ
く

っ
て

も
全

く
使

わ
れ

な
い

こ
と

に

な
り
、
多
額
の
税
金
が
無
駄
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 
 

 
 

 
 

 
す

な
わ

ち
、

川
崎

市
が

し
よ

う
と

し
て

い
る

こ
と

は
、

需
要

が
確

か
で

な
い

も
の

に
埋

立

工
事

に
多

額
の

市
税

を
投

じ
て

、
比

較
的

わ
ず

か
な

利
用

料
の

増
加

を
期

待
す

る
と

い
う

行

為
で

あ
る

。
し

か
も

利
用

料
が

増
加

す
る

か
ど

う
か

は
不

透
明

で
、

増
加

し
な

か
っ

た
場

合

多
額

の
費

用
が

生
じ

た
だ

け
に

な
る

。
こ

の
よ

う
な

税
金

の
使

い
方

は
、

税
金

の
無

駄
遣

い

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

 
 

 
 

 
 

 
結

局
、

完
成

自
動

車
用

地
の

為
に

本
件

事
業

を
進

め
る

こ
と

は
、

Ｊ
Ｒ

東
海

や
ス

バ
ル

と

い
っ

た
私

企
業

の
便

宜
の

た
め

に
税

金
を

使
う

に
す

ぎ
ず

、
税

の
使

い
方

の
公

平
性

に
反

す

る
。
こ
の
点
だ
け
で
も
、
本
事
業
は
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
ウ

 
倉
庫
建
て

替
え
代
替
用
地
に
つ
い
て

 
 

 
 

 
 

 
川

崎
市

の
主

張
は

平
成

２
５

年
度

東
扇

島
内

に
立

地
す

る
倉

庫
業

者
（

１
２

３
社

）
へ

の

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

根
拠

と
し

て
い

る
。

ア
ン

ケ
ー

ト
の

結
果

は
以

下
の

と
お

り
と

な
っ

て

い
る
（
資
料
３
参
照
）
。

 
 

 

4 
  

 
 

 
ア
 

コ
ン

テ
ナ

関
連

用
地

が
不

足
す

る
 

 
 

 
 

 
 

川
崎

市
は

、
川

崎
港

は
国

際
コ

ン
テ

ナ
戦

略
港

湾
に

な
っ

て
い

る
と

し
て

コ
ン

テ
ナ

取
扱

量
が

急
増

し
５

年
間

で
約

３
倍

に
増

加
し

て
い

る
こ

と
を

前
提

と
し

て
、

今
後

も
増

加
が

想

定
さ

れ
る

た
め

、
コ

ン
テ

ナ
関

連
用

地
が

不
足

す
る
と
主
張
し
て
い
る
。

 
 

 
 

 
イ
 

完
成

自
動

車
用

地
の

拡
充

 
 

 
 

 
 

 
川

崎
市

は
、

近
年

、
完

成
自

動
車

の
輸

出
が

堅
調

に
推

移
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

増
加

す

る
輸

出
用

完
成

自
動

車
を

保
管

す
る

た
め

の
ス

ト
ッ

ク
ヤ

ー
ド

が
不

足
し

て
い

る
と

主
張

し

て
い

る
。

 
 

 
 

 
ウ
 

倉
庫

建
て

替
え

代
替

用
地

の
確

保
 

 
 

 
 

 
 

川
崎

市
は

、
東

扇
島

総
合

物
流

拠
点

地
区

を
は

じ
め

東
扇

島
に

は
物

流
倉

庫
が

多
数

立
地

し
て

お
り

、
冷

凍
冷

蔵
倉

庫
の

集
積

は
国

内
随

一
で

あ
る

こ
と

を
前

提
に

、
冷

凍
冷

蔵
倉

庫

の
約

６
割

が
庫

齢
２

０
年

以
上

を
迎

え
、

東
扇

島
内

の
倉

庫
事

業
者

の
約

５
５

％
が

建
て

替

え
や

設
備

更
新

等
の

必
要

性
を

感
じ

て
お

り
、

そ
の

う
ち

３
５

％
が

１
０

年
以

内
に

建
替

・

設
備

更
新

を
考

え
て

い
る

旨
の

主
張

を
し

て
い

る
。

 
 

 
（

２
）

必
要

性
が

無
い

理
由

 
 

 
 

 
 

川
崎

市
の

主
張

す
る

必
要

性
は

い
ず

れ
も

埋
立

事
業

を
必

要
と

す
る

理
由

に
な

ら
ず

、
本

件

事
業

は
必

要
性

の
な

い
事

業
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

ア
 

コ
ン

テ
ナ

関
連

用
地

に
つ

い
て

 
 

 
 

 
 

 
川

崎
市

は
、

平
成

２
６

年
１

１
月

に
発

表
し

た
港

湾
計

画
で

、
港

湾
の

能
力

と
し

て
平

成

３
０

年
代

後
半

で
４

０
万

Ｔ
Ｅ

Ｕ
に

な
る

と
し

て
い

る
。

し
た

が
っ

て
、

少
な

く
と

も
４

０

万
Ｔ

Ｅ
Ｕ

の
コ

ン
テ

ナ
量

に
対

応
で

き
る

よ
う

な
港

湾
設

備
の

整
備

計
画

が
そ

の
中

で
な

さ

れ
て

い
る

。
と

こ
ろ

が
港

湾
計

画
で

必
要

と
さ

れ
る

ふ
頭

用
地

４
２

ヘ
ク

タ
ー

ル
の

う
ち

 

３
５

ヘ
ク

タ
ー

ル
は

既
設

で
あ

り
、

本
件

事
業

に
よ

り
供

給
さ

れ
る

新
た

な
埠

頭
用

地
は

わ

ず
か

３
．

４
ヘ

ク
タ

ー
ル

し
か

な
い

の
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

 
 

確
か

に
川

崎
港

コ
ン

テ
ナ

タ
ー

ミ
ナ

ル
の

コ
ン

テ
ナ

貨
物

は
増

え
て

い
る

（
平

成
２

９
年

で
１

１
万

Ｔ
Ｅ

Ｕ
超

）
が

、
増

え
た

と
い

っ
て

も
川

崎
港

の
港

湾
能

力
４

０
万

Ｔ
Ｅ

Ｕ
の

４

分
の

１
程

度
し

か
な

い
。

つ
ま

り
、

川
崎

港
の

港
湾

能
力

の
４

分
の

３
は

使
用

さ
れ

て
い

な

い
状

態
で

あ
り

、
３

．
４

ヘ
ク

タ
ー

ル
の

埠
頭

用
地

を
わ

ざ
わ

ざ
埋

立
て

に
よ

っ
て

確
保

し

な
く

て
も

、
既

存
の

土
地

で
十

分
な

港
湾

能
力

が
ま
か
な
え
る
は
ず
で
あ
る
。

 
 

 
 

 
 

 
川

崎
港

コ
ン

テ
ナ

タ
ー

ミ
ナ

ル
の

需
要

予
測

は
こ

れ
ま

で
一

貫
し

て
非

常
に

過
大

に
予

測

さ
れ

つ
づ

け
て

お
り

、
処

理
能

力
は

需
要

予
測

に
対

応
し

て
い

る
た

め
、

常
に

能
力

過
剰

に

な
っ

て
い

る
。

し
た

が
っ

て
、

川
崎

港
コ

ン
テ

ナ
タ

ー
ミ

ナ
ル

は
常

に
設

備
過

剰
の

い
わ

ゆ

る
オ

ー
バ

ー
ス

ペ
ッ

ク
状

態
に

あ
り

、
設

備
が

十
分

に
活

用
さ

れ
な

い
ま

ま
耐

用
年

数
を

迎

え
る

よ
う

な
事

態
に

な
っ

て
い

る
。

そ
れ

も
、

設
備

が
実

際
の

貨
物

量
の

３
倍

か
ら

４
倍

の

貨
物

量
に

対
応

で
き

る
よ

う
に

整
備

さ
れ

て
い

る
と
い
う
、
あ
り
え
な
い
過
大
ぶ
り
で
あ
り
、
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将
来

的
に

困
難

を
き

た
す

こ
と

に
な

る
。

つ
ま

り
、

私
企

業
に

便
宜

を
図

っ
た

ば
か

り
に

川
崎

市
が

損
失

を
被

る
こ

と
に

な
り

、
本

件
事

業
は

非
常

に
川

崎
市

民
の

不
利

益
と

な
る

点
が

大
き

い
。

 
 
 
（
３
）
Ｊ
Ｒ
東
海
に
便
宜
を
図
る
だ
け
で
、
川
崎
市
民
に
利
益
は
な
く
公
平
性
を
欠
く
。

 
 

 
 

 
 

東
海

旅
客

鉄
道

株
式

会
社

（
以

下
、
「

Ｊ
Ｒ

東
海

」
と

い
う

。
）

は
超

電
導

リ
ニ

ア
に

よ
る

中

央
新

幹
線

計
画

を
全

国
新

幹
線

整
備

法
に

基
づ

き
進

め
て

い
る

。
中

央
新

幹
線

事
業

に
つ

い
て

は
、

品
川

・
名

古
屋

間
の

工
事

実
施

計
画

が
、

平
成

２
６

年
１

０
月

に
国

土
交

通
大

臣
に

よ
り

認
可

さ
れ

、
事

業
着

手
し

て
お

り
、

川
崎

市
内

に
お

い
て

は
５

ヶ
所

の
非

常
口

の
内

、
東

百
合

ヶ
丘
及
び
梶
ヶ
谷
非
常
口
の
建
設
工
事
が
始
ま
っ
て
い
る
。

 
 

 
 

 
 

Ｊ
Ｒ

東
海

の
試

算
で

は
、

中
央

新
幹

線
工

事
で

出
る

土
は

１
０

年
余

り
で

５
６

８
０

万
立

方

メ
ー

ト
ル

に
の

ぼ
り

、
１

５
％

は
自

社
で

再
利

用
す

る
こ

と
が

決
ま

っ
て

い
た

が
、

そ
の

ほ
か

の
残
土
の
処
理
に
つ
い
て
は
明
確
に
は
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。

 
 

 
 

 
 

建
設

残
土

に
つ

い
て

は
、

近
年

、
環

境
コ

ス
ト

、
設

備
維

持
コ

ス
ト

の
増

加
等

に
よ

る
採

算

割
れ
の
た
め
各
地
で
処
分
場
が
閉
鎖
さ
れ
、
処
分
場
が
不
足
し
処
分
コ
ス
ト
が
増
加
し
て
い
る
。
 

 
 
 
 
 
こ
の
よ
う
な

背
景
が
あ
り
、
Ｊ
Ｒ
東
海
は
建
設
残
土
の
具
体
的
処
理
方
針
を
示
せ
ず
に
い
た
。

川
崎

市
に

お
け

る
中

央
新

幹
線

工
事

に
お

い
て

発
生

す
る

建
設

残
土

に
つ

い
て

も
ど

の
よ

う
に

処
理
す
る
の
か
同
様
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
。

 
 

 
 

 
 

そ
の

為
、

Ｊ
Ｒ

東
海

よ
り

川
崎

市
に

対
し

、
中

央
新

幹
線

に
よ

る
発

生
残

土
の

受
け

入
れ

が

要
請
さ
れ
た
。

 
 

 
 

 
 

し
た

が
っ

て
、

Ｊ
Ｒ

東
海

か
ら

す
れ

ば
、

川
崎

市
の

残
土

受
け

入
れ

は
、

大
変

な
助

け
舟

と

な
る

が
、

こ
れ

に
よ

っ
て

、
川

崎
市

に
は

な
ん

の
メ

リ
ッ

ト
も

な
く

、
リ

ニ
ア

中
央

新
幹

線
事

業
が
川
崎
市
の
利
益
に
な
る
事
情
も
な
い
。
埋
立
事
業
自
体
も
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
、

川
崎

市
民

に
と

っ
て

は
全

く
利

点
の

な
い

事
業

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
川

崎
市

が
本

件
事

業
を

進
め

る
と

い
う

こ
と

は
、

税
金

を
つ

か
っ

て
、

私
企

業
に

便
宜

を
図

り
市

民
を

な
い

が
し

ろ
に

す
る

行
為

で
あ

り
、

本
件

事
業

は
川

崎
市

の
行

政
の

公
平

性
を

大
き

く
欠

く
行

為
と

な
っ

て
い

る
。

 
 
 
（
４
）
川
崎
市
が
活
用
困
難
な
土
地
を
抱
え
る

 
 

 
 

 
 

本
件

事
業

に
よ

り
川

崎
市

は
多

大
な

税
金

を
引

き
換

え
に

土
地

を
得

る
が

、
上

記
の

よ
う

に

現
在

で
て

い
る

利
用

目
的

は
必

要
性

が
な

い
も

の
で

あ
る

。
仮

に
本

件
事

業
か

ら
出

来
た

土
地

が
十

分
活

用
さ

れ
な

い
と

い
う

こ
と

に
な

れ
ば

、
川

崎
市

は
、

さ
ら

に
税

金
を

投
入

し
新

た
な

土
地
活
用
を
模
索
す
る
必
要
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

 
  
 
４
 
ま
と
め

 
 

 
 

 
以

上
の

よ
う

に
川

崎
港

に
お

い
て

、
本

件
事

業
を

行
う

必
要

は
な

く
、

不
必

要
な

も
の

に
公

金

を
支
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
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建

て
替

え
や

設
備

更
新

の
必

要
を

感
じ

て
い

る
事

業
者

は
４

４
％

い
る

が
、

具
体

的
な

計

画
の

あ
る

事
業

者
は

１
１

％
し

か
い

な
い

。
し

か
も

、
ど

の
よ

う
な

計
画

か
は

不
明

で
、

倉

庫
建

て
替

え
の

為
に

代
替

用
地

を
必

要
と

し
て

い
る

か
、

こ
の

ア
ン

ケ
ー

ト
で

は
わ

か
ら

な

い
。

つ
ま

り
、

こ
の

ア
ン

ケ
ー

ト
で

は
倉

庫
建

て
替

え
の

為
に

代
替

用
地

の
需

要
が

あ
る

と

の
根

拠
に

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
 

 
 

そ
も

そ
も

、
倉

庫
建

て
替

え
の

為
に

代
替

用
地

を
川

崎
市

が
用

意
す

る
こ

と
の

メ
リ

ッ
ト

が
見

え
な

い
。

利
用

さ
れ

た
場

合
の

賃
料

く
ら

い
は

考
え

ら
れ

る
が

、
と

て
も

埋
立

事
業

の

費
用

を
補

う
程

の
利

益
は

考
え

ら
れ

な
い

。
埋

立
事

業
の
費
用
を
補
う
程
の
賃
料
を
と
れ
ば
、

高
す

ぎ
て

だ
れ

も
利

用
で

き
な

い
こ

と
は

容
易

に
推

測
で

き
る

。
税

金
で

や
る

意
味

は
な

い

の
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

 
 

つ
ま

り
、

川
崎

市
が

、
倉

庫
業

者
の

た
め

に
多

額
の

費
用

を
か

け
て

海
面

埋
立

ま
で

し
て

倉
庫

用
地

を
つ

く
っ

た
と

し
て

も
使

用
さ

れ
る

か
は

全
く

不
明

で
あ

り
、

全
く

利
用

さ
れ

な

い
可

能
性

も
あ

る
。

 
 

 
 

 
 

 
そ

も
そ

も
、
税

金
は

必
要

な
と

こ
ろ

に
使

わ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
多
額
の
税
金
を
使
っ
て
、

需
要

が
あ

る
か

わ
か

ら
な

い
土

地
の

埋
立

事
業

を
す
る
な
ど
許
さ
れ
な
い
。

 
 

 
 

 
エ
 

小
括

 
 

 
 

 
 

 
以

上
よ

り
、

本
件

事
業

の
必

要
性

は
全

く
な

く
、

本
件
事
業
は
中
止
す
べ
き
で
あ
る
。

 
  

 
３

 
必

要
が

な
い

以
外

の
問

題
 

 
 

（
１

）
多

額
の

税
金

を
要

す
る

 
 

 
 

 
 
本

件
事

業
に

は
、

総
額

２
４

０
億

円
に

も
上

る
多

額
の
税
金
を
要
す
る
。

 
 

 
 

 
 

仮
に

、
Ｊ

Ｒ
東

海
が

約
２

０
０

億
円

程
度

負
担

す
る

に
し

て
も

、
川

崎
市

の
出

損
は

４
０

億

円
と

少
額

で
は

な
い

。
 

 
 

（
２

）
貴

重
な

埋
立

可
能

な
水

面
を

失
う

 
 

 
 

 
 

川
崎

市
の

公
有

水
面

の
埋

立
て

は
、

相
当

な
程

度
進

ん
で

お
り

、
今

後
、

新
た

な
埋

立
て

を

行
え

る
水

域
は

多
く

は
な

い
。

本
件

埋
立

に
使

わ
れ

る
水

面
は

、
今

後
、

川
崎

市
民

の
ゴ

ミ
の

受
け

入
れ

先
と

し
て

期
待

さ
れ

て
い

た
水

面
で

あ
り

、
温

存
さ

れ
て

い
た

貴
重

な
埋

立
可

能
な

水
面

で
あ

る
。

そ
れ

を
Ｊ

Ｒ
東

海
の

建
設

残
土

の
受

け
入

れ
に

使
っ

て
し

ま
え

ば
、

川
崎

市
は
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な
問

題
点

を
追

求
す

る
も

の
で

あ
り

、
地

方
公

共
団

体
が

「
公

益
」

に
名

を
借

り
て

十
分

な
検

証

を
行

わ
ず

推
進

し
続

け
て

い
る

臨
海

部
開

発
や

箱
物

政
策

に
対

す
る

税
の

使
途

の
経

済
性

、
効

率

性
、
効
果
性
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
行
政
外
の
第
三
者
に
よ
る
客
観
的
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
。

 
  

 
４

 
そ

こ
で

、
地

方
自

治
法

２
５

２
条

の
４

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
当

該
請

求
に

関
わ

る
監

査

に
つ
い
て
、
監
査
委
員
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
る
。

 
  

添
付
資
料

 
 資
料
１
 
川
崎
港
港
湾
計
画
書
 

－
軽
易
な
変
更
－
 

平
成
２
９
年
１
０
月

 
 資

料
２

 
東

扇
島

掘
込

部
土

地
造

成
事

業
に

伴
う

川
崎

市
と

東
海

旅
客

鉄
道

株
式

会
社

と
の

基
本

協
定

締

結
に
つ
い
て

 
 資

料
３

 
環

境
委

員
会

資
料

 
２

所
管

事
務

の
調

査
（

報
告

）
 
（

１
）

東
扇

島
掘

込
部

土
地

造
成

事
業

に
係
る
建
設
発
生
土
の
受
入
要
請
等
に
つ
い
て

 
 資
料
４
 
川
崎
港
コ
ン
テ

ナ
取
扱
量
の
予
測
と
実
績
の
対
比

 
 資
料
５
 
川
崎
港
で
の
完

成
自
動
車
輸
出
量
（
単
位
：
ト
ン
）

 
 

以
上
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地

方
自

治
法

２
条

１
４

項
は

「
地

方
公

共
団

体
は

、
そ

の
事

務
を

処
理

す
る

に
当

た
っ

て
は

、

住
民

の
福

祉
の

増
進

に
努

め
る

と
と

も
に

、
最

小
の

経
費

で
最

大
の

効
果

を
挙

げ
る

よ
う

に
し

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
」

と
規

定
し

、
地

方
財

政
法

４
条

１
項

は
、
「

地
方

公
共

団
体

の
経

費
は

、
そ

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

の
必

要
且

つ
最

小
の

限
度

を
こ
え
て
、
こ
れ
を
支
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
」

と
規

定
す

る
。

 
 

 
 

 
ま

た
、

地
方

財
政

法
８

条
は

「
地

方
公

共
団

体
の

財
産

は
、

常
に

良
好

な
状

態
に

お
い

て
こ

れ

を
管

理
し

、
そ

の
所

有
の

目
的

に
応

じ
て

も
最

も
効

率
的

に
、

こ
れ

を
運

用
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
」

と
し

て
お

り
、

市
の

財
産

の
効

率
的

な
運

用
を
義
務
づ
け
て
い
る
。

 
 

 
 

 
従

っ
て

、
必

要
の

な
い

工
事

の
た

め
の

支
出

は
前

記
財

務
会

計
諸

法
規

に
違

反
す

る
。

す
な

わ

ち
、

効
率

的
な

財
政

運
用

義
務

に
違

反
す

る
。

 
 

 
 

 
上

記
予

算
の

執
行

、
具

体
的

に
は

前
記

工
事

請
負

契
約

に
基

づ
く

契
約

金
額

の
支

払
行

為
は

、

適
正

な
予

算
の

執
行

で
は

な
く

、
違

法
か

つ
不

当
で

あ
る

。
ま

た
、

こ
れ

を
執

行
し

た
場

合
、

川

崎
市

は
同

額
の

損
害

を
被

る
こ

と
に

な
る

。
 

 
 

 
 

よ
っ

て
、

請
求

人
は

、
地

方
自

治
法

第
２

４
２

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
頭

書
の

必
要

な
措

置
を

請
求

す
る

。
 

 第
３

 
監

査
委

員
の

監
査

に
代

え
て

個
別

外
部

監
査

契
約

に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
る
理
由

 
 

 
１

 
本

件
監

査
請

求
の

趣
旨

は
、

コ
ン

テ
ナ

タ
ー

ミ
ナ

ル
を

中
心

と
し

た
川

崎
港

の
現

在
及

び
将

来

の
収

支
見

通
し

を
検

討
し

た
上

で
、

本
件

事
業

の
意

義
を

問
う

も
の

で
あ

る
。

川
崎

市
の

財
産

管

理
の

在
り

方
・

方
針

に
加

え
て

、
マ

ク
ロ

的
に

は
日

本
経

済
・

世
界

経
済

の
見

通
し

な
ど

に
も

敷

衍
し

た
市

場
予

測
と

川
崎

港
活

用
の

可
能

性
等

、
高

度
の

専
門

的
知

識
を

必
要

と
す

る
監

査
と

な

る
。

 
 

 
 

 
よ

っ
て

こ
れ

ま
で

監
査

委
員

が
行

っ
て

き
た

、
地

方
公

共
団

体
や

公
益

を
目

的
と

す
る

公
営

企

業
体

等
の

監
査

の
視

点
に

加
え

て
、

港
湾

の
需

要
に

つ
い

て
専

門
的

知
識

を
有

し
、

か
つ

客
観

的

に
判

断
で

き
る

外
部

監
査

人
に

監
査

を
求

め
る

こ
と

が
、

公
正

で
か

つ
透

明
性

の
あ

る
最

善
の

監

査
結

果
が

得
ら

れ
る

も
の

と
判

断
さ

れ
る

。
 

  
 

２
 

監
査

委
員

監
査

は
あ

く
ま

で
行

政
内

部
の

監
査

で
あ

り
,独

立
の

監
査

機
関

と
し

て
機

能
し

に

く
い

面
を

有
す

る
こ

と
は

、
こ

れ
ま

で
の

再
三

に
わ

た
る

住
民

監
査

請
求

の
結

果
か

ら
も

明
ら

か

で
あ

り
、

地
方

自
治

法
２

５
２

条
の

２
７

以
下

に
定

め
る

外
部

監
査

制
度

が
導

入
さ

れ
た

ゆ
え

ん

で
あ

る
。

 
 

 
 

 
よ

っ
て

、
地

方
自

治
法

２
５

２
条

の
３

９
の

趣
旨

を
活

か
し

、
個

別
外

部
監

査
に

よ
る

第
三

者

に
よ

る
独

立
性

の
あ

る
公

平
な

監
査

を
求

め
る

べ
き

で
あ
る
。

 
  

 
３

 
特

に
本

件
住

民
監

査
請

求
は

川
崎

市
が

こ
れ

ま
で

行
っ

て
き

た
港

湾
政

策
に

つ
い

て
の

根
本

的
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と
し
た
。

 
  
第
３
 
監
査
の
実
施

 
 
 
１
 
請
求
人
の
陳

述
 

 
 

 
 

監
査

実
施

に
当

た
り

、
法

第
２

４
２

条
第

６
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

令
和

元
年

７
月

１
８

日
、

請
求
人
か
ら
陳
述
の
聴
取
を
行
っ
た
。

 
 

 
 

 
請

求
人

の
陳

述
の

際
、

法
第

２
４

２
条

第
７

項
の

規
定

に
基

づ
く

港
湾

局
の

関
係

職
員

（
以

下

「
関
係
職
員
」
と
い
う
。
）
の
立
会
い
が
あ
っ
た
。

 
  
 
２
 
関
係
職
員
の
陳
述

 
 

 
 

 
法

第
２

４
２

条
第

７
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

令
和

元
年

７
月

１
８

日
、

関
係

職
員

か
ら

陳
述

の

聴
取
を
行
っ
た
。
関
係
職
員
か
ら
は
、「

職
員
措
置
請
求
に
係
る
市
の
考
え
方
」
ほ
か
７
点
の
資
料

の
提
出
が
あ
っ

た
。

 
 
 
 
 
関
係
職
員
の
陳
述
の
際
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
請
求
人
の
立
会
い
が
あ
っ
た
。

 
  
 
３
 
監
査
対
象
事
項

 
 

 
 

 
川

崎
市

職
員

措
置

請
求

書
並

び
に

請
求

人
及

び
関

係
職

員
の

陳
述

内
容

を
勘

案
し

、
本

件
事

業

に
違
法
性
・
不
当
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
を
監
査
対
象
事
項
と
し
た
。

 
  
第
４
 
監
査
の
結
果

 
 
 
１
 
請
求
人
の
陳

述
 

 
 

 
 

陳
述

の
際

、
請

求
人

が
本

件
措

置
請

求
の

要
旨

を
補

足
し

た
内

容
は

、
お

お
む

ね
次

の
と

お
り

で
あ
る
。

 
 
 
（
１
）
請
求
の
趣

旨
に
つ
い
て

 
 

 
 

 
 

市
が

税
金

を
使

っ
て

開
発

を
す

る
以

上
、

市
民

に
と

っ
て

具
体

的
な

メ
リ

ッ
ト

が
必

要
と

な

る
。

本
件

事
業

の
よ

う
に

既
存

施
設

を
追

加
す

る
場

合
は

、
現

状
で

は
賄

え
な

い
需

要
が

な
け

れ
ば

、
そ

の
施

設
は

結
局

使
わ

れ
る

こ
と

な
く

何
の

メ
リ

ッ
ト

も
生

じ
な

い
。

使
わ

れ
な

い
も

の
を

税
金

で
手

に
入

れ
る

の
は

違
法

行
為

で
あ

る
。

か
つ

て
国

は
、

抽
象

的
な

経
済

効
果

を
う

た
い
個
別
具
体
的
な
検
討
を
し
な
い
ま
ま
事
業
を
進
め
、
多
く
の
負
の
遺
産
を
抱
え
て
き
た
が
、

市
も

例
外

で
な

く
、

土
地

開
発

公
社

の
抱

え
て

い
た

塩
漬

け
土

地
の

問
題

や
、

運
営

会
社

が
破

綻
し

た
川

崎
港

の
コ

ン
テ

ナ
タ

ー
ミ

ナ
ル

は
、

そ
の

失
敗

の
具

体
例

と
言

え
る

。
行

政
は

こ
の

よ
う

な
失

敗
を

繰
り

返
し

て
は

な
ら

ず
、

市
民

生
活

が
非

常
に

苦
し

く
な

っ
て

い
る

今
、

な
お

一
層
、
市
民
の
税
金
を
大
切
に
、
効
果
的
に
使
う
義
務
を
負
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
本
件
事
業
に
必
要
性
は
な
く
、
市
に
と
っ
て
リ
ス
ク
に
見
合
っ
た
メ
リ
ッ
ト
は
存
在
し
な
い
。

簡
単

に
埋

立
地

の
造

成
と

い
う

が
、

こ
れ

は
市

に
と

っ
て

実
に

２
０

年
ぶ

り
に

始
め

ら
れ

た
大
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 ［
結

果
］

 

  
第

１
 

請
求

の
受

理
 

 
 

 
 

本
件

措
置

請
求

は
、

令
和

元
年

６
月

２
６

日
付

け
で

「
川

崎
市

職
員

措
置

請
求

書
」

と
し

て
提

出
さ

れ
た

。
 

 
 

 
 

本
件

措
置

請
求

に
お

い
て

、
請

求
人

は
、

市
の

東
扇

島
堀

込
部

土
地

造
成

事
業

（
以

下
「

本
件

事
業

」
と

い
う

。
）

は
必

要
の

な
い

事
業

で
あ

り
、

不
必

要
な

も
の

に
公

金
を

支
出

す
る

こ
と

は
、

地
方

自
治

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

６
７

号
。
以

下
「

法
」
と
い
う
。）

第
２
条
第
１
４
項
、
地
方

財
政

法
（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

０
９

号
。
以

下
「

地
財
法
」
と
い
う
。
）
第
４
条
第
１
項
及
び
第

８
条

の
財

務
会

計
諸

法
規

に
反

し
て

違
法

か
つ

不
当

で
あ
る
た
め
、
市
長
及
び
関
係
職
員
に
対
し
、

本
件

事
業

に
伴

う
工

事
請

負
契

約
及

び
委

託
契

約
計

９
件

の
代

金
の

支
払

い
を

行
わ

な
い

よ
う

勧

告
す

る
こ

と
を

求
め

、
仮

に
、

各
契

約
代

金
の

支
払

い
が

既
に

執
行

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
市

長

に
対

し
、

各
契

約
相

手
及

び
関

係
職

員
に

執
行

済
み

の
代

金
に

相
当

す
る

損
害

の
賠

償
を

請
求

す

る
よ

う
勧

告
す

る
こ

と
を

求
め

て
い

る
。

 
 

 
 

 
本

件
措
置

請
求

に
つ

い
て

は
、
所

定
の

要
件

を
具

備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

令
和

元
年

７
月

８
日

付
け

で
受

理
す

る
こ

と
と

し
た
。

 
  

第
２

 
個

別
外
部

監
査

契
約

に
基

づ
く

監
査

に
よ

る
こ

と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
な
か
っ
た
理
由

 
 

 
１

 
個

別
外

部
監

査
制

度
と

は
、

監
査

請
求

の
事

案
が

、
監

査
委

員
が

有
す

る
専

門
的

知
識

以
外

の

事
案

で
あ

り
、

監
査

委
員

が
外

部
の

専
門

家
に

監
査

を
委

託
す

る
必

要
が

あ
る

と
判

断
し

た
と

き

に
、

個
別

外
部

監
査

契
約

に
基

づ
く

監
査

に
よ

る
こ
と
が
相
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

 
  

 
２

 
本

措
置

請
求

に
つ

い
て

は
、

財
務

会
計

上
の

行
為

の
う

ち
、

公
金

の
支

出
の

違
法

性
、

不
当

性

に
つ

い
て

主
張

す
る

も
の

で
あ

り
、

監
査

委
員

の
有

す
る

専
門

的
知

識
の

範
囲

内
で

あ
る

と
判

断

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

監
査

委
員

の
監

査
に

代
え

て
個

別
外

部
監

査
契

約
に

基
づ

く
監

査
を

実
施

す

る
こ

と
が

相
当

で
あ

る
も

の
と

は
認

め
ら

れ
な

い
。

 
  

 
３

 
監

査
委

員
は

、
常

に
公

正
不

偏
の

態
度

を
保

持
し

て
、

監
査

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

旨
、

法

第
１

９
８

条
の

３
第

１
項

に
規

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
監

査
委

員
の

中
立

性
は

法
律

に
よ

り

義
務

づ
け

ら
れ

て
お

り
、

そ
の

趣
旨

に
沿

っ
て

努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
  

 
４

 
以

上
に

よ
り

、
本

件
措

置
請

求
は

、
個

別
外

部
監

査
契

約
に

基
づ

く
監

査
に

よ
る

こ
と

が
相

当

で
あ

る
と

は
認

め
ら

れ
ず

、
法

第
２

５
２

条
の

４
３

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

法
第

２
４

２
条

第

１
項

の
請

求
で

あ
っ

た
も

の
と

み
な

し
、

監
査

対
象

局
を

港
湾

局
と

し
て

監
査

を
実

施
す

る
こ

と
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調
査

を
し

て
い

な
い

。
市

議
会

で
の

答
弁

に
お

い
て

も
、

事
業

者
は

建
て

替
え

が
必

要
と

考
え

て
い

る
よ

う
だ

と
い

う
旨

の
感

想
を

述
べ

る
に

と
ど

ま
っ

て
お

り
、

確
た

る
デ

ー
タ

は
示

さ
れ

て
い
な
い
。

 
 
 
（
５
）
中
央
新
幹
線
と
の
関
係
等
に
つ
い
て

 
 

 
 

 
 

必
要

性
の

な
い

理
由

を
前

面
に

掲
げ

て
本

件
事

業
を

進
め

よ
う

と
す

る
市

の
真

の
目

的
は

、

中
央

新
幹

線
の

建
設

発
生

土
を

処
分

す
る

た
め

だ
と

考
え

て
い

る
。

東
海

旅
客

鉄
道

株
式

会
社

（
以
下
「
Ｊ
Ｒ

東
海
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
中
央
新
幹
線
の
工
事
は
、
平
成
２
６
年
１
０
月
に
国

土
交

通
大

臣
に

認
可

さ
れ

た
が

、
翌

１
１

月
に

は
、

市
が

川
崎

港
港

湾
計

画
（

以
下

「
港

湾
計

画
」
と
い
う
。
）
の
改
訂
案
を
川
崎
港
港
湾
審
議
会
に
提
案
し
、
承
認
を
受
け
て
い
る
。
も
と
も

と
東

扇
島

堀
込

部
は

、
浮

島
に

次
ぐ

市
民

ご
み

の
処

分
場

と
し

て
確

保
さ

れ
て

い
た

が
、

こ
の

利
用

目
的

が
完

成
自

動
車

用
地

と
倉

庫
建

て
替

え
用

地
に

変
更

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

。
翌

１
２

月
の

市
議

会
に

お
け

る
ま

ち
づ

く
り

局
長

の
答

弁
で

は
、

Ｊ
Ｒ

東
海

か
ら

の
要

請
に

よ
り

、
臨

海
部

の
状

況
調

査
を

検
討

し
て

い
る

こ
と

が
明

ら
か

に
さ

れ
、

同
月

、
こ

の
調

査
に

関
す

る
協

定
が

市
と

Ｊ
Ｒ

東
海

と
の

間
で

結
ば

れ
た

。
こ

の
経

過
を

見
て

も
、

中
央

新
幹

線
の

工
事

が
認

可
さ

れ
た

段
階

で
、

川
崎

港
に

中
央

新
幹

線
の

建
設

発
生

土
の

処
分

地
を

つ
く

る
と

い
う

計
画

が
進
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。

 
  
 
２
 
関
係
職
員
の
陳
述

 
 
 
 
 
陳
述
の
際
、
関
係
職
員
が
説
明
し
た
内
容
は
、
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
 
 
（
１
）
川
崎
港
の
現
状

 
 

 
 

 
 

川
崎

港
は

、
全

国
９

９
４

あ
る

港
の

う
ち

特
に

重
要

度
が

高
く

、
重

点
的

に
国

際
競

争
力

を

強
化

す
る

た
め

５
港

の
み

指
定

さ
れ

て
い

る
「

国
際

戦
略

港
湾

」
の

１
つ

と
し

て
、

東
京

、
横

浜
、
大
阪
、
神
戸
と
と
も
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

 
 

 
 

 
 

川
崎

港
に

お
け

る
取

扱
貨

物
量

は
、

全
国

的
に

も
上

位
に

位
置

し
、

平
成

２
９

年
に

お
け

る

港
湾

統
計

調
査

の
確

定
値

で
は

、
８

，
４

９
７

万
５

千
ト

ン
で

、
全

国
で

９
番

目
と

な
っ

て
い

る
。

ま
た

、
コ

ン
テ

ナ
取

扱
量

に
つ

い
て

も
、

平
成

３
０

年
の

コ
ン

テ
ナ

取
扱

貨
物

量
（

速
報

値
）

で
は

川
崎

港
全

体
で

１
４

６
，

８
９

４
Ｔ

Ｅ
Ｕ

（
公

共
ふ

頭
の

み
で

は
１

３
３

，
７

７
９

Ｔ
Ｅ
Ｕ
）
で
、
全
国
で
１
６
番
目
と
な
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
川
崎
港
は
石
油
、
鉄
鉱
石
、
Ｌ
Ｎ
Ｇ
な
ど
の
原
材
料
の
輸
入
と
工
業
製
品
の
輸
出
を
中
心
に
、

製
造

業
を

支
え

て
い

る
。

ま
た

首
都

圏
へ

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

供
給

に
貢

献
し

、
京

浜
工

業
地

帯
を

支
え

る
港

と
し

て
大

き
な

役
割

を
担

う
と

と
も

に
、

本
市

経
済

・
産

業
の

発
展

、
雇

用
の

創
出

な
ど

に
大

き
く

寄
与

し
て

い
る

。
ま

た
、

川
崎

港
で

は
近

年
、

商
業

港
と

し
て

の
機

能
強

化
が

図
ら

れ
、

食
料

品
や

製
品

・
半

製
品

と
い

っ
た

消
費

財
、

中
間

財
等

の
国

際
貿

易
品

を
扱

う
首

都
圏

の
物

流
拠

点
と

し
て

の
機

能
を

形
成

し
、

首
都

圏
経

済
社

会
の

発
展

に
大

き
く

貢
献

し
て

い
る
。
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が
か

り
な
埋

立
工

事
で

あ
る

。
実

施
に

当
た

っ
て

は
、
し
っ
か
り
と
し
た
理
由
が
必
要
で
あ
り
、

あ
い

ま
い

な
理

由
で

何
と

な
く

さ
れ

る
よ

う
な

こ
と

は
許

さ
れ

な
い

。
本

件
事

業
は

違
法

で
あ

り
、

直
ち

に
そ

の
執

行
を

見
直

す
べ

き
で

あ
る

。
 

 
 

（
２

）
コ

ン
テ
ナ

関
連

用
地

に
つ

い
て

 
 

 
 

 
 

川
崎

港
コ

ン
テ

ナ
タ

ー
ミ

ナ
ル

に
は

、
既

に
４

０
万

Ｔ
Ｅ

Ｕ
若

し
く

は
そ

れ
に

近
い

処
理

能

力
が

あ
る

た
め

、
現

状
の

取
扱

貨
物

量
で

は
完

全
に

設
備
過
剰
な
状
態
で
あ
る
。
確
か
に
近
年
、

取
扱

貨
物

量
は

増
加

し
て

い
る

も
の

の
、

こ
れ

は
入

港
料

の
減

免
や

コ
ン

テ
ナ

貨
物

の
補

助
金

等
、

市
民

の
税

金
を

使
っ

て
下

駄
を

履
か

せ
て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

４
０

万
Ｔ

Ｅ
Ｕ

と
い

う
目

標
は

甘
い

、
不

可
能

な
数

字
で

あ
る

が
、

そ
こ

ま
で

到
達

す
る

た
め

に
は

、
い

く
ら

税
金

を
使

う
こ

と
に

な
る

の
か

。
 

 
 

 
 

 
仮

に
、

現
状

３
０

万
Ｔ

Ｅ
Ｕ

程
度

の
取

扱
貨

物
量

が
あ

り
、

場
所

が
足

り
な

い
か

ら
埋

立
て

る
と

い
う

話
な

の
で

あ
れ

ば
理

解
も

で
き

る
が

、
１

３
万

Ｔ
Ｅ

Ｕ
程

度
し

か
達

成
し

て
い

な
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
、
な

ぜ
今

埋
立

て
る

必
要

が
あ

る
の

か
。
１
０
年
後
、
２
０
年
後
で
は
な
く
、

現
時

点
に

お
け

る
お

金
の

使
い

方
が

問
わ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
世

界
的

に
船

の
大

型
化

が
進

ん
で

い
る

が
、

川
崎

港
は

水
深

が
浅

い
た

め
、

い
く

ら
ポ

ー
ト

セ
ー

ル
ス

を
し

て
も

大
型

船
は

来
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

川
崎

港
は

大
型

商
業

港
や

ハ
ブ

港
に

は
な

り
え

ず
、

東
京

港
や

横
浜

港
に

は
太

刀
打

ち
で

き
な

い
。

一
般

港
と

し
て

維
持

発
展

さ
せ

て
い

く
し

か
な

い
。

 
 

 
（

３
）

完
成

自
動

車
用

地
に

つ
い

て
 

 
 

 
 

 
川

崎
港

か
ら

の
新

車
乗

用
車

の
輸

出
は

全
国

９
位

、
中

古
乗

用
車

の
輸

出
は

全
国

５
位

と
の

こ
と

だ
が

、
こ

う
し

た
実

績
が

今
後

増
加

す
る

可
能

性
は

大
き

い
と

は
言

え
な

い
。

川
崎

港
か

ら
の

自
動

車
輸

出
台

数
は

年
間

４
０

万
台

後
半

ま
で

伸
び

て
い

る
が

、
右

肩
上

が
り

で
は

な
く

横
這

い
の

状
態

で
あ

る
。

平
成

２
９

年
の

大
幅

な
輸

出
減

に
つ

い
て

、
市

は
立

体
駐

車
場

の
解

体
の

た
め

と
説

明
し

て
い

る
が

、
１

５
万

台
近

い
減

少
は

異
常

で
あ

る
。

ど
の

よ
う

な
分

析
を

基
に

待
機

場
の

必
要

性
が

あ
る

と
み

て
い

る
の

か
。

 
 

 
 

 
 

自
動

車
の

輸
出

先
は

米
国

が
断

ト
ツ

で
あ

る
が

、
こ

う
し

た
偏

っ
た

輸
出

形
態

は
激

変
す

る

国
際

環
境

の
影

響
を

大
き

く
受

け
る

。
米

国
は

中
国

か
ら

の
輸

入
品

に
最

大
２

５
％

の
関

税
を

か
け

､
他

の
国

に
対

し
て

も
同

様
の

措
置

を
と

ろ
う

と
し
て
い
る
。
日
本
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
は

こ
れ

を
恐

れ
、

中
国

や
東

南
ア

ジ
ア

向
け

の
輸

出
を

増
や

す
検

討
を

し
て

い
る

と
報

道
さ

れ
て

い
る

。
米

国
へ

の
輸

出
が

滞
る

よ
う

に
な

れ
ば

、
川

崎
港
に
と
っ
て
大
き
な
痛
手
と
な
る
。

 
 

 
 

 
 

川
崎

港
は

実
質

的
に

株
式

会
社

Ｓ
Ｕ

Ｂ
Ａ

Ｒ
Ｕ

の
た

め
の

輸
出

拠
点

と
な

っ
て

お
り

、
一

企

業
の

便
宜

の
た

め
に

使
用

さ
れ

る
か

不
明

な
土

地
を

つ
く

る
こ

と
は

、
行

政
の

あ
り

方
と

し
て

大
き

な
問

題
で

あ
る

。
 

 
 

（
４

）
倉

庫
建
て

替
え

用
地

に
つ

い
て

 
 

 
 

 
 

実
際

に
ど

の
く

ら
い

の
企

業
が

倉
庫

の
建

て
替

え
を

希
望

し
て

い
る

の
か

、
市

は
具

体
的

な
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地
お

よ
び

保
管

施
設

用
地

の
不

足
を

解
消

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
ま

た
、

コ
ン

テ
ナ

貨
物

の
取

扱
拠

点
と

し
て

、
港

湾
機

能
を

強
化

す
る

こ
と

に
よ

り
、

港
湾

貨
物

の
安

定
的

な
輸

出
入
と
背
後

に
立
地
す
る
港
湾
利
用
者
の
安
定
的
な
輸
送
の
実
現
に
寄
与
で
き
る
。

 
 
 
 
 

（
イ
）
本
件
事
業
の
概
要

 
 
 
 
 
 
 

施
行
主
体
：

本
市

 
 
 
 
 
 
 

埋
立
区
域
：

川
崎
区
東
扇
島
地
先
の
公
有
水
面

 
 
 
 
 
 
 

埋
立
面
積
：

約
１
３
．
２
ヘ
ク
タ
ー
ル

 
 
 
 
 
 
 

埋
立
用
材
：

建
設
発
生
土

 
 
 
 
 
 
 

埋
立
土
量
：

約
１
４
０
万
立
方
メ
ー
ト
ル

 
 
 
 
 
 
 

概
算
事
業
費

：
約
２
４
０
億
円

 
事
業
名

 
種
別

 
概
算
額

 
備
考

 

埋
立
事
業

 
護
岸
築
造
工
事
費

 
１
２
８
億
円

Ｊ
Ｒ
東
海
負
担

 
埋
立
管
理
費

 
７
１
億
円

事
務
費

 
１
億
円

基
盤
整
備
事
業

 
４
０
億
円

本
市
負
担

 
合
計

 
２
４
０
億
円

 
 
 
 
 

（
ウ
）
本
件
事
業
推
進
に
当
た
っ
て
の
費
用

 
 

 
 

 
 

 
 

本
件

事
業

に
お

い
て

は
、

逼
迫

す
る

土
地

需
要

に
対

応
す

る
た

め
、

早
期

の
土

地
造

成

が
求

め
ら

れ
る

一
方

で
、

埋
立

用
材

の
安

定
的

な
確

保
と

土
地

造
成

事
業

に
係

る
資

金
調

達
が

課
題

と
な

っ
て

い
た

。
そ

う
し

た
中

、
本

市
は

、
平

成
２

９
年

６
月

に
Ｊ

Ｒ
東

海
か

ら
、

中
央

新
幹

線
事

業
に

お
い

て
市

内
に

あ
る

中
央

新
幹

線
梶

ヶ
谷

非
常

口
か

ら
搬

出
さ

れ
る

建
設

発
生

土
の

受
入

に
係

る
要

請
を

受
け

、
本

件
事

業
の

推
進

に
関

し
て

、
平

成
 
 

２
９
年
８
月
に
覚
書
を
、
平
成
３
０
年
３
月
に
基
本
協
定
を
締
結
し
た
。

 
 

 
 

 
 

 
 

本
件

事
業

に
お

け
る

概
算

の
総

事
業

費
は

約
２

４
０

億
円

と
な

っ
て

い
る

が
、

こ
の

う

ち
、

護
岸

築
造

工
事

や
埋

立
管

理
等

に
係

る
費

用
は

約
２

０
０

億
円

で
あ

り
、

Ｊ
Ｒ

東
海

が
全

額
負

担
す

る
も

の
と

し
て

基
本

協
定

書
で

定
め

て
い

る
。

こ
の

こ
と

か
ら

、
本

件
事

業
は

、
地

方
債

に
よ

り
財

源
を

調
達

し
て

事
業

を
進

め
る

一
般

的
な

土
地

造
成

事
業

と
比

較
し
、
本
市

の
財
政
負
担
の
軽
減
が
図
ら
れ
る
ス
キ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

埋
立

竣
工

後
に

土
地

利
用

を
図

る
た

め
に

必
要

な
道

路
や

下
水

等
の

基
盤

整
備

に
つ

い

て
は

、
費

用
と

し
て

約
４

０
億

円
を

見
込

ん
で

お
り

、
本

市
が

負
担

す
る

も
の

と
し

て
い

る
。

な
お

、
護

岸
築

造
工

事
や

埋
立

管
理

等
に

係
る

費
用

と
同

様
に

、
こ

の
基

盤
整

備
に

係
る

費
用

約
４

０
億

円
に

つ
い

て
も

地
財

法
第

６
条

及
び

同
法

施
行

令
第

４
６

条
第

７
項

で
定

め
る

港
湾

整
備

事
業

で
経

理
す

る
も

の
と

し
て

い
る

。
つ

ま
り

、
市

税
収

入
で

は
な

く
港

湾
整

備
事

業
特

別
会

計
に

お
け

る
施

設
使

用
料

及
び

財
産

貸
付

収
入

等
を

も
っ

て
基
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近

年
の

商
業

港
と

し
て

の
発

展
の

中
心

と
な

っ
て

い
る

の
が

東
扇

島
地

区
で

あ
る

。
同

地
区

は
川

崎
港

コ
ン

テ
ナ

タ
ー

ミ
ナ

ル
を

中
心

に
、

流
通

加
工

設
備

等
を

備
え

た
総

合
物

流
セ

ン
タ

ー
で

あ
る

「
か

わ
さ

き
フ

ァ
ズ

物
流

セ
ン

タ
ー

」
や

「
東

扇
島

総
合

物
流

拠
点

地
区

」
へ

の
進

出
企

業
を

は
じ

め
と

し
た

多
く

の
物

流
施

設
が

立
地

し
て

お
り

、
活

発
な

物
流

活
動

が
展

開
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

（
２

）
本

件
事

業
に

つ
い

て
 

 
 

 
 

ア
 

本
件

事
業

の
概

略
 

 
 

 
 

（
ア

）
計

画
に

お
け

る
本

件
事

業
の

位
置

づ
け

 
 

 
 

 
 

 
 

本
市

で
は

平
成

２
６

年
１

１
月

に
港

湾
計

画
を

改
訂

し
、

こ
の

中
で

、
東

扇
島

地
区

に

お
い

て
、

増
加

す
る

コ
ン

テ
ナ

貨
物

や
主

要
貨

物
で

あ
る

完
成

自
動

車
に

対
応

し
、

コ
ン

テ
ナ

タ
ー

ミ
ナ

ル
の

拡
張

用
地

、
コ

ン
テ

ナ
関

連
用

地
及

び
モ

ー
タ

ー
プ

ー
ル

や
シ

ャ
ー

シ
プ

ー
ル

等
を

確
保

す
る

た
め

の
堀

込
部

の
土

地
造

成
計

画
を

位
置

づ
け

た
。

港
湾

計
画

は
、

港
湾

の
開

発
、

利
用

及
び

保
全

等
に

関
す

る
計

画
で

あ
り

、
港

湾
法

第
３

条
の

３
に

お
い

て
港

湾
管

理
者

が
定

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
と

さ
れ

て
い

る
。

港
湾

計
画

は
、

学
識

経
験

者
、

港
湾

関
係

者
、

市
議

会
議

員
、

国
の

地
方

行
政

機
関

の
職

員
、

関
係

地
方

公
共

団
体

の
職

員
、

市
職

員
等

で
構

成
さ

れ
る

川
崎

港
港

湾
審

議
会

で
の

審
議

、
さ

ら
に

は
、

国
土

交
通

大
臣

の
諮

問
機

関
で

あ
る

交
通

政
策

審
議

会
で

の
審

議
を

経
た

上
で

策
定

さ
れ

る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

後
、

本
市

は
、

本
市

が
め

ざ
す

都
市

像
や

基
本

目
標

等
を

定
め

た
「

基
本

構
想

」
、

政
策

の
方

向
性

を
定

め
た
「

基
本

計
画

」
、
平
成
２
８
年
度
か
ら
平
成
２
９
年
度
の
具
体
的

な
政

策
の

取
組

内
容

等
を

定
め

た
「

第
１

期
実

施
計

画
」

の
３

層
で

構
成

さ
れ

る
「

川
崎

市
総

合
計

画
」

を
平

成
２

８
年

３
月

に
策

定
し

た
。

本
件

事
業

の
計

画
は

、
政

策
４

－
４

「
臨

海
部

を
活

性
化

す
る

」
の

施
策

２
「

広
域

連
携

に
よ

る
港

湾
物

流
拠

点
の

形
成

」
に

お
い

て
、
事

務
事

業
「

埋
立

地
維

持
・
整

備
事

業
」
と
し
て
、
市
民
生
活
を
支
え
る
た
め
、

廃
棄

物
護

岸
の

適
切

な
維

持
管

理
を

行
う

と
と

も
に

、
企

業
活

動
の

継
続

性
を

確
保

す
る

た
め

埋
立

地
の

整
備

を
推

進
す

る
事

業
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

 
 

 
 

 
 

 
 

本
件

事
業

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

川
崎

港
の

公
共

ふ
頭

に
お

い
て

は
貨

物
量

が
大

幅

に
増

加
す

る
見

込
み

で
あ

り
、

貨
物

需
要

に
対

応
し

た
新

た
な

ふ
頭

用
地

お
よ

び
保

管
用

地
を

確
保

し
、

早
急

に
土

地
利

用
を

図
る

必
要

が
あ

る
た

め
、

令
和

１
０

年
の

供
用

開
始

を
め

ざ
し

、
工

事
の

工
程

上
１

０
年

（
埋

立
て

７
年

、
基

盤
整

備
３

年
）

を
要

す
る

こ
と

か
ら

、
平

成
３

０
年

度
に

着
工

す
る

こ
と

と
し

た
。

施
行

主
体

と
し

て
は

、
本

埋
立

て
は

コ
ン

テ
ナ

貨
物

の
需

要
に

対
応

し
た

公
共

ふ
頭

用
地

お
よ

び
保

管
用

地
を

確
保

す
る

も
の

で
あ

り
、

本
港

の
港

湾
管

理
者

で
あ

る
本

市
が

施
行

主
体

と
な

る
。

埋
立

て
の

効
果

と
し

て
は

、
川

崎
港

に
お

け
る

コ
ン

テ
ナ

貨
物

の
大

幅
な

増
加

に
対

応
し

た
新

た
な

ふ
頭

用
地

お
よ

び
保

管
施

設
用

地
を

確
保

し
、

早
期

に
土

地
利

用
を

図
る

こ
と

で
、

既
設

の
ふ

頭
用
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土
地
活
用
を
模
索
す
る
必
要
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
主
張
は
根
拠
が
な
い
。

 
 
 
 
 
（
イ
）
コ
ン
テ
ナ
関
連
用
地
の
需
要
に
つ
い
て

 
 

 
 

 
 

 
 

四
方

を
海

に
囲

ま
れ

て
い

る
我

が
国

に
お

い
て

、
人

々
の

生
活

や
経

済
活

動
を

支
え

る

た
め

、
港

湾
の

果
た

す
役

割
は

極
め

て
大

き
い

も
の

で
あ

る
。

我
が

国
に

お
け

る
海

外
と

交
易

し
て

い
る

貨
物

は
、

ト
ン

数
ベ

ー
ス

で
全

体
の

９
９

％
以

上
が

海
上

貿
易

に
よ

る
も

の
と

な
っ

て
い

る
。

海
上

輸
送

の
コ

ン
テ

ナ
化

は
１

９
５

０
年

代
に

米
国

で
始

ま
り

、
そ

の
後

、
世

界
中

に
広

が
っ

て
い

っ
た

。
我

が
国

も
い

ち
早

く
コ

ン
テ

ナ
に

対
応

し
た

港
湾

整
備

を
行

い
、

ア
ジ

ア
に

お
け

る
ハ

ブ
機

能
を

担
う

こ
と

に
よ

っ
て

、
経

済
・

産
業

を
大

き
く

発
展

さ
せ

、
高

度
経

済
成

長
を

遂
げ

た
。

そ
の

後
、

ア
ジ

ア
近

隣
諸

国
が

国
家

的
施

策
と

し
て

、
大

水
深

・
高

規
格

コ
ン

テ
ナ

タ
ー

ミ
ナ

ル
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
最

新
の

情
報

通
信

技
術

を
活

用
し

た
効

率
的

な
タ

ー
ミ

ナ
ル

運
営

を
す

る
な

ど
、

ハ
ー

ド
・

ソ
フ

ト
両
面
か

ら
大
胆
な
港
湾
政
策
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
う

し
た

、
ア

ジ
ア

諸
港

の
躍

進
に

よ
り

、
日

本
港

湾
の

国
際

的
地

位
が

低
下

す
る

な

か
、
国
に
お
い
て
は
、
選
択
と
集
中
の
方
針
の
下
、
ス
ー
パ
ー
中
枢
港
湾
政
策
を
展
開
し
、

近
年

は
、

北
米

・
欧

州
基

幹
航

路
の

我
が

国
へ

の
寄

港
を

維
持

・
拡

大
し

、
民

間
企

業
等

の
立
地
環
境
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、「

集
貨
」
、「

創
貨
」
、「

競
争
力
強
化
」
の
３
本
柱
の
施

策
か

ら
な

る
国

際
コ

ン
テ

ナ
戦

略
港

湾
政

策
を

実
施

し
て

い
る

。
現

在
、

川
崎

港
は

国
際

コ
ン

テ
ナ

戦
略

港
湾

の
一

員
と

し
て

、
そ

の
特

徴
や

強
み

を
最

大
限

に
活

か
し

な
が

ら
、

コ
ン
テ
ナ
物
流
機
能
の
充
実
・
強
化
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

川
崎

港
コ

ン
テ

ナ
タ

ー
ミ

ナ
ル

に
お

け
る

コ
ン

テ
ナ

取
扱

量
に

つ
い

て
は

、
平

成
２

６

年
１

１
月

に
改

訂
さ

れ
た

港
湾

計
画

に
お

い
て

、
計

画
に

お
け

る
施

設
整

備
を

す
べ

て
行

っ
た

時
点

に
お

い
て

取
扱

可
能

と
な

る
貨

物
量

に
つ

い
て

、
４

０
万

Ｔ
Ｅ

Ｕ
と

い
う

推
計

が
算

出
さ

れ
た

。
本

推
計

量
は

、
様

々
な

統
計

デ
ー

タ
に

基
づ

き
推

計
さ

れ
、

学
識

経
験

者
、

港
湾

関
係

者
等

で
構

成
さ

れ
る

地
方

港
湾

審
議

会
及

び
交

通
政

策
審

議
会

港
湾

分
科

会
の
答
申

を
経
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
確
認
の
も
と
適
正
に
算
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
た

、
請

求
人

提
出

の
資

料
４

に
お

い
て

は
、

平
成

２
５

年
ま

で
の

実
績

値
し

か
記

載

が
な

い
が

、
近

年
の

川
崎

港
の

コ
ン

テ
ナ

取
扱

量
の

伸
び

は
目

覚
ま

し
く

、
平

成
２

６
年

以
降

も
大

き
く

貨
物

量
が

増
加

し
て

お
り

、
公

共
ふ

頭
に

お
い

て
平

成
２

４
年

に
は

約
３

万
８

千
Ｔ

Ｅ
Ｕ

で
あ

っ
た

コ
ン

テ
ナ

取
扱

量
に

つ
い

て
、

平
成

３
０

年
に

は
１

３
万

４
千

Ｔ
Ｅ
Ｕ
と

約
３
．
５
倍
に
伸
び
て
い
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

一
方

、
コ

ン
テ

ナ
タ

ー
ミ

ナ
ル

用
地

に
つ

い
て

は
、

請
求

人
の

主
張

で
は

「
港

湾
計

画

で
必

要
と

さ
れ

る
ふ

頭
用

地
４

２
ヘ

ク
タ

ー
ル

の
う

ち
３

５
ヘ

ク
タ

ー
ル

は
既

設
で

あ
り

」

と
さ

れ
て

い
る

が
、

港
湾

計
画

に
お

い
て

は
、

コ
ン

テ
ナ

タ
ー

ミ
ナ

ル
、

コ
ン

テ
ナ

タ
ー

ミ
ナ

ル
の

拡
張

及
び

コ
ン

テ
ナ

関
連

ふ
頭

用
地

は
３

５
．

７
ヘ

ク
タ

ー
ル

と
し

て
お

り
、

現
在

の
コ

ン
テ

ナ
タ

ー
ミ

ナ
ル

用
地

は
２

３
．

８
ヘ

ク
タ

ー
ル

と
な

っ
て

い
る

。
ま

た
、
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盤
整

備
を

行
う

も
の

で
あ

る
。

こ
の

こ
と

か
ら

、
措

置
請

求
中

の
「

多
額

の
税

金
を

要
す

る
」

と
い

う
主

張
に

は
根

拠
が

な
い

。
 

 
 

 
 

イ
 

本
件

事
業

の
必

要
性

 
 

 
 

 
（

ア
）
東

扇
島

地
区

全
般

の
土

地
需

要
に

つ
い

て
 

 
 

 
 

 
 

 
東

扇
島

は
、

首
都

圏
の

ほ
ぼ

中
心

に
位

置
し

て
お

り
、

首
都

高
速

湾
岸

線
や

横
羽

線
、

ア
ク

ア
ラ

イ
ン

な
ど

の
高

速
道

路
網

及
び

主
要

幹
線

道
路

に
よ

り
、

東
京

・
横

浜
方

面
は

も
と

よ
り

、
房

総
や

北
関

東
方

面
な

ど
へ

の
ア

ク
セ

ス
に

大
変

便
利

な
場

所
に

あ
る

。
ま

た
、

羽
田

空
港

に
も

近
く

、
交

通
機

能
の

結
接

点
と

し
て

の
ポ

テ
ン

シ
ャ

ル
が

非
常

に
高

く
、

物
流

の
拠

点
と

し
て

大
変

恵
ま

れ
た

立
地
環
境
に
あ
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

本
市

に
お

い
て

、
東

扇
島

埋
立

完
了

後
の

昭
和

５
５

年
１

０
月

か
ら

東
地

区
に

お
い

て

第
１

次
倉

庫
用

地
分

譲
を

開
始

し
た

と
こ

ろ
、

公
募

し
た

用
地

面
積

に
対

し
、

募
集

面
積

の
約

２
倍

の
申

込
み

が
あ

っ
た

。
そ

の
後

、
第

２
次

か
ら

第
４

次
倉

庫
用

地
分

譲
及

び
港

湾
関

連
用

地
分

譲
を

適
時

行
い

な
が

ら
、
経

岸
貨
物
の
獲
得
に
努
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、

当
初

約
７

０
社

の
事

業
者

に
よ

る
倉

庫
群

が
形

成
さ

れ
、

近
年

に
お

い
て

は
、

西
地

区
の

東
扇

島
総

合
物

流
拠

点
地

区
へ

の
事

業
者

進
出

に
よ

り
さ

ら
に

そ
の

規
模

が
増

し
て

い
る

。 
 

 
 

 
 

 
 

東
扇

島
総

合
物

流
拠

点
地

区
に

つ
い

て
は

、
平

成
１

９
年

１
月

に
策

定
し

た
「

東
扇

島

総
合

物
流

拠
点

地
区

形
成

計
画
（

平
成

２
２

年
６
月
一
部
改
訂
）
」
に
基
づ
き
、
平
成
１
９

年
と

平
成

２
２

年
の

２
期

に
分

け
て

、
同

計
画

に
適

合
す

る
高

機
能

物
流

施
設

の
建

設
と

運
営

を
行

う
こ

と
の

で
き

る
事

業
者

の
公

募
を

行
っ

た
。

そ
の

結
果

、
第

１
期

地
区

に
４

社
、

第
２

期
地

区
に

５
社

が
進

出
し

、
平

成
２

５
年

度
末

ま
で

に
、

す
べ

て
の

進
出

企
業

の
事

業
が

開
始

さ
れ

た
。

公
募

を
実

施
し

た
土

地
の

利
用

方
法

に
つ

い
て

は
、

事
業

用
定

期
借

地
権

の
設

定
に

よ
る

貸
付

方
式

を
採

用
し
て
い
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
た

近
年

、
臨

港
地

区
に

お
い

て
は

次
々

に
物

流
施

設
、

工
場

等
（

こ
れ

ら
の

附
帯

施

設
を

含
む

）
が

建
設

さ
れ

て
お

り
、
倉

庫
用

地
を
含
め
た
高
い
土
地
需
要
が
確
認
で
き
る
。

過
去

５
年

に
お

け
る

臨
港

地
区

に
お

け
る

建
築

確
認

の
申

請
件

数
（

建
築

主
事

へ
提

出
す

る
前

に
港

湾
局

で
確

認
し

た
も

の
・

工
作

物
に

係
る

申
請

を
除

く
）

及
び

延
べ

面
積

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
 

 
 

 
 

 
 
平

成
２

６
年

：
３

３
件

・
延

べ
面

積
 
約
 
３
３
，
１
１
３
㎡

 
 

 
 

 
 

 
 
平

成
２

７
年

：
３

２
件

・
延

べ
面

積
 
約
１
０
９
，
３
７
１
㎡

 
 

 
 

 
 

 
 
平

成
２

８
年

：
３

４
件

・
延

べ
面

積
 
約
 
５
６
，
１
６
０
㎡

 
 

 
 

 
 

 
 
平

成
２

９
年

：
２

８
件

・
延

べ
面

積
 
約
３
１
２
，
１
８
７
㎡

 
 

 
 

 
 

 
 
平

成
３

０
年

：
３

１
件

・
延

べ
面

積
 
約
 
４
０
，
９
２
３
㎡

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
の

よ
う

に
、

臨
港

地
区

並
び

に
東

扇
島

地
区

に
つ

い
て

は
、

過
去

か
ら

現
在

に
至

る

ま
で

旺
盛

な
土

地
需

要
が

あ
り

、
措

置
請

求
中

の
「

仮
に

本
件

事
業

か
ら

で
き

た
土

地
が

十
分

活
用

さ
れ

な
い

と
い

う
こ

と
に

な
れ

ば
、

川
崎

市
は

さ
ら

に
税

金
を

投
入

し
新

た
な
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ン
タ

ー
を

所
有

し
て

お
り

、
同

社
に

と
っ

て
川

崎
港

は
重

要
な

港
と

な
っ

て
い

る
。

川
崎

港
で

取
り

扱
う

完
成

自
動

車
は

ス
バ

ル
車

の
み

な
ら

ず
、

他
メ

ー
カ

ー
の

新
車

や
中

古
自

動
車

も
あ

り
、

川
崎

港
は

日
本

経
済

を
支

え
る

自
動

車
の

輸
出

拠
点

の
ひ

と
つ

と
な

っ
て

い
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

川
崎

港
で

完
成

自
動

車
を

取
り

扱
う

こ
と

は
、

陸
運

事
業

者
、

港
運

事
業

者
、

検
数

業

者
、

綱
取

業
者

等
の

雇
用

創
出

効
果

に
加

え
、

荷
さ

ば
き

地
の

使
用

料
、

入
港

料
、

岸
壁

使
用

料
、

特
別

ト
ン

税
等

が
市

の
歳

入
と

な
り

市
経

済
お

よ
び

市
財

政
に

大
き

な
経

済
効

果
が

見
込

ま
れ

る
。

し
た

が
っ

て
、

川
崎

港
に

お
い

て
完

成
自

動
車

取
扱

量
を

増
大

さ
せ

る
こ

と
は

、
請

求
人

の
主

張
す

る
よ

う
な

「
ス

バ
ル

が
繁

栄
し

て
も

、
川

崎
市

へ
の

影
響

は
少
な
く
川
崎

市
民
の
繁
栄
に
結
び
つ
か
な
い
」
と
い
う
結
果
と
は
な
ら
な
い
。

 
 

 
 

 
 

 
 

次
に

、
完

成
自

動
車

の
取

扱
量

に
つ

い
て

、
平

成
２

６
年

１
１

月
に

改
訂

さ
れ

た
港

湾

計
画

で
は

、
目

標
年

次
で

あ
る

平
成

３
０

年
代

後
半

に
お

け
る

完
成

自
動

車
の

取
扱

貨
物

量
（

輸
入

、
輸

出
、

移
入

及
び

移
出

の
合

計
）

の
設

定
値

を
約

５
，

０
０

０
千

ト
ン

と
推

計
し

て
お

り
、

国
内

外
の

経
済

的
要

因
の

影
響

を
受

け
、

短
・

中
期

的
な

変
動

は
あ

る
も

の
の
、
過
去
５

年
間
の
平
均
に
つ
い
て
は
６
，
５
４
９
千
ト
ン
と
な
っ
て
い
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
た

、
現

状
に

お
い

て
も

、
川

崎
港

（
特

に
東

扇
島

地
区

）
で

は
完

成
自

動
車

用
地

と

し
て

事
業

者
に

長
期

で
専

用
貸

し
す

る
た

め
の

土
地

に
空

き
が

無
く

、
短

期
で

貸
付

け
る

た
め

の
土

地
も

足
り

な
い

状
況

と
な

っ
て

い
る

。
完

成
自

動
車

を
含

む
輸

出
入

貨
物

を
蔵

置
す

る
専

用
荷

さ
ば

き
地

に
つ

い
て

は
、

現
在

貸
出

率
が

１
０

０
％

と
な

っ
て

い
る

。
な

か
で

も
、

完
成

自
動

車
の

み
を

取
扱

う
立

体
モ

ー
タ

ー
プ

ー
ル

に
つ

い
て

は
、

貸
出

率
は

設
置

以
来

常
に

１
０

０
％

と
な

っ
て

い
る

。
ま

た
、

暫
定

利
用

と
し

て
貸

出
し

て
い

る
ふ

頭
用

地
に

つ
い

て
も

、
完

成
自

動
車

貨
物

の
蔵

置
場

所
と

し
て

利
用

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

こ
と

か
ら

も
、

請
求

人
の

主
張

す
る

「
完

成
自

動
車

用
地

に
つ

い
て

、
利

用
料

が
増

加
す

る
か
ど
う
か
は

不
透
明
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
根
拠
が
な
い
。

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
た

、
前

述
の

と
お

り
本

件
事

業
に

つ
い

て
は

、
費

用
を

Ｊ
Ｒ

東
海

の
負

担
及

び
特

別

会
計

に
お

け
る

港
湾

施
設

の
使

用
料

等
に

よ
り

負
担

す
る

た
め

、
措

置
請

求
中

の
「

完
成

自
動

車
用

地
の

為
に

本
件

事
業

を
進

め
る

こ
と

は
、

Ｊ
Ｒ

東
海

や
ス

バ
ル

と
い

っ
た

私
企

業
の

便
宜

の
た

め
に

税
金

を
使

う
に

す
ぎ

ず
、

税
の

使
い

方
の

公
平

性
に

反
す

る
」

と
い

う
主
張
に
は
根

拠
が
な
い
。

 
 

 
 

 
 

 
 

な
お

、
請

求
人

の
資

料
５

、
川

崎
港

で
の

完
成

自
動

車
輸

出
量

の
実

績
値

は
、

輸
出

量

の
ほ
か
に
、
輸

入
、
移
入
及
び
移
出
を
含
め
た
数
値
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

今
後

も
、

川
崎

港
に

お
い

て
完

成
自

動
車

は
重

要
な

取
扱

貨
物

で
あ

り
、

完
成

自
動

車

の
取

扱
量

を
増

加
さ

せ
る

た
め

に
は

、
現

状
不

足
す

る
モ

ー
タ

ー
プ

ー
ル

を
増

や
す

必
要

が
あ
る
た
め
、

本
件
事
業
に
よ
る
新
た
な
土
地
造
成
が
必
要
と
な
る
。

 
 
 
 
 

（
エ
）
倉
庫
建
て
替
え
用
地
の
需
要
に
つ
い
て
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船
舶

が
着

岸
す

る
岸

壁
に

つ
い

て
は

、
港

湾
計

画
上

は
次

の
と

お
り

３
バ

ー
ス

を
整

備
す

る
と

し
て

い
る

も
の

の
、

現
時

点
で

整
備

さ
れ

て
い

る
の

は
国

の
直

轄
工

事
に

よ
り

整
備

さ
れ

た
水

深
マ

イ
ナ

ス
１

４
メ

ー
ト

ル
の

岸
壁

４
３
１
メ
ー
ト
ル
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 
【

港
湾
計

画
（

平
成

２
６

年
１

１
月

改
訂

）
に

お
け
る
コ
ン
テ
ナ
岸
壁
】

 
Ｋ

Ｃ
１

 
Ｋ

Ｃ
２

 
Ｋ
Ｃ
３

 
水

深
－

１
４

ｍ
 

延
長

３
５

０
ｍ

 
水

深
－

１
４

ｍ
 

延
長

３
３

０
ｍ

 
水
深
－
 
９
ｍ

 
延
長
１
７
０
ｍ

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
う

し
た

中
、

平
成

２
９

年
３

月
に

官
民

で
構

成
さ

れ
る

川
崎

港
戦

略
港

湾
推

進
協

議

会
に

お
い

て
は

、
現

状
の

港
湾

能
力

を
踏

ま
え

、
令

和
２

年
度

ま
で

に
年

間
貨

物
取

扱
量

１
５

万
Ｔ

Ｅ
Ｕ

を
達

成
す

る
と

い
う

目
標

が
策

定
さ

れ
、

当
該

貨
物

量
に

対
応

で
き

る
よ

う
施

設
整

備
を

実
施

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。
ま

た
、

コ
ン

テ
ナ

を
蔵

置
す

る
荷

さ
ば

き
地

に
つ

い
て

は
、

平
成

２
９

年
の

荷
役

可
能

な
面

積
に

お
け

る
実

際
の

使
用

率
は

約
 

９
８

％
に

達
し

て
お

り
、

船
舶

が
着

岸
す

る
岸

壁
に

つ
い

て
も

現
在

、
す

べ
て

の
曜

日
に

お
い

て
船

舶
が

着
岸

し
て

い
る

状
態

と
な

っ
て

い
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
の

よ
う

に
、

現
在

の
川

崎
港

コ
ン

テ
ナ

タ
ー

ミ
ナ

ル
施

設
の

整
備

に
つ

い
て

は
、

貨

物
取

扱
量

に
見

合
っ

た
整

備
を

順
次

進
め

て
い

る
段

階
で

あ
り

、
施

設
の

稼
働

状
況

を
鑑

み
る

と
、

措
置

請
求

中
の

「
川

崎
港

の
港

湾
能

力
の

４
分

の
３

は
使

用
さ

れ
て

い
な

い
状

態
で

あ
り

、
３

．
４

ヘ
ク

タ
ー

ル
の

埠
頭

用
地

を
わ

ざ
わ

ざ
埋

立
て

に
よ

っ
て

確
保

し
な

く
て

も
、

既
存

の
土

地
で

十
分

な
港

湾
能

力
が

ま
か

な
え

る
は

ず
で

あ
る

」
及

び
「

川
崎

港
コ

ン
テ

ナ
タ

ー
ミ

ナ
ル

は
常

に
設

備
過

剰
の

い
わ

ゆ
る

オ
ー

バ
ー

ス
ペ

ッ
ク

状
態

に
あ

り
」

と
い

う
主

張
に

は
根

拠
が

な
い

。
 

 
 

 
 

 
 

 
今

後
、

増
加

す
る

コ
ン

テ
ナ

に
対

し
て

は
、

施
設

整
備

を
含

め
た

更
な

る
対

応
が

必
要

と
な

っ
て

い
る

。
港

湾
計

画
で

は
、

増
加

す
る

コ
ン

テ
ナ

貨
物

に
対

応
す

る
た

め
、

現
在

未
整

備
と

な
っ

て
い

る
岸

壁
の

整
備

を
行

う
と

と
も

に
、

現
在

の
コ

ン
テ

ナ
タ

ー
ミ

ナ
ル

に
加

え
て

、
隣

接
す

る
ふ

頭
用

地
１

１
．

２
ヘ

ク
タ

ー
ル

（
５

．
９

ヘ
ク

タ
ー

ル
及

び
 
 
 

５
．

３
ヘ

ク
タ

ー
ル

）
を

コ
ン

テ
ナ

タ
ー

ミ
ナ

ル
拡

張
用

地
及

び
コ

ン
テ

ナ
関

連
用

地
と

し
て

確
保

し
、

必
要

な
施

設
整

備
を

行
う

と
し

て
い

る
。

上
記

５
．

３
ヘ

ク
タ

ー
ル

の
用

地
の

う
ち

、
３

．
４

ヘ
ク

タ
ー

ル
は

本
件

事
業

に
よ

り
造

成
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

土
地

造
成

が
必

要
と

な
る

。
 

 
 

 
 
（

ウ
）

完
成

自
動

車
用

地
の

需
要

に
つ

い
て

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成

２
９

年
の

川
崎

港
全

体
の

輸
出

貨
物

量
は

、
８

，
６

３
９

千
ト

ン
だ

が
、

こ
の

う

ち
品

種
別

取
扱

量
で

は
完

成
自

動
車

が
最

も
多

く
３

０
．

８
％

を
占

め
、

公
共

ふ
頭

に
お

け
る

輸
出

貨
物

量
の

６
９

．
２

％
を

占
め

て
お

り
、

完
成

自
動

車
輸

出
が

川
崎

港
の

強
み

と
な

っ
て

い
る

。
完

成
自

動
車

の
う

ち
新

車
に

つ
い

て
は

、
主

に
ス

バ
ル

車
と

な
っ

て
い

る
が

、
株

式
会

社
Ｓ

Ｕ
Ｂ

Ａ
Ｒ

Ｕ
は

完
成

自
動

車
の

輸
出

拠
点

と
し

て
東

扇
島

に
物

流
セ



川 崎 市 公 報 （第1,778号）令和元年(2019年)９月10日

－2881－

 

21
 

 

退
す

る
可

能
性

が
高

く
、

市
の

資
産

損
失

を
回

避
す

る
た

め
に

も
、

で
き

る
だ

け
早

期
に

少
し

で
も

大
き

な
土

地
を

物
流

施
設

等
の

建
て

替
え

用
地

と
し

て
確

保
す

る
必

要
が

あ
る

と
考
え
ら
れ
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
措

置
請

求
中

の
「

倉
庫

建
て

替
え

代
替

用
地

に
つ

い
て

、
倉

庫
業

者
の

た
め

に
多

額
の

費
用

を
か

け
て

海
面

埋
立

て
ま

で
し

て
倉

庫
用

地
を

つ
く

っ
た

と
し

て
も

使
用

さ
れ

る
か

は
全

く
不

明
で

あ
り

、
全

く
利

用
さ

れ
な

い
可

能
性

も
あ

る
」

と
い

う
主
張
は
、
根

拠
が
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

 
 
 
 
 
ウ

 
事
業
決
定
に
至

る
手
続

 
 
 
 
 

（
ア
）
法
定
計
画
の
位
置
づ
け

 
 

 
 

 
 

 
 

港
湾

計
画

に
お

け
る

東
扇

島
堀

込
部

の
位

置
づ

け
は

、
平

成
１

２
年

３
月

の
港

湾
計

画

改
訂

に
お

い
て

、
東

扇
島

に
お

け
る

廃
棄

物
処

理
用

地
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

た
。

そ
の

後
、

平
成

２
６

年
１

１
月

の
港

湾
計

画
改

訂
に

お
い

て
、

東
扇

島
堀

込
部

を
埋

立
て

る
こ

と
に
よ
り
、
新

た
に
土
地
を
造
成
す
る
計
画
を
位
置
づ
け
た
。

 
 
 
 
 

（
イ
）
市
の
総
合
計
画
に
よ
る
位
置
づ
け

 
 
 
 
 
 
 
 

本
件
事
業
は

、
平
成
２
８
年
３
月
に
発
表
さ
れ
た
総
合
計
画
に
お
い
て
、
事
務
事
業
「
埋

立
地
維
持
・
整
備
事
業
」
の
事
業
内
容
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成

３
０

年
３

月
に

発
表

さ
れ

た
総

合
計

画
第

２
期

実
施

計
画

に
お

い
て

は
、

川
崎

港

の
物

流
機

能
強

化
に

資
す

る
港

湾
関

連
用

地
、

ふ
頭

用
地

を
確

保
す

る
た

め
、

建
設

発
生

土
を

埋
立

用
材

と
し

て
受

入
れ

、
海

面
埋

立
に

よ
る

土
地

造
成

を
行

う
こ

と
と

し
て

事
務

事
業
化
さ
れ
、

本
件
事
業
の
推
進
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

 
 
 
 
 

（
ウ
）
庁
内
調
整
・
議
会
へ
の
報
告

 
 
 
 
 
 
 
 

本
件
事
業
は

、
平
成
２
７
年
度
第
１
６
回
政
策
・
調
整
会
議
に
お
い
て
、「

東
扇
島
堀
込

部
土

地
造

成
事

業
計

画
の

策
定

に
向

け
た

考
え

方
に

つ
い

て
」

で
事

業
内

容
を

整
理

し
、

報
告

し
て

い
る

。
政

策
・

調
整

会
議

に
報

告
後

、
平

成
２

８
年

１
月

に
市

議
会

市
民

委
員

会
へ
内
容
に
つ
い
て
あ
わ
せ
て
報
告
し
て
い
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成

２
９

年
度

に
お

い
て

は
、

第
６

回
政

策
・

調
整

会
議

に
お

い
て

、
Ｊ

Ｒ
東

海
か

ら

の
建

設
発

生
土

の
有

効
活

用
に

関
す

る
覚

書
を

含
め

て
「

東
扇

島
堀

込
部

土
地

造
成

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」

で
付

議
し

、
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

決
定

し
た

。
決

定
後

は
、

そ
の

内
容
を
８
月
に

市
議
会
環
境
委
員
会
へ
報
告
し
た
。

 
 
 
 
 

（
エ
）
埋
立
免
許
の
手
続
き

 
 

 
 

 
 

 
 

本
件

事
業

は
、

こ
れ

ら
の

手
続

き
を

経
て

、
埋

立
免

許
の

申
請

に
必

要
な

具
体

的
な

事

項
が

整
理

で
き

た
こ

と
か

ら
、

平
成

２
９

年
１

０
月

に
、

公
有

水
面

埋
立

法
に

基
づ

き
埋

立
免

許
の

出
願

を
行

っ
た

。
手

続
き

に
お

い
て

は
、

平
成

２
９

年
１

０
月

に
出

願
の

告
示

が
な
さ
れ
、
出

願
書
類
の
縦
覧
も
行
っ
た
。

 
 

 
 

 
 

 
 

同
法

第
３

条
第

４
項

の
規

定
に

よ
る

地
元

市
町

村
の

長
で

あ
る

市
長

の
意

見
は

、
平

成
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川

崎
港

で
は

、
多

様
な

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ク

ス
機

能
の

集
積

を
活

用
す

る
こ

と
で

、
コ

ン
テ

ナ
バ

ー
ス

の
利

用
促

進
、

航
路

・
貨

物
の

誘
致

を
行

う
こ

と
と

し
て

お
り

、
更

な
る

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ッ

ク
ス

機
能

の
強

化
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

港
湾

計
画

に
お

い
て

、
東

扇
島

の
土

地
利

用
は

多
様

な
機

能
が

調
和

し
、
連

携
す

る
質

の
高
い
港
湾
空
間
を
形
成
す
る
た
め
に
、

物
流

関
連

ゾ
ー

ン
と

位
置

づ
け

て
い

る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

東
扇

島
に

は
、

川
崎

港
コ

ン
テ

ナ
タ

ー
ミ

ナ
ル

を
中

心
に

、
流

通
加

工
設

備
等

を
備

え

た
総

合
物

流
セ

ン
タ

ー
で

あ
る

「
か

わ
さ

き
フ

ァ
ズ

物
流

セ
ン

タ
ー

」
や

「
東

扇
島

総
合

物
流

拠
点

地
区

」
へ

の
進

出
企

業
を

は
じ

め
と

し
た
多
く
の
物
流
施
設
が
立
地
し
て
お
り
、

活
発

な
物

流
活

動
が

展
開

さ
れ

て
い

る
。

東
扇

島
地

区
全

体
の

就
労

者
数

は
約

１
万
 

 

１
，

０
０

０
人

、
冷

凍
冷

蔵
倉

庫
群

は
、

日
本

最
大

級
の

冷
凍

冷
蔵

倉
庫

群
と

し
て

形
成

さ
れ

て
お

り
、

設
備

能
力

は
約

１
０

０
万

ト
ン

に
達

し
、

我
が

国
随

一
の

集
積

を
誇

っ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
ま

た
、

既
に

本
市

に
よ

り
造

成
が

行
わ

れ
供

用
さ

れ
て

い
る

川
崎

港
コ

ン
テ

ナ
タ

ー
ミ

ナ
ル

の
背

後
地

に
あ

る
東

扇
島

総
合

物
流

拠
点

地
区

（
２

３
ヘ

ク
タ

ー
ル

）
で

は
、

立
地

企
業

の
全

て
が

平
成

２
５

年
度

末
ま

で
に

事
業

を
開

始
し

、
コ

ン
テ

ナ
貨

物
取

扱
量

の
増

加
（

６
，

５
２

７
Ｔ

Ｅ
Ｕ

／
平

成
３

０
年

度
実

績
）

を
も

た
ら

し
て

い
る

ほ
か

、
約
 
 
 
 

４
，

５
０

０
人

の
雇

用
を

創
出

、
さ

ら
に

は
平

成
３

０
年

度
に

開
設

さ
れ

た
新

た
な

４
つ

の
コ

ン
テ

ナ
定

期
航

路
の

う
ち

の
タ

イ
航

路
に

つ
い

て
は

、
直

背
後

の
冷

凍
冷

蔵
倉

庫
と

の
相

乗
効

果
が

見
込

ま
れ

て
お

り
、
本

市
の

経
済

に
多
大
な
貢
献
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

同
地

区
は

貸
付

収
入

と
し

て
年

間
約

１
０

億
円

を
市
財
政
に
も
た
ら
し
て
い
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

東
扇

島
の

冷
凍

冷
蔵

倉
庫

群
を

始
め

と
す

る
倉

庫
に

つ
い

て

は
、

本
市

に
と

っ
て

重
要

な
資

産
と

考
え

ら
れ

、
措

置
請

求
中

の
「

倉
庫

建
て

替
え

の
為

に
代

替
用

地
を

川
崎

市
が

用
意

す
る

こ
と

の
メ

リ
ッ

ト
が

見
え

な
い

。
利

用
さ

れ
た

場
合

の
賃

料
く

ら
い

は
考

え
ら

れ
る

が
、

と
て

も
埋

立
事

業
の

費
用

を
補

う
程

の
利

益
は

考
え

ら
れ

な
い

」
と

い
う

主
張

に
は

根
拠

が
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
庫

用
地

の
需

要
に

つ
い

て
は

、
「
（

ア
）

東
扇

島
地

区
全

般
の

土
地

需
要

に
つ

い
て

」

で
も

述
べ

た
と

お
り

、
こ

こ
数

年
東

扇
島

を
含

め
た
臨
港
地
区
内
で
、
物
流
倉
庫
の
新
設
・

建
て

替
え

を
行

っ
て

い
る

事
業

者
が

複
数

社
い

る
こ

と
や

、
東

扇
島

地
区

に
お

い
て

平
成

２
６

年
３

月
に

物
流

施
設

の
運

営
状

況
に

関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

を
実

施
し

た
結

果
の

な
か

で
も

、
今

後
建

物
や

設
備

の
更

新
が

必
要

に
な

る
と

の
意

見
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
新

た
な

倉
庫

の
建

設
や

、
既

存
倉

庫
の

建
て

替
え

に
必

要
な

用
地

と
し

て
、

引
き

続
き

需
要

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

さ
ら

に
、

現
在

で
は

ア
ン

ケ
ー

ト
実

施
か

ら
５

年
が

経
過

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
建

て
替

え
の

必
要

性
が

高
ま

っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
た

、
倉

庫
建

て
替

え
に

際
し

て
は

、
既

存
施

設
の

敷
地

内
で

行
う

の
が

原
則

と
考

え

ら
れ

る
が

、
現

在
の

立
地

状
況

か
ら

そ
れ

が
難

し
い

事
業

者
に

つ
い

て
は

地
区

内
か

ら
撤
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車
に

対
応

し
、

コ
ン

テ
ナ

関
連

用
地

及
び

モ
ー

タ
ー

プ
ー

ル
や

倉
庫

用
地

等
を

確
保

す
る

た

め
、

東
扇

島
堀

込
部

を
埋

立
て

る
こ

と
に

よ
り

、
新

た
に

土
地

を
造

成
す

る
計

画
を

位
置

づ

け
た
。

 
 

 
 

 
 

 
な

お
、

浮
島

２
期

地
区

廃
棄

物
処

分
場

の
埋

立
完

了
時

期
に

つ
い

て
は

、
平

成
２

９
年

度

川
崎

市
公

共
事

業
評

価
審

査
委

員
会

（
川

崎
港

浮
島

地
区

廃
棄

物
海

面
処

分
場

整
備

事
業

）

に
お

い
て

、
２

０
５

３
年

度
（

約
３

４
年

後
）

と
想

定
さ

れ
て

い
る

。
さ

ら
に

、
平

成
３

０

年
度

よ
り

横
浜

市
改

良
土

プ
ラ

ン
ト

の
本

格
利

用
が

再
開

さ
れ

、
掘

削
後

の
埋

戻
土

に
建

設

発
生

土
を

品
質

改
良

し
た

改
良

土
が

利
用

可
能

と
な

っ
た

こ
と

か
ら

、
更

な
る

埋
立

完
了

の

延
伸

が
想

定
さ

れ
る

。
請

求
人

は
「

本
件

埋
立

て
に

使
わ

れ
る

水
面

は
、

今
後

、
川

崎
市

民

の
ゴ

ミ
の

受
け

入
れ

先
と

し
て

期
待

さ
れ

た
水

面
で

あ
り

」
と

主
張

し
て

い
る

が
、

当
該

水

面
は

、
計

画
当

初
か

ら
陸

上
残

土
（

一
般

廃
棄

物
で

は
無

い
）

を
受

け
入

れ
る

廃
棄

物
処

理

用
地
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、「

Ｊ
Ｒ
東
海
の
建
設
残
土
の
受
け
入
れ
に
使
っ
て
し
ま

え
ば

、
川

崎
市

は
将

来
的

に
困

難
を

き
た

す
こ

と
に

な
る

」
と

い
う

主
張

に
つ

い
て

も
、

同

処
分

場
の

埋
立

完
了

が
２

０
５

３
年

度
以

降
さ

ら
な

る
延

伸
が

想
定

さ
れ

る
た

め
、

根
拠

が

な
い
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
措
置
請
求
中
の
、「

貴
重
な
埋
立
可
能
な
水
面
を
失
う
」
と
い
う
主

張
に
は
根
拠
が
な
い
。

 
 
 
 
 
オ

 
本
件
事
業
に
よ
る
市
経
済
へ
の
貢
献

 
 

 
 

 
 

 
川

崎
港

で
取

扱
っ

て
い

る
コ

ン
テ

ナ
貨

物
は

、
家

具
装

備
品

、
製

造
食

品
、

日
用

品
な

ど

で
あ
り
、
市
民
生
活
に
関
わ
る
様
々
な
も
の
を
取
扱
っ
て
お
り
、
完
成
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

川
崎

港
が

東
日

本
に

お
け

る
完

成
自

動
車

の
一

大
輸

出
拠

点
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
我

が
国

の

基
幹

産
業

で
あ

る
自

動
車

関
連

貨
物

の
利

用
拡

大
に

取
り

組
む

こ
と

は
重

要
な

こ
と

で
あ

る

と
認
識
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
ま

た
、
東
扇
島

に
は
数
多
く
の
物
流
施
設
が
立
地
し
、
特
に
冷
凍
冷
蔵
倉
庫
に
つ
い
て
は
、

国
内

有
数

の
集

積
地

と
な

っ
て

お
り

、
東

扇
島

は
、

物
流

の
拠

点
と

し
て

市
民

の
み

な
ら

ず

首
都

圏
の

人
々

の
生

活
を

支
え

て
い

る
。

老
朽

化
傾

向
に

あ
る

物
流

施
設

を
建

て
替

え
る

た

め
の

代
替

用
地

を
確

保
す

る
こ

と
は

、
こ

う
し

た
首

都
圏

に
近

接
し

た
物

流
拠

点
を

持
続

的

に
機

能
さ

せ
る

こ
と

に
資

す
る

も
の

で
あ

り
、

雇
用

も
含

め
て

人
々

の
生

活
を

支
え

る
と

い

う
観
点
か
ら
大

変
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

 
 

 
 

 
 

 
な

お
、

本
件

事
業

は
、

港
湾

整
備

事
業

特
別

会
計

で
経

理
し

て
お

り
、

土
地

造
成

後
の

土

地
利
用
に
お
い
て
も
同
会
計
で
経
理
す
る
予
定
で
、
港
湾
施
設
の
使
用
料
等
の
歳
入
に
よ
り
、

そ
の

後
の

施
設

整
備

や
管

理
運

営
を

行
っ

て
い

く
。

港
湾

整
備

事
業

特
別

会
計

で
は

、
令

和

元
年

度
（

平
成

３
１

年
度

）
予

算
に

お
い

て
約

５
億

５
千

万
円

の
一

般
会

計
へ

の
繰

出
し

金

が
計

上
さ

れ
、

様
々

な
施

策
の

財
源

と
な

っ
て

い
る

。
こ

の
繰

出
し

金
の

多
く

が
、

東
扇

島

総
合

物
流

拠
点

地
区

に
お

け
る

財
産

貸
付

収
入

か
ら

拠
出

さ
れ

て
お

り
、

同
貸

付
収

入
は

年

間
約
１
０
億
円
、
平
成
３
０
年
度
ま
で
の
累
計
額
は
１
０
０
億
円
を
超
え
て
い
る
。
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２
９

年
市

議
会

第
４

回
定

例
会

に
て

議
案

第
１

５
０

号
「

公
有

水
面

埋
立

て
に

つ
い

て
」

で
提

出
し

、
環

境
委

員
会

で
の

審
査

を
経

て
、

同
年

１
２

月
に

「
異

存
な

い
旨

答
申

し
た

い
」

が
議

会
で

議
決

さ
れ

た
。

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

後
同

法
第

４
７

条
に

基
づ

き
、

平
成

３
０

年
１

月
に

、
川

崎
港

港
湾

管
理

者
か

ら

国
土

交
通

大
臣

へ
認

可
に

つ
い

て
申

請
を

行
い

、
平

成
３

０
年

２
月

に
認

可
さ

れ
、

平
成

３
０

年
３

月
に

埋
立

免
許

を
取

得
し

、
あ

わ
せ

て
告
示
を
行
っ
た
。

 
 

 
 

 
（

オ
）

Ｊ
Ｒ
東

海
と

の
基

本
協

定
締

結
に

至
る

経
緯

 
 

 
 

 
 

 
 

本
件

事
業

を
推

進
す

る
上

で
、

埋
立

用
材

の
安

定
的

な
確

保
と

土
地

造
成

事
業

に
係

る

資
金

調
達

が
課

題
と

な
っ

て
い

た
。

一
方

、
Ｊ

Ｒ
東

海
は

、
中

央
新

幹
線

の
建

設
に

伴
う

発
生

土
に

つ
い

て
は

、
当

該
事

業
内

で
の

再
利

用
を

図
る

他
、

関
係

自
治

体
の

協
力

を
得

て
他

の
公

共
事

業
や

民
間

事
業

の
事

業
主

体
と

調
整

を
行

い
、

こ
れ

ら
の

事
業

で
の

再
利

用
を

進
め

て
い

く
と

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
平

成
２

９
年

６
月

、
本

市
に

対
し

て
、

梶
ヶ

谷
非

常
口

か
ら

搬
出

す
る

建
設

発
生

土
を

東
扇

島
堀

込
部

土
地

造
成

事
業

に
受

け
入

れ
る

こ
と

に
つ

い
て

、
要

請
し

た
。

 
 

 
 

 
 

 
 

本
市

は
、

中
央

新
幹

線
梶

ヶ
谷

非
常

口
か

ら
搬

出
す

る
建

設
発

生
土

を
有

効
活

用
す

る

こ
と

で
、
土

地
需

要
に

対
応

し
た

早
期

の
土

地
造
成
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
と
判
断
し
、

Ｊ
Ｒ

東
海

と
協

力
し

て
本

件
事

業
を

推
進

す
る

こ
と
と
し
た
。

 
 

 
 

 
 

 
 
経

緯
に

つ
い

て
は

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
平

成
２

９
年

 
６

月
 
Ｊ

Ｒ
東

海
か

ら
本

市
へ

の
要
請

 
 

 
 

 
 

 
 
平

成
２

９
年

 
８

月
 
要

請
に

対
す

る
本

市
か

ら
Ｊ
Ｒ
東
海
へ
の
回
答

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成

２
９

年
 

８
月

 
「

中
央

新
幹

線
梶

ヶ
谷

非
常

口
か

ら
搬

出
す

る
建

設
発

生
土

の

東
扇

島
堀

込
部

土
地

造
成

事
業

へ
の

有
効

活
用

に
関

す
る

覚
書

」

締
結

 
 

 
 

 
 

 
 
平

成
２

９
年

１
０

月
 
公

有
水

面
埋

立
免

許
出
願

 
 

 
 

 
 

 
 
平

成
３

０
年

 
３

月
 
公

有
水

面
埋

立
免

許
取

得
・
告
示

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成

３
０

年
 

３
月

 
「

東
扇

島
堀

込
部

土
地

造
成

事
業

に
伴

う
護

岸
築

造
工

事
及

び

埋
立

管
理

等
の

施
行

に
関
す
る
基
本
協
定
書
」
締
結

 
 

 
 

 
エ

 
一

般
廃

棄
物

処
理

に
つ

い
て

 
 

 
 

 
 

 
港

湾
計

画
に

お
け

る
東

扇
島

堀
込

部
の

位
置

づ
け

は
、

平
成

１
２

年
３

月
の

港
湾

計
画

改

訂
に

お
い

て
、

東
扇

島
に

お
け

る
公

共
工

事
で

発
生

す
る

陸
上

残
土

（
一

般
廃

棄
物

で
は

な

い
）

を
受

け
入

れ
る

廃
棄

物
処

理
用

地
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

た
。

し
か

し
な

が
ら

、
平

成

２
６

年
１

１
月

の
港

湾
計

画
改

訂
に

お
い

て
、

川
崎

港
に

お
け

る
廃

棄
物

処
理

量
は

、
港

湾

計
画

の
目

標
年

次
で

あ
る

平
成

３
０

年
代

後
半

に
お

い
て

も
、

現
在

供
用

し
て

い
る

浮
島

２

期
地

区
廃

棄
物

処
分

場
で

処
分

可
能

で
あ

る
と

見
込

ま
れ

る
こ

と
か

ら
、

東
扇

島
堀

込
部

の

海
面

処
分

用
地

の
位

置
づ

け
が

削
除

さ
れ

る
一

方
、

増
加

す
る

コ
ン

テ
ナ

貨
物

や
完

成
自

動
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よ
う
な
事
実
は

な
い
。

 
 
 
 
 
ウ

 
以

上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
必
要
な
整
備
で
あ
り
、
法
第
２
条
第
１
４
項
、

地
財

法
第

４
条

第
１

項
及

び
第

８
条

に
合

致
す

る
適

法
か

つ
適

正
な

予
算

の
執

行
で

あ
り

、

本
市
に
損
害
は

発
生
し
て
い
な
い
。

 
  
 
３
 
事
実
関
係
の
確
認

等
 

 
 

 
 

請
求

人
の

陳
述

、
関

係
職

員
の

陳
述

及
び

関
係

書
類

の
調

査
等

の
結

果
、

次
の

よ
う

な
事

実
関

係
を
確
認
し
た
。
 

 
 
（
１
）
本
件
事
業
を
め

ぐ
る
取
組
経
過
 

 
 
 
 
ア

 
東
扇
島
堀
込
部
の
位
置
づ
け
 

 
 

 
 

 
 

平
成

１
２

年
３

月
の

港
湾

計
画

改
訂

に
よ

り
、

東
扇

島
堀

込
部

は
、

陸
上

残
土

を
処

分
す

る
た

め
の

廃
棄

物
処

理
用

地
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

た
。

こ
れ

に
つ

い
て

は
、

東
扇

島
地

区

に
お

け
る

新
た

な
施

設
整

備
に

伴
い

、
そ

れ
ま

で
考

慮
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
陸

上
残

土
等

の

発
生

が
見

込
ま

れ
、

当
時

整
備

が
進

め
ら

れ
て

い
た

浮
島

２
期

地
区

廃
棄

物
処

分
場

の
み

で

は
、

整
備

工
程

と
の

関
係

上
、

目
標

年
次

内
に

廃
棄

物
の

処
理

が
困

難
と

な
る

時
期

が
発

生

す
る

こ
と

や
、

東
扇

島
地

区
で

発
生

す
る

残
土

は
、

環
境

面
、

コ
ス

ト
面

か
ら

地
区

内
で

の

処
分
が
有
利
で
あ
る
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

後
、

平
成

２
６

年
１

１
月

に
港

湾
計

画
が

改
訂

さ
れ

、
廃

棄
物

の
リ

サ
イ

ク
ル

化
や

減
量

化
の

推
進

に
よ

り
廃

棄
物

処
理

量
が

減
少

し
た

こ
と

を
踏

ま
え

、
平

成
３

０
年

代
後

半

に
お
い
て
も
、
浮
島
２
期
地
区
廃
棄
物
処
分
場
で
の
処
分
が
可
能
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

東
扇

島
堀

込
部

の
廃

棄
物

処
理

用
地

と
し

て
の

位
置

づ
け

は
削

除
さ

れ
た

。
一

方
、

増
加

す

る
コ

ン
テ

ナ
貨

物
や

自
動

車
関

連
貨

物
に

対
応

す
る

た
め

、
コ

ン
テ

ナ
関

連
用

地
及

び
完

成

自
動

車
保

管
用

地
の

拡
張

等
を

図
る

こ
と

と
し

、
浚

渫
土

及
び

建
設

発
生

土
等

を
有

効
活

用

し
た
東
扇
島
堀
込
部
の
土
地
造
成
が
計
画
さ
れ
た
。
 

 
 
 
 
 
 
「
川
崎
港
港

湾
計
画
資
料
（
そ
の
１
）
」
に
よ
れ
ば
、
土
地
造
成
に
係
る
土
地
利
用
の
区
分

別
面

積
は

、
主

に
コ

ン
テ

ナ
タ

ー
ミ

ナ
ル

や
コ

ン
テ

ナ
関

連
用

地
と

し
て

活
用

す
る

た
め

の

ふ
頭
用
地
が
１

１
．
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
う
ち
造
成
３
．
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
、
主
に
モ
ー
タ
ー
プ

ー
ル

等
と

し
て

活
用

す
る

た
め

の
港

湾
関

連
用

地
が

１
１

．
２

ヘ
ク

タ
ー

ル
（

う
ち

造
成

 
 

９
．

１
ヘ

ク
タ

ー
ル

）
で

、
合

計
２

２
．

４
ヘ

ク
タ

ー
ル

（
う

ち
造

成
１

２
．

５
ヘ

ク
タ

ー

ル
）
と
さ
れ
て

い
る
。
 

 
 
 
 
イ

 
本
件
事
業
の
課
題
等
 

 
 

 
 

 
 

平
成

２
８

年
１

月
、

本
件

事
業

計
画

の
策

定
に

向
け

た
考

え
方

が
政

策
・

調
整

会
議

で
確

認
さ

れ
、

同
月

の
市

議
会

市
民

委
員

会
に

報
告

さ
れ

た
。

同
委

員
会

資
料

に
よ

れ
ば

、
平

成

２
６

年
１

１
月

の
港

湾
計

画
改

訂
時

と
異

な
る

点
と

し
て

、
現

状
・

課
題

に
お

い
て

、
コ

ン

テ
ナ

関
連

用
地

及
び

完
成

自
動

車
保

管
用

地
の

拡
張

に
加

え
、

冷
凍

冷
蔵

倉
庫

の
老

朽
化

や
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こ
の

よ
う

に
、

本
件

事
業

を
推

進
し

、
土

地
利

用
を

図
っ

て
い

く
こ

と
は

、
本

市
に

と
っ

て
も

利
益

の
あ

る
公

共
性

の
高

い
事

業
で

あ
る

こ
と
か
ら
、
措
置
請
求
中
、「

Ｊ
Ｒ
東
海
に
便

宜
を

図
る

だ
け

で
、

川
崎

市
民

に
利

益
は

な
く

公
平

性
に

欠
く

」
と

い
う

主
張

は
当

た
ら

な

い
。

 
 

 
（

３
）

ま
と

め
 

 
 

 
 

ア
 
該

当
工

事
の

必
要

性
 

 
 

 
 

 
 

請
求

人
か

ら
措

置
請

求
の

あ
っ

た
工

事
請

負
契

約
及

び
委

託
契

約
に

つ
い

て
は

、
本

件
事

業
を

推
進

す
る

た
め

に
、

い
ず

れ
も

必
要

な
事

業
で
あ
る
。

 
 

 
 

 
 

 
本

件
事

業
は

法
定

計
画

で
あ

る
港

湾
計

画
に

位
置

づ
け

ら
れ

た
事

業
で

、
増

加
す

る
コ

ン

テ
ナ

貨
物

や
完

成
自

動
車

に
対

応
し

、
コ

ン
テ

ナ
関

連
用

地
及

び
モ

ー
タ

ー
プ

ー
ル

や
倉

庫

用
地

等
を

確
保

す
る

た
め

、
必

要
な

事
業

で
あ

る
。

 
 

 
 

 
 

 
東

扇
島

で
の

土
地

需
要

は
現

在
も

旺
盛

で
あ

り
、

今
後

も
更

な
る

土
地

需
要

が
見

込
ま

れ

る
。

 
 

 
 

 
 

 
本

件
事

業
に

つ
い

て
は

、
Ｊ

Ｒ
東

海
と

の
協

定
書

に
基

づ
き

、
埋

立
事

業
費

を
Ｊ

Ｒ
東

海

が
負

担
す

る
こ

と
と

な
っ

て
お

り
、

差
し

止
め

請
求

が
あ

っ
た

工
事

の
費

用
に

つ
い

て
も

、

本
市

の
歳

出
負

担
と

は
な

る
が

、
同

額
が

Ｊ
Ｒ

東
海

か
ら

本
市

に
支

払
わ

れ
る

た
め

、
現

時

点
に

お
い

て
本

市
に

実
質

的
損

害
は

生
じ

て
い

な
い
。

 
 

 
 

 
 

 
埋

立
終

了
後

に
土

地
利

用
を

図
る

場
合

に
お

い
て

は
、

本
市

負
担

に
よ

り
基

盤
整

備
工

事

が
必

要
と

な
る

が
、

基
盤

整
備

後
の

本
市

に
も

た
ら

さ
れ

る
経

済
効

果
や

市
歳

入
を

考
慮

す

る
と

、
本

市
に

収
益

を
も

た
ら

す
可

能
性

が
極

め
て
高
い
事
業
で
あ
る
。

 
 

 
 

 
 

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
本

件
事

業
は

適
正

な
投

資
で

あ
り

、
措

置
請

求
中

の
主

張
の

よ
う

な

事
実

は
な

い
。

 
 

 
 

 
イ

 
適

正
で

適
法

な
予

算
執

行
手

続
き

 
 

 
 

 
 

 
本

件
契

約
は

、
本

件
事

業
の

必
要

性
に

つ
い

て
、

市
議

会
で

の
議

論
を

経
て

、
予

算
を

承

認
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

措
置

請
求

中
「

不
必

要
な

も
の

に
公

金
を

支
出

す
る

」

と
い

う
主

張
に

理
由

は
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 
ま

た
、

予
算

執
行

手
続

き
に

つ
い

て
は

、
本

市
契

約
条

例
等

の
規

定
に

基
づ

き
工

事
請

負

契
約

は
市

議
会

の
議

決
を

経
て

、
そ

れ
以

外
は

同
条

例
等

の
規

定
に

よ
り

契
約

を
締

結
し

た

も
の

で
あ

る
。

す
で

に
支

出
済

の
金

額
に

つ
い

て
も

、
契

約
書

の
定

め
に

従
い

、
本

市
も

適

正
に

履
行

が
な

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

検
査

確
認

し
た

う
え

で
、

適
正

な
手

続
き

を
経

て
支

払

い
を

行
っ

た
も

の
で

あ
り

、
契

約
書

上
も

本
市

は
、

相
手

方
か

ら
請

求
を

受
け

れ
ば

、
支

払

う
法

的
義

務
が

あ
る

。
 

 
 

 
 

 
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

本
件

契
約

に
基

づ
く

契
約

金
額

の
支

払
い

は
、

適
正

な
予

算
の

執
行

で
あ

り
、

市
に

損
害

も
発

生
し

て
お

ら
ず

、
す

べ
て

の
手

続
き

は
、

法
第

２
条

第
１

４
項

及

び
地

財
法

第
４

条
第

１
項

に
則

り
適

法
に

な
さ

れ
て

お
り

、
措

置
請

求
に

お
い

て
主

張
す

る
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用
材

と
な

る
建

設
発

生
土

を
安

定
的

に
確

保
で

き
る

と
考

え
、

受
入

れ
に

必
要

と
な

る
建

設

費
等

の
応

分
負

担
を

条
件

に
建

設
発

生
土

を
受

け
入

れ
る

こ
と

と
し

、
同

年
８

月
の

政
策

・

調
整

会
議

で
本

件
事

業
の

実
施

が
決

定
さ

れ
た

。
同

月
、

両
者

の
間

で
「

中
央

新
幹

線
梶

ヶ

谷
非

常
口

か
ら

搬
出

す
る

建
設

発
生

土
の

東
扇

島
堀

込
部

土
地

造
成

事
業

へ
の

有
効

活
用

に

関
す

る
覚

書
」

が
締

結
さ

れ
、

主
に

建
設

発
生

土
の

品
質

確
保

や
、

役
割

分
担

及
び

費
用

負

担
に

つ
い

て
定

め
ら

れ
た

。
こ

れ
に

よ
り

、
積

出
地

ま
で

の
運

搬
及

び
積

出
地

か
ら

受
入

地

ま
で

の
運

搬
搬

入
は

Ｊ
Ｒ

東
海

が
行

い
、

護
岸

築
造

工
事

及
び

埋
立

管
理

等
は

市
が

行
う

こ

と
と

さ
れ

、
護

岸
築

造
工

事
及

び
埋

立
管

理
等

の
費

用
約

２
０

０
億

円
は

Ｊ
Ｒ

東
海

が
負

担

し
、

埋
立

竣
工

後
の

基
盤

整
備

費
用

は
市

が
負

担
す

る
こ

と
と

さ
れ

た
。

基
盤

整
備

費
用

の

金
額

に
つ

い
て

は
同

覚
書

に
記

載
が

な
い

が
、

前
述

の
政

策
・

調
整

会
議

資
料

に
お

い
て

、

約
４
０
億
円
と

さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

上
記

市
と

Ｊ
Ｒ

東
海

と
の

や
り

と
り

、
本

件
事

業
の

実
施

決
定

に
つ

い
て

は
、

い
ず

れ
も

市
議
会
環
境
委
員
会
に
お
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

ま
た

、
市

の
説

明
に

よ
れ

ば
、

前
述

の
基

盤
整

備
費

用
に

つ
い

て
は

、
地

方
債

に
よ

り
資

金
を

調
達

し
、

本
件

事
業

の
土

地
利

用
収

入
に

よ
り

地
方

債
を

償
還

す
る

こ
と

が
想

定
さ

れ

て
お

り
、

一
定

の
条

件
下

で
試

算
し

た
場

合
、

賃
料

・
使

用
料

と
し

て
年

間
約

３
億

円
の

収

入
が
見
込
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 
 
 
エ

 
本
件
事
業
の
推
進
 

 
 

 
 

 
 

平
成

２
９

年
１

０
月

、
港

湾
計

画
の

軽
易

な
変

更
が

行
わ

れ
、

本
件

事
業

に
お

け
る

浚
渫

土
等

の
有

効
活

用
は

削
除

さ
れ

、
係

る
埋

立
用

材
は

建
設

発
生

土
の

み
と

さ
れ

た
。

な
お

、

市
の

説
明

に
よ

れ
ば

、
こ

の
際

、
埋

立
護

岸
の

法
線

を
既

設
の

岸
壁

の
法

線
に

揃
え

た
こ

と

等
に

伴
い

、
本

件
事

業
に

係
る

土
地

利
用

面
積

は
２

０
．

６
ヘ

ク
タ

ー
ル

（
う

ち
造

成
 

 
 

１
３

．
１

ヘ
ク

タ
ー

ル
）

に
変

更
さ

れ
、

そ
の

内
訳

は
、

ふ
頭

用
地

が
５

．
３

ヘ
ク

タ
ー

ル

（
う
ち
造
成
３
．
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
、
港
湾
関
連
用
地
が
１
５
．
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
う
ち
造
成

９
．
７
ヘ
ク
タ

ー
ル
）
と
さ
れ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

平
成

３
０

年
３

月
、

市
は

、
本

件
事

業
に

必
要

と
な

る
公

有
水

面
埋

立
の

免
許

を
取

得
し

た
（
取
得
に
至

る
経
過
は
後
述
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
市
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
国
土
交
通
省

か
ら

の
口

頭
指

導
に

よ
り

、
港

湾
計

画
に

お
け

る
面

積
は

護
岸

の
前

面
の

線
で

算
出

す
る

の

に
対

し
、

埋
立

免
許

に
お

け
る

面
積

は
護

岸
法

線
を

用
い

て
算

出
す

る
も

の
と

さ
れ

、
こ

れ

に
よ

り
、

本
件

事
業

に
係

る
土

地
造

成
面

積
は

０
．

１
ヘ

ク
タ

ー
ル

増
加

し
、

１
３

．
２

ヘ

ク
タ
ー
ル
（
う

ち
港
湾
関
連
用
地
が
９
．
８
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
と
さ
れ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

同
月

に
は

、
本

件
事

業
費

が
計

上
さ

れ
た

平
成

３
０

年
度

予
算

が
市

議
会

で
可

決
さ

れ
た

ほ
か

、
総

合
計

画
第

２
期

実
施

計
画

が
策

定
さ

れ
、

本
件

事
業

は
事

務
事

業
と

し
て

位
置

づ

け
ら

れ
た

。
さ

ら
に

、
覚

書
に

基
づ

い
た

「
東

扇
島

堀
込

部
土

地
造

成
事

業
に

伴
う

護
岸

築

造
工

事
及

び
埋

立
管

理
等

の
施

行
に

関
す

る
基

本
協

定
書

」
が

市
と

Ｊ
Ｒ

東
海

と
の

間
で

締
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倉
庫

事
業

者
の

建
て

替
え

・
設

備
更

新
需

要
を

踏
ま

え
た

倉
庫

建
て

替
え

代
替

用
地

の
確

保

が
挙

げ
ら

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
 

さ
ら

に
、

約
２

４
０

億
円

と
い

う
概

算
事

業
費

が
明

記
さ

れ
た

が
、

資
金

計
画

を
検

討
す

る
上

で
の

課
題

と
し

て
、

港
湾

事
業

は
国

直
轄

事
業

や
補

助
事

業
と

し
て

実
施

す
る

こ
と

が

通
例

で
あ

る
と

こ
ろ

、
護

岸
整

備
及

び
用

地
造

成
は

そ
の

対
象

と
な

ら
な

い
こ

と
、

ま
た

、

埋
立

て
に

よ
る

土
地

造
成

事
業

は
主

に
地

方
債

に
よ

り
事

業
資

金
を

調
達

し
て

事
業

を
実

施

し
、

造
成

地
の

分
譲

に
よ

る
売

却
収

入
等

に
よ

り
地

方
債

の
償

還
を

行
う

こ
と

が
通

例
で

あ

る
と

こ
ろ

、
売

却
面

積
が

狭
い

た
め

売
却

益
が

少
な

く
、

基
金

や
一

般
会

計
か

ら
の

繰
入

れ

が
必

要
と

な
る

こ
と

が
挙

げ
ら

れ
た

。
 

 
 

 
 

 
 

こ
う

し
た

こ
と

か
ら

、
今

後
の

方
向

性
と

し
て

、
資

金
調

達
は

財
政

状
況

や
事

業
効

果
等

の
バ

ラ
ン

ス
を

勘
案

し
な

が
ら

、
一

般
会

計
に

負
担

を
か

け
ず

に
短

期
間

で
土

地
造

成
を

完

了
さ

せ
る

新
た

な
資

金
計

画
ス

キ
ー

ム
を

検
討

す
る

こ
と

と
し

、
事

業
費

に
係

る
費

用
を

埋

立
用

材
の

受
入

料
金

に
転

化
し

、
そ

の
調

達
資

金
を

も
っ

て
土

地
造

成
等

を
行

う
こ

と
と

さ

れ
、

具
体

な
資

金
調

達
方

法
や

埋
立

用
材

の
安

定
確

保
に

つ
い

て
、

調
整

が
必

要
な

課
題

と

さ
れ

た
。

 

 
 

 
 

 
 

ま
た

、
同

年
３

月
に

は
総

合
計

画
が

策
定

さ
れ

、
本

件
事

業
は

、
実

施
計

画
に

お
け

る
事

務
事

業
「

埋
立

地
維

持
・

整
備

事
業

」
の

取
組

の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
 

 
 

 
 

ウ
 
Ｊ

Ｒ
東

海
か

ら
の

建
設

発
生

土
の

受
入

要
請

等
 

 
 

 
 

 
 

Ｊ
Ｒ

東
海

に
よ

る
中

央
新

幹
線

事
業

は
、

平
成

２
６

年
１

０
月

に
国

土
交

通
大

臣
の

認
可

を
受

け
着

手
さ

れ
た

。
Ｊ

Ｒ
東

海
が

と
り

ま
と

め
た

「
中

央
新

幹
線

（
東

京
都

・
名

古
屋

市

間
）
環

境
影

響
評

価
書
（

神
奈

川
県

）
」
に

よ
れ

ば
、
中
央
新
幹
線
の
建
設
に
伴
う
発
生
土
は
、

同
事

業
内

で
の

再
利

用
の

ほ
か

、
他

の
公

共
事

業
等

で
の

有
効

活
用

に
努

め
る

と
さ

れ
、

ま

た
、

市
内

の
通

過
延

長
約

１
６

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

は
、

す
べ

て
大

深
度

地
下

ト
ン

ネ
ル

で
計

画

さ
れ

て
お

り
、

経
由

す
る

中
原

区
、

宮
前

区
及

び
麻

生
区

の
う

ち
計

５
か

所
が

非
常

口
の

計

画
地

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
 

こ
の

う
ち

、
宮

前
区

の
梶

ヶ
谷

非
常

口
か

ら
搬

出
さ

れ
る

建
設

発
生

土
に

つ
い

て
、

同
評

価
書

に
は

「
鉄

道
貨

物
を

活
用

し
臨

海
部

等
へ

運
搬

す
る

こ
と

で
大

気
質

、
地

域
交

通
等

へ

の
影

響
を

低
減

す
る

」
と

の
記

載
が

あ
り

、
建

設
発

生
土

の
運

搬
が

臨
海

部
に

与
え

る
影

響

等
を

調
査

し
、

適
切

な
運

搬
方

法
を

検
討

す
る

こ
と

を
目

的
に

、
同

年
１

２
月

、
Ｊ

Ｒ
東

海

は
市

に
調

査
協

力
を

依
頼

し
、

同
月

、
両

者
の

間
で

「
川

崎
市

臨
海

部
に

お
け

る
調

査
に

関

す
る

基
本

協
定

書
」

が
締

結
さ

れ
た

。
な

お
、

調
査

の
実

施
主

体
は

市
で

あ
る

が
、

調
査

費

用
約

１
，

９
０

０
万

円
は

Ｊ
Ｒ

東
海

が
全

額
を

負
担

し
た

。
同

協
定

書
に

基
づ

き
、

平
成

 
 

２
８

年
３

月
、

市
が

Ｊ
Ｒ

東
海

に
調

査
内

容
の

最
終

報
告

を
行

い
、

Ｊ
Ｒ

東
海

は
調

査
結

果

を
参

考
に

、
建

設
発

生
土

の
適

切
な

運
搬

方
法

を
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

平
成

２
９

年
６

月
、

Ｊ
Ｒ

東
海

は
建

設
発

生
土

の
受

入
れ

を
市

に
要

請
し

た
。

市
は

埋
立
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地
方

行
政

機
関

の
職

員
、

関
係

地
方

公
共

団
体

の
職

員
及

び
市

職
員

で
構

成
さ

れ
る

川
崎

港
港

湾
審

議
会

の
意

見
を

聴
い

た
上

で
、

変
更

し
た

計
画

を
国

土
交

通
大

臣
に

提
出

し
、

国
土

交
通

大
臣

は
自

身
の

諮
問

機
関

で
あ

る
交

通
政

策
審

議
会

の
意

見
を

聴
く

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
な

お
、

軽
易

な
変

更
の

場
合

に
は

、
変

更
し

た
計

画
を

国
土

交
通

大
臣

に
送

付
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 

本
件
事
業

に
関
し
て
は
、
平
成
１
２
年
３
月
と
平
成
２
６
年
１
１
月
に
計
画
が
変
更
（
改

訂
）
さ
れ
、
平
成
２
９
年
１
０
月
に
は
軽
易
な
変
更
が
行
わ
れ
て
い
る
。
 

 
 
 
 

（
イ
）
公
有
水
面
埋
立
の
免
許
 

 
 

 
 

 
 

 
川

崎
港

に
お

い
て

公
有

水
面

の
埋

立
て

を
行

う
場

合
、

公
有

水
面

埋
立

法
及

び
港

湾
法

に
基

づ
き

、
市

は
出

願
人

と
し

て
、

港
湾

管
理

者
と

し
て

の
市

に
出

願
し

、
港

湾
管

理
者

で
あ

る
市

は
、

市
議

会
の

議
決

を
経

た
地

元
市

長
の

意
見

を
聴

取
し

た
上

で
、

国
土

交
通

大
臣
の
認
可

を
受
け
、
出
願
人
で
あ
る
市
に
免
許
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
本

件
事

業
に

お
い

て
、

市
は

、
平

成
２

９
年

１
０

月
に

出
願

し
、

同
年

１
２

月
に

市
議

会
の

議
決

を
経

て
、

平
成

３
０

年
２

月
に

国
土

交
通

大
臣

の
認

可
を

受
け

、
同

年
３

月
に

免
許
を
取
得

し
て
い
る
。
 

 
 
 
 

（
ウ
）
関
係
法
令
等
 

 
 
 
 
 
 
 

本
件
事
業

に
係
る
法
令
等
は
、
別
紙
２
に
掲
げ
た
と
お
り
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
イ

 
庁
内
に
お
け

る
検
討
・
決
定
 

 
 
 
 

（
ア
）
政
策
・
調
整
会
議
へ
の
付
議
 

 
 

 
 

 
 

 
市

に
は

、
市

政
の

基
本

方
針

及
び

重
要

施
策

に
つ

い
て

審
議

決
定

す
る

と
と

も
に

、
各

部
門

間
に

お
け

る
重

要
事

業
の

調
整

等
を

行
い

、
行

政
の

総
合

的
か

つ
計

画
的

な
推

進
を

図
る
た
め
、

政
策
・
調
整
会
議
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
平

成
２

８
年

１
月

の
平

成
２

７
年

度
第

１
６

回
政

策
・

調
整

会
議

で
は

、
本

件
事

業
計

画
の
策
定
に

向
け
た
考
え
方
が
報
告
事
項
と
し
て
付
議
さ
れ
、
方
向
性
が
確
認
さ
れ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
ま

た
、

平
成

２
９

年
８

月
の

平
成

２
９

年
度

第
６

回
政

策
・

調
整

会
議

で
は

、
本

件
事

業
の
実
施
に

つ
い
て
決
定
事
項
と
し
て
付
議
さ
れ
、
実
施
が
決
定
さ
れ
た
。
 

 
 
 
 

（
イ
）
総
合
計
画
に
お
け
る
位
置
づ
け
 

 
 

 
 

 
 

 
平

成
２

８
年

３
月

に
策

定
さ

れ
た

総
合

計
画

（
実

施
計

画
）

に
お

い
て

、
政

策
４

－
４

「
臨

海
部

を
活

性
化

す
る

」
の

施
策

２
「

広
域

連
携

に
よ

る
港

湾
物

流
拠

点
の

形
成

」
の

う
ち

、
事

務
事

業
「

埋
立

地
維

持
・

整
備

事
業

」
の

中
に

本
件

事
業

が
位

置
づ

け
ら

れ
、

東
扇

島
堀

込
部

の
土

地
造

成
に

向
け

た
調

査
・

設
計

及
び

事
業

計
画

の
策

定
等

が
盛

り
込

ま
れ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
ま

た
、

平
成

３
０

年
３

月
に

策
定

さ
れ

た
第

２
期

実
施

計
画

に
お

い
て

は
、

同
施

策
下

の
事

務
事

業
と

し
て

本
件

事
業

が
位

置
づ

け
ら

れ
、

護
岸

築
造

や
埋

立
設

備
整

備
の

推
進

等
が
盛
り
込

ま
れ
た
。
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結
さ

れ
た

。
同

協
定

書
で

は
主

に
、

発
生

土
の

運
搬

及
び

搬
入

に
つ

い
て

新
た

に
定

め
ら

れ

た
ほ

か
、

Ｊ
Ｒ

東
海

が
負

担
す

る
費

用
に

つ
い

て
内

訳
が

明
記

さ
れ

る
と

と
も

に
、

概
算

金

額
は

１
９

，
９

８
７

，
９

２
０

千
円

と
さ

れ
た

。
な

お
、

同
協

定
書

に
つ

い
て

は
、

翌
４

月

の
市

議
会

環
境

委
員

会
に

お
い

て
報

告
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
 

こ
の

後
、

平
成

３
０

年
６

月
か

ら
平

成
３

１
年

４
月

の
間

に
、

順
次

、
請

求
人

が
「

第
１

 

請
求

の
要

旨
」

に
掲

げ
た

工
事

請
負

契
約

及
び

委
託

契
約

が
締

結
さ

れ
た

ほ
か

、
平

成
３

１

年
３

月
に

は
、

本
件

事
業

費
が

計
上

さ
れ

た
令

和
元

年
度

（
平

成
３

１
年

度
）

予
算

が
市

議

会
で

可
決

さ
れ

た
。

 

上
記

各
契

約
の

支
払

状
況

等
及

び
Ｊ

Ｒ
東

海
か

ら
の

収
入

状
況

に
つ

い
て

は
、

別
紙

１
に

掲
げ

た
と
お

り
で

あ
り

、
実

質
的

に
Ｊ

Ｒ
東

海
が

そ
の
費
用
を
全
額
負
担
し
て
い
る
。

 
 
 

（
２

）
川

崎
港

の
現

況
等

 

 
 

 
 

 
港

湾
計

画
に

お
い

て
、

川
崎

港
は

、
東

京
港

・
横

浜
港

と
の

役
割

分
担

の
下

、
今

後
増

大
す

る
ア

ジ
ア

貨
物

の
取

扱
い

を
担

う
こ

と
と

さ
れ

、
目

標
年

次
で

あ
る

平
成

３
０

年
代

後
半

に
お

い
て

、
約

４
０

万
Ｔ

Ｅ
Ｕ

の
コ

ン
テ

ナ
貨

物
取

扱
量

が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
「

川
崎

港
統

計
年

報
」

に
よ

れ
ば

、
平

成
２

６
年

１
１

月
の

港
湾

計
画

改
訂

後
の

公
共

ふ
頭

に
お

け
る

コ
ン

テ
ナ

貨
物

取
扱

量
は

、
平

成
２

６
年

の
６

７
，

８
１

２
Ｔ

Ｅ
Ｕ

か
ら

、
平

成
 

 

２
７

年
は

９
４

，
２

６
９

Ｔ
Ｅ

Ｕ
、

平
成

２
８

年
は

１
０

０
，

７
７

２
Ｔ

Ｅ
Ｕ

、
平

成
２

９
年

は
１

１
８

，
７

３
６

Ｔ
Ｅ

Ｕ
、

平
成

３
０

年
（

速
報

値
）

は
１

３
３

，
７

７
９

Ｔ
Ｅ

Ｕ
と

毎
年

増
加

し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
一

方
、

主
要

品
目

で
あ

る
完

成
自

動
車

の
取

扱
貨

物
量

は
、

平
成

２
６

年
の

７
，

１
５

６
千

ト
ン

か
ら

、
平

成
２

７
年

は
６

，
９

４
６

千
ト

ン
、

平
成

２
８

年
は

６
，

１
０

４
千

ト
ン

、
平

成
２

９
年

は
５

，
０

４
４

千
ト

ン
、

平
成

３
０

年
（

速
報

値
）

は
４

，
７

５
４

千
ト

ン
と

毎
年

減
少

し
て

い
る

。
特

に
平

成
２

９
年

の
落

ち
込

み
が

大
き

い
が

、
平

成
３

０
年

第
２

回
市

議
会

定
例

会
に

お
け

る
港

湾
局

長
答

弁
に

よ
れ

ば
、「

昨
年

度
、
立
体
モ
ー
タ
ー
プ
ー
ル
の
解
体
工
事

の
影

響
に

よ
り

自
動

車
の

保
管

場
所

が
不

足
し

た
こ

と
か

ら
輸

出
量

が
減

少
し

た
が

、
現

在
は

回
復

傾
向

に
あ

る
」

と
さ

れ
て

い
る

。
な

お
、

港
湾

計
画

の
目

標
年

次
に

お
け

る
完

成
自

動
車

の
取

扱
貨

物
量

は
５

，
０

４
４

千
ト

ン
と

見
込

ま
れ

て
い
る
。
 

 
 

（
３

）
本

件
事

業
に

係
る

市
に

お
け

る
手

続
 

 
 

 
 

ア
 
法

定
手
続

 

 
 

 
 
（

ア
）

港
湾

計
画

 

 
 

 
 

 
 

 
港

湾
計

画
は

、
港

湾
法

第
３

条
の

３
に

お
い

て
「

港
湾

の
開

発
、

利
用

及
び

保
全

並
び

に
港

湾
に

隣
接

す
る

地
域

の
保

全
に

関
す

る
政

令
で

定
め

る
事

項
に

関
す

る
計

画
」

と
規

定
さ

れ
た

法
定

計
画

で
あ

り
、

川
崎

港
に

お
い

て
は

、
港

湾
管

理
者

で
あ

る
市

に
策

定
が

義
務

づ
け

ら
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
港

湾
計

画
を

変
更

す
る

場
合

は
、

学
識

経
験

者
、

港
湾

関
係

者
、

市
議

会
議

員
、

国
の
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対
し

、
各

契
約

相
手

及
び

関
係

職
員

に
執

行
済

み
の

代
金

に
相

当
す

る
損

害
の

賠
償

を
請

求
す

る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

 
 

 
 

 
 

と
こ

ろ
で

、
政

策
判

断
に

基
づ

く
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

は
、

当
該

契
約

の
目

的
や

そ
の

必

要
性

、
契

約
の

締
結

に
至

る
経

緯
、

契
約

の
内

容
に

影
響

を
及

ぼ
す

社
会

的
、

経
済

的
要

因
そ

の
他

の
諸

般
の

事
情

を
総

合
考

慮
し

た
地

方
公

共
団

体
の

長
の

合
理

的
裁

量
に

委
ね

ら
れ

て
お

り
、

こ
れ

ら
諸

般
の

事
情

を
総

合
考

慮
し

た
上

で
な

お
、

地
方

公
共

団
体

の
長

の
判

断
が

裁
量

権
の

範
囲

を
逸

脱
し

又
は

こ
れ

を
濫

用
す

る
も

の
と

評
価

さ
れ

る
も

の
で

な
け

れ
ば

、
直

ち
に

当
該

契
約

の
締

結
が

法
第

２
条

第
１

４
項

等
に

反
し

違
法

と
な

る
も

の
で

は
な

い
と

解
さ

れ
て

い
る

（
最

高
裁

平
成

２
５

年
３

月
２

８
日

判
決

（
平

成
２

３
年

（
行

ヒ
）

第
４

５
２

号
）

及
び

平
成
２
３
年
１
２
月
２
日
判
決
（
平
成
２
２
年
（
行
ヒ
）
第
１
７
５
号
）
等
参
照
）
。

 
 

 
 

 
 
そ

し
て

、
上

記
の

長
に

広
範

な
裁

量
権

を
与

え
た

趣
旨

か
ら

す
る

と
、

長
の

判
断

の
基

礎
と

さ
れ

た
重

要
な

事
実

に
誤

認
が

あ
る

こ
と

等
に

よ
り

同
判

断
が

全
く

事
実

の
基

礎
を

欠
く

も
の

と
認

め
ら

れ
る

場
合

、
又

は
、

事
実

に
対

す
る

評
価

が
明

白
に

合
理

性
を

欠
く

こ
と

等
に

よ
り

長
の

判
断

が
社

会
通

念
に

照
ら

し
て

著
し

く
妥

当
性

を
欠

く
こ

と
が

明
ら

か
で

あ
る

も
の

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
限

り
、

長
の

判
断

が
上

記
の

裁
量

権
を

逸
脱

又
は

濫
用

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
（
最
高
裁
昭
和
５
３
年
１
０
月
４
日
大
法
廷
判
決
（
昭
和
５
０
年
（
行

ツ
）
第
１
２
０
号
）
参
照
）
。

 
 

 
 

 
 

そ
こ

で
、

本
件

事
業

を
実

施
決

定
し

、
請

求
人

が
主

張
す

る
各

工
事

請
負

契
約

及
び

各
委

託

契
約

の
費

用
を

支
出

し
た

市
長

の
行

為
に

つ
き

、
市

長
の

判
断

の
基

礎
と

さ
れ

た
重

要
な

事
実

に
誤

認
が

あ
る

こ
と

等
に

よ
り

同
判

断
が

全
く

事
実

の
基

礎
を

欠
い

て
い

る
か

否
か

、
又

は
、

事
実

に
対

す
る

評
価

が
明

白
に

合
理

性
を

欠
く

こ
と

等
に

よ
り

同
判

断
が

社
会

通
念

に
照

ら
し

て
著

し
く

妥
当

性
を

欠
く

こ
と

が
明

ら
か

で
あ

る
か

否
か

に
つ

い
て

検
討

し
、

上
記

裁
量

権
を

逸
脱
又
は
濫
用
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
、
以
下
、
検
討
す
る
。

 
 
 
（
２
）
本
件
事
業
実
施
決
定
の
妥
当
性
の
有
無

 
 

 
 

 
ア

 
市

は
、

本
件

事
業

の
必

要
性

と
し

て
、

コ
ン

テ
ナ

関
連

用
地

及
び

完
成

自
動

車
保

管
用

地

の
拡

張
、

倉
庫

建
て

替
え

代
替

用
地

の
確

保
と

い
う

３
つ

の
必

要
性

を
挙

げ
て

い
る

が
、

請

求
人
は
い
ず
れ
の
必
要
性
も
否
定
し
て
い
る
。

 
 

 
 

 
 

 
そ

こ
で

検
討

す
る

に
、

前
記

３
の

事
実

関
係

に
よ

れ
ば

、
港

湾
計

画
で

定
め

ら
れ

た
目

標

年
次

に
お

け
る

コ
ン

テ
ナ

貨
物

取
扱

量
は

、
港

湾
法

第
３

条
に

基
づ

き
、

川
崎

港
港

湾
審

議

会
や

交
通

政
策

審
議

会
で

の
審

議
を

経
て

適
正

に
設

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

に
加

え
、

直
近

の

コ
ン
テ
ナ
貨
物
取
扱
量
は
当
該
設
定
値
に
及
ば
な
い
が
、
近
年
の
増
加
傾
向
を
踏
ま
え
れ
ば
、

設
定
値
に
達
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
自
体
は
否
定
で
き
な
い
。

 
 

 
 

 
 

 
ま

た
、

完
成

自
動

車
の

取
扱

貨
物

量
は

、
近

年
減

少
傾

向
に

あ
る

も
の

の
、

平
成

２
８

年

ま
で

の
取

扱
貨

物
量

は
、

港
湾

計
画

目
標

年
次

に
お

け
る

設
定

値
を

上
回

っ
て

推
移

し
て

お

り
、

直
近

の
動

向
に

つ
い

て
は

回
復

傾
向

に
あ

る
と

さ
れ

て
い

る
。

完
成

自
動

車
を

含
む

輸
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ウ
 
市

議
会

に
お

け
る

議
決

 

 
 

 
 
（

ア
）

公
有

水
面

埋
立

法
第

３
条

に
基

づ
く

地
元

市
長
の
意
見
 

 
 

 
 

 
 

 
平

成
２

９
年

第
４

回
市

議
会

定
例

会
に

、
議

案
第

１
５

０
号

「
公

有
水

面
埋

立
て

に
つ

い
て

」
が

提
出

さ
れ

た
。

市
議

会
提

出
資

料
に

よ
れ

ば
、

埋
立

て
に

関
す

る
工

事
に

要
す

る
費

用
と

し
て

、
計

１
９

，
９

８
４

，
３

３
０

千
円

が
計

上
さ

れ
、

資
金

調
達

方
法

と
し

て
、

中
央

新
幹

線
梶

ヶ
谷

非
常

口
か

ら
搬

出
す

る
建

設
発

生
土

を
埋

立
用

材
と

し
て

受
入

れ
、

受
入

れ
に

必
要

と
な

る
上

記
費

用
に

つ
い

て
は

、
Ｊ

Ｒ
東

海
の

負
担

と
し

、
埋

立
免

許
取

得
後

に
Ｊ

Ｒ
東

海
と

基
本

協
定

を
締

結
予

定
で

あ
る

旨
が

記
載

さ
れ

て
い

る
。

本
議

案
は

「
異

存
な

い
旨

答
申

し
た

い
」

と
す

る
原

案
が

、
市

議
会

環
境

委
員

会
で

の
審

査
を

経
て

、
本

会
議

で
可

決
さ

れ
た

。
 

 
 

 
 
（

イ
）

平
成

３
０

年
度

予
算

及
び

令
和

元
年

度
（

平
成
３
１
年
度
）
予
算
 

 
 

 
 

 
 

 
本

件
事

業
費

が
計

上
さ

れ
た

予
算

に
つ

い
て

は
、

平
成

３
０

年
第

１
回

市
議

会
定

例
会

に
議

案
第

４
２

号
「

平
成

３
０

年
度

川
崎

市
港

湾
整

備
事

業
特

別
会

計
予

算
」

が
、

平
成

３
１

年
第

１
回

市
議

会
定

例
会

に
議

案
第

４
４

号
「

平
成

３
１

年
度

川
崎

市
港

湾
整

備
事

業
特

別
会

計
予

算
」

が
提

出
さ

れ
、

い
ず

れ
も

原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
た
。
 

 
 

 
 
（

ウ
）

本
件

事
業

に
伴

う
工

事
請

負
契

約
 

 
 

 
 

 
 

 
川

崎
市

契
約

条
例

第
５

条
に

よ
り

、
予

定
価

格
が

６
億

円
以

上
の

工
事

の
契

約
は

、
市

議
会

の
議

決
を

要
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
お

り
、

請
求

人
が

「
第

１
 

請
求

の
要

旨
」

に
掲

げ
た

５
件

の
工

事
請

負
契

約
は

、
す

べ
て

そ
の

対
象

と
な

る
た

め
、

別
紙

１
の

と
お

り
市

議
会

に
議

案
が

提
出

さ
れ

、
い

ず
れ

も
原

案
ど

お
り
可
決
さ
れ
た
。

 
 

 
 

 
 

 
 

な
お

、
別

紙
１

記
載

の
工

事
請

負
契

約
の

う
ち

、
№

１
か

ら
№

４
に

つ
い

て
は

、
各

種

事
情

に
よ

り
契

約
額

の
増

額
又

は
減

額
を

行
う

た
め

、
法

第
１

８
０

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

平
成

３
１

年
３

月
１

９
日

付
け

で
市

長
の

専
決

処
分

に
よ

り
変

更
契

約
が

締
結

さ
れ

、
同

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

令
和

元
年

第
３

回
市

議
会

定
例

会
に

お
い

て
報

告
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

№
１

の
工

事
請

負
契

約
に

つ
い

て
は

、
令

和
元

年
６

月
２

５
日

付
け

で
再

度
変

更
契

約
が

締
結

さ
れ

て
お

り
、

今
後

、
市

議
会

に
報

告
さ

れ
る

予
定

で
あ

る
。

 
  

 
４

 
監

査
委

員
の

判
断

 
 

 
（

１
）

本
件

措
置

請
求

の
趣

旨
及

び
判

断
基

準
に

つ
い

て
 

 
 

 
 

 
本

件
措

置
請

求
は

、
本

件
事

業
が

必
要

の
な

い
事

業
で

あ
り

、
不

必
要

な
も

の
に

公
金

を
支

出
す

る
も

の
で

あ
っ

て
、

法
第

２
条

第
１

４
項

、
地

財
法

第
４

条
第

１
項

及
び

第
８

条
の

財
務

会
計

諸
法

規
に

反
し

て
違

法
か

つ
不

当
で

あ
る

と
し

、
市

長
及

び
関

係
職

員
に

対
し

、
本

件
事

業
に

伴
う

工
事

請
負

契
約

及
び

委
託

契
約

計
９

件
の

代
金

の
支

払
い

を
行

わ
な

い
よ

う
勧

告
す

る
こ

と
を

求
め

、
仮

に
、

各
契

約
代

金
の

支
払

い
が

既
に

執
行

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
市

長
に
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の
と

お
り

、
本

件
事

業
に

は
一

定
の

需
要

が
見

込
ま

れ
る

た
め

、
市

が
活

用
困

難
な

土
地

を

抱
え
る
と
い

う
請
求
人
の
主
張
に
理
由
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

 
 
 
（
３
）
結
論

 
 

 
 

 
 

以
上

の
と

お
り

、
本

件
事

業
の

実
施

を
決

定
し

、
別

紙
１

の
工

事
請

負
契

約
及

び
委

託
契

約

の
費

用
を

支
出

し
た

市
長

の
判

断
に

つ
い

て
、

そ
の

基
礎

と
さ

れ
た

重
要

な
事

実
に

誤
認

が
あ

る
と
か
、
社
会

通
念
に
照
ら
し
て
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、

上
記

裁
量

権
の

逸
脱

又
は

濫
用

が
あ

る
と

は
認

め
ら

れ
な

い
か

ら
、

請
求

人
の

主
張

は
い

ず
れ

も
採
用
で
き
な
い
。

 
 
 
 
 
 
よ
っ
て
、
本
件
措
置
請
求
は
、
こ
れ
を
棄
却
す
る
。

 
  
 

※
 

請
求

書
本

文
に

つ
い

て
は

、
請

求
人
（

個
人

）
の

住
所

を
省

略
し

た
ほ

か
、
お

お
む

ね
提

出
さ

れ
た

原
文

に
従

っ
て

記
載

し
た

。
 

 
 

※
 

本
文

中
、

提
出

さ
れ

た
資

料
は

添
付

を
省

略
し

た
。
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出
入

貨
物

を
蔵

置
す

る
専

用
荷

さ
ば

き
地

や
、

完
成

自
動

車
の

み
を

取
扱

う
立

体
モ

ー
タ

ー

プ
ー

ル
の

貸
出

率
が

１
０

０
％

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
れ

ば
、

今
後

も
一

定
の

需
要

増
が

見

込
ま

れ
る

こ
と

も
否

め
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 
倉

庫
建

て
替

え
代

替
用

地
の

必
要

性
に

つ
い

て
は

、
国

土
交

通
省

の
「

交
通

政
策

審
議

会

第
５

８
回

港
湾

分
科

会
資

料
２

－
１

」
に

よ
れ

ば
、

京
浜

港
に

お
け

る
川

崎
港

の
機

能
と

し

て
、

冷
凍

冷
蔵

倉
庫

を
含

め
た

豊
富

な
倉

庫
群

の
集

積
を

活
用

し
、

今
後

増
大

す
る

ア
ジ

ア

の
輸

入
貨

物
の

取
扱

拠
点

を
担

う
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
と

こ
ろ

、
将

来
の

国
道

３
５

７

号
多

摩
川

ト
ン

ネ
ル

や
臨

港
道

路
東

扇
島

水
江

町
線

の
供

用
開

始
等

も
予

定
さ

れ
て

お
り

、

更
な

る
物

流
機

能
の

集
積

が
想

定
さ

れ
て

い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
 

 
 

 
 

 
し

た
が

っ
て

、
い

ず
れ

に
お

い
て

も
請

求
人

が
主

張
す

る
よ

う
な

埋
立

て
が

不
必

要
で

あ

る
と

い
う

理
由

に
は

結
び

つ
か

ず
、

上
記

必
要

性
を

踏
ま

え
本

件
事

業
の

実
施

を
決

定
し

、

上
記

各
契

約
の

費
用

を
支

出
し

た
行

為
に

つ
き

、
市

長
の

判
断

の
基

礎
と

さ
れ

た
重

要
な

事

実
に

誤
認

が
あ

る
と

か
、

同
判

断
が

社
会

通
念

に
照

ら
し

著
し

く
妥

当
性

を
欠

く
こ

と
が

明

ら
か

と
は

認
め

ら
れ

な
い

。
 

 
 

 
 

イ
 

次
に

、
請

求
人

は
、

本
件

事
業

の
必

要
性

以
外

の
問

題
点

と
し

て
、

多
額

の
税

金
を

要
す

る
こ

と
、

貴
重

な
埋

立
可

能
な

水
面

を
失

う
こ

と
、

Ｊ
Ｒ

東
海

に
便

宜
を

図
る

だ
け

で
市

民

に
利

益
は

な
く

公
平

性
を

欠
く

こ
と

、
市

が
活

用
困

難
な

土
地

を
抱

え
る

旨
を

主
張

し
て

い

る
。

 
 

 
 

 
 

 
そ

こ
で

検
討

す
る

に
、

前
記

３
の

事
実

関
係

に
よ

れ
ば

、
市

は
、

Ｊ
Ｒ

東
海

か
ら

建
設

発

生
土

を
受

け
入

れ
る

こ
と

で
、

本
件

事
業

に
係

る
資

金
調

達
や

埋
立

用
材

の
安

定
確

保
と

い

う
課

題
を

解
消

し
、

総
事

業
費

約
２

４
０

億
円

の
う

ち
約

２
０

０
億

円
が

Ｊ
Ｒ

東
海

に
よ

り

負
担

さ
れ

る
こ

と
は

、
市

に
と

っ
て

も
大

き
な

メ
リ

ッ
ト

が
あ

る
こ

と
は

否
定

で
き

な
い

。

加
え

て
、
請

求
人

が
「

第
１

 
請

求
の

要
旨

」
に

掲
げ
た
工
事
請
負
契
約
及
び
委
託
契
約
は
、

す
べ

て
Ｊ

Ｒ
東

海
が

費
用

を
負

担
す

る
と

さ
れ

、
別

紙
１

の
と

お
り

、
既

に
各

契
約

額
の

合

計
を

上
回

る
金

額
が

Ｊ
Ｒ

東
海

か
ら

納
入

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

踏
ま

え
れ

ば
、

上
記

各
契

約

に
関

す
る

市
の

負
担

は
生

じ
て

い
な

い
。

 
な

お
、
付

言
す

る
に

、
本

件
事

業
に

関
す

る
埋

立
竣
工
後
の
基
盤
整
備
費
約
４
０
億
円
は
、

Ｊ
Ｒ

東
海

の
負

担
の

対
象

で
は

な
い

が
、

本
件

事
業

の
土

地
利

用
収

入
に

よ
り

、
資

金
調

達

に
活

用
し

た
地

方
債

を
償

還
す

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

て
お

り
、

一
定

の
条

件
下

で
試

算
し

た

場
合

、
賃

料
・
使

用
料

と
し

て
年

間
約

３
億

円
の

収
入
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

資
金

計
画

に
つ

い
て

も
、

一
応

の
合

理
的

な
根

拠
が
認
め
ら
れ
る
。

 
 

 
 

 
 

 
ま

た
、

請
求

人
の

上
記

主
張

と
異

な
り

、
東

扇
島

堀
込

部
は

当
初

か
ら

一
般

廃
棄

物
の

処

理
用

地
と

し
て

は
位

置
づ

け
ら

れ
て

お
ら

ず
、

さ
ら

に
、

浮
島

２
期

地
区

廃
棄

物
処

分
場

の

埋
立

完
了

に
つ

い
て

、
２

０
５

３
年

度
以

降
更

な
る

延
伸

も
想

定
さ

れ
る

こ
と

を
踏

ま
え

る

と
、

貴
重

な
埋

立
可

能
な

水
面

を
失

う
と

い
う

請
求

人
の

主
張

に
も

理
由

は
な

く
、

前
記

ア
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別
紙

２
 

本
件

事
業
に
係
る
法
令
等
（
本
件
措
置
請
求
に
関
連
す
る
部
分
の
み
）
 

 １
 

港
湾

法
（

昭
和

２
５

年
法

律
第

２
１

８
号

）
（

抜
粋

）
 

 
（

港
湾

計
画

）
 

 
第

３
条

の
３

 
国

際
戦

略
港

湾
、
国

際
拠

点
港

湾
又

は
重

要
港

湾
の

港
湾

管
理

者
は

、
港

湾
の

開
発

、
利

用
及

び
保

全

並
び

に
港

湾
に

隣
接
す

る
地

域
の

保
全

に
関

す
る

政
令

で
定

め
る

事
項

に
関

す
る

計
画
（

以
下
「

港
湾

計
画

」
と

い

う
。
）

を
定

め
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
２

 
港

湾
計

画
は

、
基

本
方

針
に

適
合

し
、
か

つ
、
港

湾
の

取
扱

可
能

貨
物

量
そ

の
他

の
能

力
に

関
す

る
事

項
、
港

湾

の
能

力
に

応
ず

る
港

湾
施

設
の

規
模

及
び

配
置

に
関

す
る

事
項

、
港

湾
の

環
境

の
整

備
及

び
保

全
に

関
す

る
事

項
、

港
湾

の
効

率
的

な
運

営
に

関
す

る
事

項
そ

の
他

の
基

本
的

な
事

項
に

関
す

る
国

土
交

通
省

令
で

定
め

る
基

準
に

適

合
し

た
も

の
で

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
 

３
 

国
際

戦
略

港
湾

、
国

際
拠

点
港

湾
又

は
重

要
港

湾
の

港
湾

管
理

者
は

、
港

湾
計

画
を

定
め

、
又

は
変

更
し

よ
う

と

す
る

と
き

は
、

地
方
港

湾
審

議
会

の
意

見
を

聴
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
４

 
国

際
戦

略
港

湾
、
国

際
拠

点
港

湾
又

は
重

要
港

湾
の

港
湾

管
理

者
は

、
港

湾
計

画
を

定
め

、
又

は
変

更
し

た
と

き

（
国

土
交

通
省

令
で

定
め

る
軽

易
な

変
更

を
し

た
と

き
を

除
く

。
）

は
、

遅
滞

な
く

、
当

該
港

湾
計

画
を

国
土

交
通

大
臣

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
５

 
国

土
交

通
大

臣
は
、
前

項
の

規
定

に
よ

り
提

出
さ

れ
た

港
湾

計
画

に
つ

い
て

、
交

通
政

策
審

議
会

の
意

見
を

聴
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
６

 
国

土
交

通
大

臣
は
、
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

提
出

さ
れ

た
港

湾
計

画
が

、
基

本
方

針
又

は
第

二
項

の
国

土
交

通
省

令
で

定
め

る
基

準
に

適
合

し
て

い
な

い
と

認
め

る
と

き
、
そ

の
他

当
該

港
湾

の
開

発
、
利

用
又

は
保

全
上

著
し

く
不

適
当

で
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
当

該
港

湾
管

理
者

に
対

し
、
こ

れ
を

変
更

す
べ

き
こ

と
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

 
７

 
国

土
交

通
大

臣
は

、
第

四
項

の
規

定
に

よ
り

提
出

さ
れ

た
港

湾
計

画
に

つ
い

て
前

項
の

規
定

に
よ

る
措

置
を

執
る

必
要

が
な

い
と

認
め
る

と
き

は
、

そ
の

旨
を

当
該

港
湾

管
理

者
に

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
 

８
 

国
際

戦
略

港
湾

、
国

際
拠

点
港

湾
又

は
重

要
港

湾
の

港
湾

管
理

者
は

、
港

湾
計

画
に

つ
い

て
第

４
項

の
国

土
交

通

省
令

で
定

め
る

軽
易
な

変
更

を
し

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、
当

該
港

湾
計

画
を

国
土

交
通

大
臣

に
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
９

 
国

際
戦

略
港

湾
、
国

際
拠

点
港

湾
又

は
重

要
港

湾
の

港
湾

管
理

者
は

、
第

７
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

を
受

け
た

と

き
又

は
港

湾
計

画
に
つ

い
て

第
四

項
の

国
土

交
通

省
令

で
定

め
る

軽
易

な
変

更
を

し
た

と
き

は
、
遅

滞
な

く
、
国

土

交
通

省
令

で
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

港
湾

計
画

の
概

要
を

公
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
1
0
 

地
方

港
湾

の
港

湾
管

理
者

は
、
港

湾
計

画
を

定
め

、
又

は
変

更
し

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、
国

土
交

通
省

令
で

定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
、

当
該

港
湾

計
画

の
概

要
を

公
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
他

の
法

令
と

の
関

係
）

 
 

第
５

８
条

 
（

略
）

 
 

２
 

公
有

水
面

埋
立

法
の

規
定

に
よ

る
都

道
府

県
知

事
（

地
方

自
治

法
第

２
５

２
条

の
１

９
第

１
項

の
指

定
都

市
の

区

域
内

に
あ

つ
て

は
、

当
該

指
定

都
市

の
長

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
職

権
は

、
港

湾
区

域
内

又
は

港
湾

区
域

内
の

公
有

水
面

の
埋

立
て

に
係

る
埋

立
地

に
つ

い
て

は
港

湾
管

理
者
（

河
川

区
域

内
に

お
け

る
港

湾
区

域
内

又

は
港

湾
区

域
内

の
公

有
水

面
の

埋
立

て
に

係
る

埋
立

地
に

つ
い

て
は

都
道

府
県

知
事

及
び

港
湾

管
理

者
）

が
行

う
。
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別
紙

１
 

本
件

措
置

請
求

の
対

象
と

な
る

工
事

請
負

契
約
及
び
委
託
契
約
の
支
払
状
況
等
 

令
和

元
年

７
月

２
５

日
現

在
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
単

位
：

円
）
 

№
 

件
 

名
 

（
契
約
先
）
 

契
約

締
結

日
 

（
変

更
契
約
締
結
日
）
 

契
約

額
（

※
）

 
市

議
会

へ
の

 

議
案

提
出

 
支

払
済

額
 

１
 

東
扇
島
堀
込
部
地
盤
改
良
そ
の
１
工
事

 
（
東
洋
・
あ
お
み
・
不
動
テ
ト
ラ
共
同
企
業
体
）
 

H
30
.6
.2
7 

（
H
3
1
.
3
.
1
9
）

（
R
1.

6.
25
）

1
,8
87
,5
74
,3
2
0 

平
成

3
0
年
 

第
2
回

定
例

会
議
案
第

9
6
号
 

1
,8
87
,5
74
,3
2
0 

２
 

東
扇
島
堀
込
部
地
盤
改
良
そ
の
２
工
事

 
（
東
亜
・
み
ら
い
・
本
間
共
同
企
業
体
）
 

H
30
.6
.2
7 

（
H
3
1
.
3
.
1
9
）

1
,9
74
,5
01
,3
6
0 

平
成

3
0
年
 

第
2
回

定
例

会
議
案
第

9
7
号
 

1
,9
74
,5
01
,3
6
0 

３
 

東
扇
島
堀
込
部
井
筒
式
護
岸
築
造
そ
の
１
工
事

 
（
東
亜
・
み
ら
い
共
同
企
業
体
）
 

H
30
.1
0.
19
 

（
H
31

.
3
.
1
9
）

1
,3
81
,7
50
,9
2
0 

平
成

3
0
年
 

第
3
回

定
例

会
議

案
第

1
1
7
号

8
29
,0
50
,5
52
 

４
 

東
扇
島
堀
込
部
井
筒
式
護
岸
築
造
そ
の
２
工
事

 
（
東
洋
・
不
動
テ
ト
ラ
共
同
企
業
体
）
 

H
30
.1
2.
18
 

（
H
31

.
3
.
1
9
）

8
44
,7
93
,2
80
 

平
成

3
0
年
 

第
4
回

定
例

会
議

案
第

1
7
1
号

4
31
,7
77
,3
12
 

５
 

東
扇
島
堀
込
部
ケ
ー
ソ
ン
製
作
そ
の
１
工
事

 
（
Ｊ
Ｆ
Ｅ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
）
 

H
30
.1
2.
18
 

1
,6
92
,3
60
,0
0
0 

平
成

3
0
年
 

第
4
回

定
例

会
議

案
第

1
7
2
号

6
01
,7
22
,0
00
 

６
 

平
成

30
年

度
東
扇
島
堀
込
部
工
事
安
全
管
理
委
託

 
（
東
亜
建
設
工
業
株
式
会
社
横
浜
支
店
）
 

H
30
.6
.1
 

（
H
30

.
9
.
2
6
）

（
H
31

.
3
.
1
8
）

3
68
,6
43
,9
60
 

 

3
68
,6
43
,9
60
 

７
 

東
扇
島
堀
込
部
船
舶
安
全
管
理
委
託

 
（
東
亜
建
設
工
業
株
式
会
社
横
浜
支
店
）
 

H
30
.1
2.
17
 

1
2,
35
5,
54
4 

1
2,
35
5,
54
4 

８
 

東
扇
島

堀
込

部
埋
立
設
備

製
作

・
設
置

工
事

基
本

設
計
業

務
委
託

（
ポ
ー
ト
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
株
式
会
社
）
 

H
30
.1
2.
12
 

6
,0
73
,0
56
 

6
,0
73
,0
56
 

９
 

平
成

31
年

度
東
扇
島
堀
込
部
工
事
安
全
管
理
委
託

 
（
東
亜
建
設
工
業
株
式
会
社
横
浜
支
店
）
 

H
31
.4
.1
 

6
40
,2
00
,0
00
 0 

合
 

計
 

8
,8
08
,2
52
,4
4
0 

6
,1
11
,6
98
,1
0
4 

（
※
）
№
１
～
№
４
及
び
№
６
は
変
更
後
の
契
約
額
を
記
載
し
、

№
７

は
単

価
契

約
の

た
め

実
績

額
を

記
載

し
た

。
 

 

Ｊ
Ｒ

東
海

か
ら

の
本

件
事

業
に

係
る
経
費
の
収
入
状
況
 

令
和

元
年

７
月

２
５

日
現

在
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
単

位
：

円
）
 

№
 

件
 

名
 

収
納

日
 

納
入

金
額

 

１
 

東
扇
島
堀
込

部
建
設
負
担
金
収
入

 
H
30
.5
.3
1 
 

1
2,
66
6,
26
0,
0
00

２
 

東
扇
島
堀
込

部
建
設
負
担
金
収
入
 

R
1
.
5
.
3
1
 

1
,
8
8
8
,
1
2
0
,
0
0
0

合
 
計

 
1
4,
55
4,
38
0,
0
00
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 ２
 
公
有
水
面
埋

立
法
（
大
正
１
０
年
法
律
第
５
７
号
）
（
抜
粋
）
 

 
（
免
許
）

 
 
第
２
条
 
埋
立
ヲ
為
サ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

６
７

号
）
第

２
５

２
条

の
１
９
第
１

項
ノ
指
定
都
市
ノ
区
域
内
ニ
於
テ
ハ
当
該
指
定
都

市
ノ

長
以

下
同

ジ
）

ノ
免

許
ヲ

受
ク

ヘ
シ

 
 
（
書
面
等
の
縦
覧
及
び
意
見
の
徴
取
）

 
 

第
３

条
 

都
道

府
県

知
事

ハ
埋

立
ノ

免
許

ノ
出

願
ア

リ
タ

ル
ト

キ
ハ

遅
滞

ナ
ク

其
ノ

事
件

ノ
要

領
ヲ

告
示

ス
ル

ト
ト

モ
ニ

前
条

第
２

項
各

号
ニ

掲
グ

ル
事

項
ヲ

記
載

シ
タ

ル
書

面
及

関
係

図
書

ヲ
其

ノ
告

示
ノ

日
ヨ

リ
起

算
シ

３
週

間

公
衆

ノ
縦

覧
ニ

供
シ

且
期

限
ヲ

定
メ

テ
地

元
市

町
村

長
ノ

意
見

ヲ
徴

ス
ベ

シ
但

シ
其

ノ
出

願
ガ

却
下

セ
ラ

ル
ベ

キ

モ
ノ
ナ
ル
ト

キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

 
 
２
～
３
 
（
略
）

 
 
４
 
市
町
村
長
第
１
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
意
見
ヲ
述
ベ
ム
ト
ス
ル
ト
キ

ハ
議

会
ノ

議
決

ヲ
経

ル
コ

ト
ヲ

要
ス

 

 
（
主
務
大
臣
の
認
可
事
項
）

 
 
第
３
２
条
 
左
ニ
掲
グ
ル
埋
立
ノ
免
許
ニ
付
テ
ハ
都
道
府
県
知
事
ハ

国
土

交
通

大
臣

ノ
認

可
ヲ

受
ク

ヘ
シ

 
 
（
１
）
国
土
交
通
大
臣
ガ
甲
号
港
湾
ト
シ
テ
指
定
ス
ル
港
湾
ノ
埋

立
ノ

免
許

及
乙

号
港

湾
ト

シ
テ

指
定

ス
ル

港
湾

ノ
埋

立
ニ
シ
テ

其
ノ
港
湾
ノ
利
用
ニ
著
シ
ク
影
響
ヲ
及
ボ
ス
ノ
虞

ア
ル

モ
ノ

ノ
免

許
但

シ
港

湾
施

設
（

港
湾

法
第

２
条

第
５
項
第

２
号
、
第
３
号
、
第
４
号
（
道
路
及
橋
り
よ
う
ニ
限

ル
）
及

第
６

号
ニ

掲
グ

ル
モ

ノ
ニ

限
ル

）
ノ

建
設

又
ハ

改
良

ヲ
目

的
ト

ス
ル

埋
立

ニ
シ

テ
当

該
港

湾
施

設
ニ

係
ル

国
ノ

補
助

金
又

ハ
負

担
金

ノ
交

付
ノ

決
定

其
ノ

他
国
土
交

通
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
国
ノ
支
援
ガ
ナ
サ
レ
タ
ル

モ
ノ

ニ
付

テ
ハ

此
ノ

限
ニ

在
ラ

ズ
 

  ３
 
公
有
水
面
埋
立
法
施
行
令
第
３
２
条
第
１
号
の
甲
号
港
湾
及
び
乙

号
港

湾
を

指
定

す
る

告
示
（

平
成

２
年

運
輸

省
告

示
第
１
６
４
号
）
（
抜
粋
）
 

 
 
公
有
水
面
埋
立
法
施
行
令
第
３
２
条
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
甲

号
港

湾
及

び
乙

号
港

湾
を

別
表

第
１

の
よ

う
に

定
め

る
。

こ
れ

ら
の

港
湾

の
区

域
は

、
別

表
第

２
に

定
め

る
も

の
を

除
く

ほ
か

、
港

湾
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
 
 
 

２
１
８
号
）
第

２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
港
湾
区
域
又
は
同
法
第
５

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
都

道
府

県
知

事
が

公

告
し
た
水
域
と
す
る
。

 

 
 
別
表
第
１

 
都
道
府
県

 
甲
号
港
湾

 
乙
号
港
湾

 
神
奈
川
県

 
川
崎
 

横
浜

 
（
略
）
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川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第33号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別

この公示により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度

国民健康

保険料
１期

令和元年８月31日

（第１期）
計５件

平成

30年度

国民健康

保険料
３期

令和元年８月31日

（第３期）
計２件

平成

30年度

国民健康

保険料
４期

令和元年８月31日

（第４期）
計２件

平成

30年度

国民健康

保険料
５期

令和元年８月31日

（第５期）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
６期

令和元年８月31日

（第６期）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
７期

令和元年８月31日

（第７期）
計４件

平成

30年度

国民健康

保険料
８期

令和元年８月31日

（第８期）
計３件

平成

30年度

国民健康

保険料
９期

令和元年８月31日

（第９期）
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第34号

　督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の

住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達するこ

とができないので、介護保険法（平成９年12月17日法律

第123号）第143条で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度

介護

保険料
第３期

令和元年８月31日

（第３期分）
計１件

平成

31年度

介護

保険料
第４期

令和元年８月31日

（第４期分）
計31件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第35号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度

国民健康

保険料
１期

令和元年８月31日

（１期）
計６件

平成

30年度

国民健康

保険料
１期

令和元年８月31日

（１期）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
２期

令和元年８月31日

（２期）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
３期

令和元年８月31日

（３期）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
４期

令和元年８月31日

（４期）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
５期

令和元年８月31日

（５期）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
６期

令和元年８月31日

（６期）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
７期

令和元年８月31日

（７期）
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第36号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
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付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度

後期高齢者

医療保険料
第１期

令和元年８月31日

（第１期分）
計４件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第37号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料
第８期 令和元年８月31日 計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
第９期 令和元年８月31日 計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
第10期 令和元年８月31日 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
過随４月 令和元年８月31日 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
過随５月 令和元年８月31日 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
第１期 令和元年８月31日 計81件

平成

31年度

国民健康

保険料
第２期 令和元年８月31日 計81件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第38号

　保険料等に係る差押調書（謄本）を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）第78条及び介護保険法

（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月21日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第39号

　次の介護保険料に係る平成31年度納入通知書を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、介護保険法（平成９年12月17日法律123号）第143条

で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の

２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月23日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

31年度

介護

保険料
第５期分 令和元年９月30日 計３件

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第13号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和元年８月19日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第14号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康
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保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料
第２期

令和元年８月31日

（第２期分）
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
第10期

令和元年８月31日

（第10期分）
計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第15号

　次の国民健康保険料に係る過誤納金還付（充当）通知

書を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の住所、

居所、事務所及び事業所が不明のため送達することがで

きないので、国民健康保険法（昭和33年12月27日法律第

192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年７月31日

法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月22日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

31年度

国民健康

保険料

特別徴収

６月
計１件

平成

30年度

国民健康

保険料
第10期 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第16号

　差押調書を別紙記載の者に送達すべきところ、その者

の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達する

ことができないので、国民健康保険法（昭和33年12月27

日法律192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月23日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第15号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料
第10期 令和元年８月31日 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
第１期 令和元年８月31日 計30件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第16号

　次の国民健康保険料に係る差押調書を別紙記載の者に

送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事

業所が不明のため送達することができないので、国民健

康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

国民健康保険の滞納処分に係る書類　　　　５件

１ 　差押調書（謄本）【文書番号31川中険第15－133号】

２ 　差押調書（謄本）【文書番号31川中険第15－190号】

３ 　差押調書（謄本）【文書番号31川中険第15－218号】

４ 　差押調書（謄本）【文書番号31川中険第15－253号】

５ 　差押調書（謄本）【文書番号31川中険第15－260号】

（別紙省略）
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高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第16号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日
件数・備考

平成

31年度

介護

保険料
第３期分

令和元年８月31日

（第３期分）
計１件

平成

31年度

介護

保険料
第４期分

令和元年８月31日

（第４期分）
計24件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第17号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度

国民健康

保険料
第２期分

令和元年８月31日

（第２期分）
計31件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第18号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和元年８月23日

 川崎市高津区長　髙　梨　憲　爾　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての決裁があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に川崎市を被告として（川崎市長が被告の

代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第14号

　次の督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その

者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達す

ることができないので、国民健康保険法（昭和33年法律

第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市宮前区長　髙　橋　哲　也　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料
過随１期 令和元年８月31日 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
第１期 令和元年８月31日 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
第２期 令和元年８月31日 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

宮前区公告第15号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和元年８月26日

 川崎市宮前区長　髙　橋　哲　也　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分
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の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第21号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知が送達できないので公示します。

　　令和元年８月16日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第22号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和元年　８月16日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第23号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日
件数・備考

平成

31年度

介護

保険料
第３期 令和元年８月31日 11件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第24号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度

国民健康

保険料
第１期

令和元年８月31日

（第１期分）
計25件

（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第26号

　次の督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その

者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達す

ることができないので、国民健康保険法（昭和33年12月

27日法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25

年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　
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年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度

国民健康

保険料
第１期

令和元年８月31日

（第１期分）
計21件

平成

31年度

国民健康

保険料
第２期

令和元年７月31日

（第２期分）
計42件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第27号

　次の配当計算書（謄本）を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、国民健康保険法

（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第28号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月20日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度
介護保険料 第１期

令和元年８月31日

（第１期分）
計９件

平成

31年度
介護保険料 第２期

令和元年８月31日

（第２期分）
計10件

平成

31年度
介護保険料 第３期

令和元年８月31日

（第３期分）
計12件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第29号

　次の差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明な

ため、送達することができないので、国民健康保険法

（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和元年８月29日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

（別紙省略）

川崎区選挙管理委員会告示

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第17号

　令和元年９月１日における公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第22条第１項の規定による選挙人名簿の登録

を行う日を、同項の規定により登録月の１日の直後の同

項に規定する地方公共団体の休日以外の日とし、次のと

おりとします。

　　令和元年８月21日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　鈴　木　安　房　　　　

登録を行う日　　令和元年９月２日

幸 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示

川崎市幸区選挙管理委員会告示第16号

　令和元年９月１日における公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第22条第１項の規定による選挙人名簿の登録

を行う日を、同項の規定により登録月の１日の直後の同

項に規定する地方公共団体の休日以外の日とし、次のと

おりとします。

　　令和元年８月21日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　

 委員長　佐　藤　康　夫　　　

登録を行う日　　令和元年９月２日

高津区選挙管理委員会告示

川崎市高津区選挙管理委員会告示第17号

　令和元年９月１日における公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第22条第１項の規定による選挙人名簿の登録

を行う日を、同項の規定により登録月の１日の直後の同

項に規定する地方公共団体の休日以外の日とし、次のと

おりとします。

　　令和元年８月21日

 川崎市高津区選挙管理委員会　　



（第1,778号）令和元年(2019年)９月10日 川 崎 市 公 報

－2896－

 委員長　木　村　雪　子　　　　

登録を行う日　　令和元年９月２日

宮前区選挙管理委員会告示

川崎市宮前区選挙管理委員会告示第18号

　令和元年９月１日における公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第22条第１項の規定による選挙人名簿の登録

を行う日を、同項の規定により登録月の１日の直後の同

項に規定する地方公共団体の休日以外の日とし、次のと

おりとします。

　　令和元年８月21日

 川崎市宮前区選挙管理委員会　　

 委員長　滝　澤　庄　一　　　　

登録を行う日　　令和元年９月２日

多摩区選挙管理委員会告示

川崎市多摩区選挙管理委員会告示第18号

　令和元年９月１日における公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第22条第１項の規定による選挙人名簿の登録

を行う日を、同項の規定により登録月の１日の直後の同

項に規定する地方公共団体の休日以外の日とし、次のと

おりとします。

　　令和元年８月15日

 川崎市多摩区選挙管理委員会　　

 委員長　本　間　悦　雄　　　　

登録を行う日　　令和元年９月２日

正 誤

　川崎市公報第1,777号（令和元年８月26日発行）2716

ページ川崎市公告（調達）第138号中

「

　10　その他

 」

は

「

　10　特定業務委託契約（公契約対象）

　 　　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約

条例第７条第１項第２項に規定する特定業務委託契

約（公契約）に該当します。特定業務委託契約にお

いては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を

定めます。

　 　　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める

基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただく

ことが契約条項に加わります。下請も含めて契約に

違反した場合は受注者の責任となり、場合によって

は契約解除となる可能性もありますので、入札に臨

まれる際には十分に御注意ください。

　 　　詳しくは、契約課ホームページ「入札情報かわ

さき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」を御確認ください。

　11　その他

 」

の誤り。


